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特集の趣旨「アフリカ・アジアにおける教育政策 -実践連携」

吉　田　和　浩
（広島大学教育開発国際協力研究センター）

日下部　達　哉
（広島大学教育開発国際協力研究センター）

はじめに

　本研究は、発展途上国の初等・中等教育

における教育省や地方行政官等の政策サイ

ドと、校長や教員等の実践サイドとの連携

のあり方、すなわち政策と実践の連携部に

焦点を当て、そのことを“教育政策 - 実践

連携”と定義、その連携プロセスや、学習

成果創出の構造を研究する。これにより、

途上国教育開発政策の効果的実践への示唆

を得ることを目指すものである。

　なお、本特集は、科学研究費補助金（基

盤 A）「途上国の前期中等教育開発における

政策 - 実践連携に関する国際比較研究」代

表：吉田和浩（18H03661）の報告集として

発刊されるものであり、『国際教育協力論集』

第 23 巻１号（本号）において、タンザニア、

ザンビア、マレーシアの報告を行い、研究

最終年度の 2021 年度に発刊される予定の本

誌 24 巻 1 号（次号）において、ケニア、マ

ラウィ、ガーナ、ウガンダ、南アフリカ共

和国、エチオピア、ベトナム、インドネシア、

カンボジアに関する報告を行う予定として

いる。

１．今日の途上国が直面する学習成果

改善の課題と“政策 - 実践連携”

研究の必要性

　国際社会は、1990 年に採択された「万

人のための教育世界宣言」以降、途上国

における初等・基礎教育の普遍化に尽力

し、大幅な就学改善を達成した（未就学児

約 1 億人以上→約 6,100 万人 /2015 年 . ユ

ネスコ統計研究所 http://uis.unesco.org/

en/topic/out-school-children-and-youth

〔accessed 29,Oct.2017〕）。しかし量的拡大

は同時に学習環境の悪化、学力の不足とい

う深刻な「教育の質低下」問題を招いている。

2015 年に新たに採択された SDGs17 の目標

のうち、教育に関する目標である SDG4 は、

包摂的で公正な質の高い教育、とりわけ「学

習成果の向上」を喫緊の地球規模課題とし、

世界に対応を迫っている。

　一方でこのことは、民族、文化、言語、

宗教的多様性を抱え、また紛争・災害の影

響下にある多くの途上国にとって、就学率

の維持と教育の質改善の両方に取り組むと

いう困難な課題を突きつけている。この課

題に対しては、国際教育協力論、比較教育

学、教科教育学等、様々な分野からアプロー

チが試みられている。本研究に関わる研究

者らは、以下に述べる通り、教育省や地方

行政府といった政策側と、学校や教師といっ

た実践側との連携部分に着目し、研究を進

めてきた。

　教育の質改善の面で政策側と実践側が連

携することは、先進諸国においてさえ所与

なものではなく、途上国ではむしろ乖離し

がちである。例えば、インドをはじめとす

る南アジアでは、美辞麗句が散りばめられ

た政策文書と、酷暑の中で 70-80 名一つの

教室に詰め込まれている実態との間には、

埋めることが困難な大きな乖離がある。こ
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うした状況下では、見栄えのする教育政策

も実践には至らず、他方では、学校や教室

レベルでいくら良い実践が実施されても、

飛び地的事例として扱われ、あくまで局地

的な改善に留まるという状況があり、学習

成果の改善が阻まれてきた。

　こうした課題に対し、筆者らはこれまで、

アジア・アフリカ諸国の政策側からの教育

改善施策の限界、さらに実践レベルにおけ

る、現場の教育改善策の現状と課題の二つ

のレベルをすり合わせて検討してきた。当

初の事例は、トップダウンで矢継ぎ早に新

政策を課す政策側と、人材や資金、ノウハ

ウの不足を理由に、政策を実施できない実

践側とは不整合があることを確認したが、

他方で、現場レベルの実践の詳細な観察で、

校長や教師が現場の判断で能動的に学校改

善を行い、実際に学習成績を向上させて

いる事例もあることが見出された。詳細を

後述する通り、ある中等学校の校長が、連

邦政府が多額の資金を使って作り上げた、

チュートリアルという教育施策が活用され

ていないことに着目し、自校の実践に活用

したり（エチオピア）、教育行政側が、北部

山岳民族の教育現場の実態に即した施策を

促進すべく、民族衣装や食べ物などの産品

づくりをその民族の教育に取り入れたり（タ

イ）と、政策と実践が何らかの形で有機的

につながっていたのである。

　この結果は、「トップダウンの教育政策が

奏功しない」また「現場の知見をボトムアッ

プにより政策立案に使っていない」という、

これまで広く共有されている批判的見方を

覆し、上記のような政策と実践との連携が

良好な事例は、既に一定数存在しているこ

とが明らかにされた。そうした過去におけ

る研究の経緯を踏まえ、本科研プロジェク

トでは、以下三点の研究目的を追求しよう

とし、研究分担者、協力者らをアジア・ア

フリカ諸国へ派遣、研究を推進してきた。

①アジア・アフリカ諸国の初等中等教育にお

いて「教育政策 - 実践連携」を実現して

いる事例について、現地研究者、教育行

政官、教師も含めた協働フィールドワーク

を遂行し、詳細なモノグラフを構築する。

また学習成果創出の構造の究明を図る。

②比較検討を可能とするため、連携例を類

型化し、連携推進・阻害要因を分析する。

③各研究者の分野専門性を生かして研究成

果を多角的に比較分析する。さらに、各

国現地研究者、「連携」主要関係者との知

見の循環を図る。

　この目的から、本研究の分担者、協力者

らは、それら良好な学習成果を生み出せる

実践あるいは枠組みが持続、広く国内に普

及するための連携手法、連携推進・阻害要

素等は何か。さらに、その連携を仲介する

アクターには何があり、どういった展開可

能性が存在するのかを、リサーチクエスチョ

ンとして追求しようとした。

２．途上国教育開発における主体的な

「教育政策 -実践連携」の追求

　発展途上国の教育開発において量的拡大

が進行し、現場の負担は過重となるのと同

時に、質向上の方法論研究が重要性を増し

ていく中、陥穽部である上記「問い」の喫

緊性は高い。

　そこで本研究では、アジア・アフリカ諸

国の教育現場において、多様な形で「政策

-実践連携」を遂げた事例を研究しようとし

た。例えば、連携のあり方も、政策側から、

単にトップダウンからの現場任せではなく、

緊密な連携を図り、教育効果を上げようと

し、アプローチする場合がある。また、現

場側から陳情や地元の政治家などを通じて、

連携が図られる場合もある。さらには、発言

力のない、現地の人々を代弁する形で、海

外援助機関、あるいは教育 NGO が、政策担

当側と現場に介在する場合もある（図参照）。
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　研究グループは過去の研究に

おいて、丁寧な現地調査を行う

中で、現場の校長や教師が主体

的に学習成果の改善に向け、自

ら政府や地方政府に向けて学習

成果改善策を相談・提案し、ま

た反対に政府が地域の実情に合

わせて特色ある学校を設置する

など、主体的に政策と実践が連

携し、政策形成の契機をつくる

事例があることも発見してい

る。例えば、エチオピア、オロ

ミア州のある中等学校長は、連

邦政府の教育政策に実施要領が

あるものの、あまり活用されてこなかった

チュートリアル（個人指導）を自ら現場に

還元し、きわめて高い後期中等学校卒業試

験合格率（2012 年 23％→ 2014 年 47％：現

地データより）を実現している。また、タ

イのチェンマイでは、教育的に取り残され

た北部山岳民族の教育開発のために、民族

固有の食生活、服装、舞踊等の生活文化を

維持しつつ、それらを活用した商品づくり

も学ぶ寄宿学校を設立、民族性を尊重し自

立を促すことで実用性の高い学習成果を挙

げている。

　本研究は、こうした教育政策論と実践論

が融合する事例の中に、学習成果を生む政

策 - 実践接連携の有益性が存在すると考え、

学習成果改善への連携を実現している政策

担当者や校長、教師らの発想、理念、実践

の進め方、教授方法の改善等、多面的分析

を行おうとした。さらに学校等教育現場か

らの主体的な政策への連携模索、政府側か

らの現場の状況に鑑みた連携模索、あるい

は NGO が仲介する連携と、パターンを分類

した上で国際比較を行う。これにより、（図）

に示す通り、学界における政策と実践の連

携のあり方のイメージを再構築し、最新の

情報を踏まえた連携のイメージ、成果創出

構造を提供できるよう企図した。

３．研究の目的・学術的独自性と創造

性

　上記をまとめ、本研究では、このような

途上国における学習成果改善を実現する一

つの方法論を、「政策 - 実践連携」として概

念化し、中央・地方教育行政、学校、保護

者、コミュニティなどあらゆる立場からの

連携プロセス、要件、さらに連携の進展に

伴う教育の質や学習成果に対する意識や意

味を明らかにすることを目的とした。対象

教育段階は、初等教育あるいは中等教育と

し、関連する研究者の判断によって決める

こととし、以下の二点を研究目的とした。

①アジア・アフリカ諸国における初等・中

等教育に焦点を当てた政策 - 実践連携の

構造解明

　本研究では現在、大量の初等教育修了者

が中等教育に進学した結果として、教育の

質の低下問題を抱えるアジア・アフリカ諸

国 11か国（タンザニア、ザンビア、ケニア、

マラウィ、ウガンダ、南アフリカ共和国、

エチオピア、ベトナム、インドネシア、マ

レーシア、カンボジア）において、既に学

習成果改善につながり得る政策 - 実践連携
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を実現させた場所で、現地研究者の協力を

得ながら、その政策 - 実践連携の政策担当

者や現場の校長、教師の発想、理念、環境

整備、実践方法の改革に関するデータ収集

を行うこととした。その分析により、連携

促進要因は何であったか、また連携への阻

害を乗り越え得た取組みや理由を分析、さ

らに政策 - 実践連携上の課題（財政難、政

治的脆弱性、教員の質等）と効果（成績改

善、興味関心の増加等）を析出することと

した。そこから浮き彫りになった各国の特

性を、地域間比較の素材とし、政治的背景、

制度、経済情報も盛り込んだ地域教育モノ

グラフを形成、政策 - 実践連携構造解明を

目指そうとした。

②途上国の学習成果改善にとって有効な政

策 -実践連携のあり方の研究

　次に①において形成された地域教育研究

モノグラフを基に、実践の特徴を踏まえて

類型化し、地域間比較分析を行おうとして

いる。例えば、a) 学校や地域側すなわち教

育現場から主体的に政策連携を求めるアプ

ローチ、b) 政府が現場の状況に鑑みて連携

を行うアプローチ、c)NGO が連携を仲介す

るアプローチ等を軸として連携事例が持つ

特徴を整理する（（図）を参照）。連携の促進・

阻害要因の共通性あるいは特殊性を考慮し、

地域間・事例間の比較を行い、構造、要因

分析を深めることで、効果的な政策 - 実践

連携を通じた学習成果創出構造や政策的示

唆を導出する。

　こうしたことから、本研究の学術的独自

性は、(1) 関連研究者らによるこれまでの

政策的知見と実践的知見を総合することで、

新たな学問的地平を開くこと、(2) 研究者

に加えて、教育行政官、教員まで広く参画

することで、実効性の高い研究成果を創出

する点である。また独創性は、従来見落と

されてきた政策研究と実践研究の連携部に

焦点を当てる点にある。さらに研究 - 政策

- 実践の循環構造を示すことで、途上国教

育政策・国際教育協力に欠けていた学習改

善を実現する知見が広く国内に普及される

可能性を高めていくところにある。
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マレーシア国ペナン州の特別支援教育における授業研究の事例

小　澤　大　成
（鳴門教育大学）

三　浦　聡　子
（鳴門教育大学）

アズナン チェ アフマド
（マレーシア科学大学）

１．はじめに

　1990 年にタイ・ジョムティエンで行わ

れた「万人のための教育世界会議」および

1994 年にスペイン・サラマンカで開催され

た「特別なニーズ教育に関する世界会議」

を踏まえ，特別な教育ニーズをもつ子ども

たちが通常の学校において学ぶインクルー

シブ教育の推進が世界的な潮流となった（黒

田 , 2008）。さらに 2015 年の第 70 回国連

総会で採択された「持続可能な開発のため

の 2030 アジェンダ」においても，目標４「す

べての人に包摂的かつ公正な質の高い教育

を確保し，生涯学習の機会を促進する」と

障害のある子どもたちを含む全ての人に対

し確保すべき教育の性質が記述されている。

その実現のために 4.5 項では，ジェンダー

格差の是正とともに，障害者を含む脆弱層

があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等

にアクセスできること，4.a 項では子ども，

障害およびジェンダーに配慮した教育施設

の構築および提供による学習環境整備，4.c

項では，開発途上国における教員研修のた

めの国際協力などを通じた質の高い教員の

増加について触れている。本稿では，マレー

シアの特別支援教育の改善のために授業研

究を紹介した活動について記述する。

２．マレーシアの特別支援教育の現状

　Lee and Low(2014) は現在の植民地以前

から現在までのマレーシアの特別支援教育

の発展についてまとめている。マレーシ

アにおいても国際的な潮流に基づき，障害

をもった子どもたちに対する教育アクセ

スの提供と，その供給をインクルーシブに

するという２つのニードに対応している。

1994 年にはサラマンカ宣言の署名国とな

り，1995 年の特別教育局の設立が行われ

た。1996 年の教育法では，特別教育に関

する章が含まれ，「特別支援教育（Special 

Education）」と「特別支援学校（Special 

School）」が定義された。「特別支援教育」

は特別支援教育のニーズを持つ生徒に合わ

せたものであり，「特別支援学校」は特別

支援教育を提供する学校である。特別支援

教育のニーズを持つ生徒は、3 つのカテゴ

リー，つまり視覚障害，聴覚障害そして学

習障害に区分される。学習障害については

教育省によって広範に定義され，ダウン症，

軽度自閉症スペクトラム障害，注意欠陥多

動性障害，軽度精神遅滞及び失読症などの

特別な学習障害を含んでいる。さらに 1997

年の教育規則により３つのタイプ（特別支

援学校プログラム，統合プログラム，イン

クルーシブプログラム）のプログラムが定

義された。特別支援学校プログラムは，視

覚あるいは聴覚障害を持つ生徒のためのプ

広島大学教育開発国際協力研究センター『国際教育協力論集』第 23 巻 第 1 号（2020） 5 ～ 11 頁
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ログラムである。統合プログラムは，視覚

障害・聴覚障害・学習障害を持つ生徒向け

の特別支援学級を通常学校の中で実施する

ものである。インクルーシブプログラム

は，特別支援を必要とする生徒が通常学級

に参加し , 一般の生徒と一緒に学習するも

のである (Lee and Low, 2013)。Lee and 

Low(2014) は，開発途上国の常として , イ

ンクルージョンを実施するための資源と意

識が不足していて，その結果として従来か

ら行われてきた分離型の教育とインクルー

シブ教育を併用せざるを得ない状況にある

ことを指摘している。

　学習に困難を抱える生徒は，成績が良く

ないためにメインストリームの学校に歓迎

されない。教員の努力は認められず，逆に

特別支援の生徒がいるために低下した成績

について説明を求められる状況にある（Lee 

and Low, 2013）。

　Low(2010) は特別支援学級と通常学級で

のインクルーシブの両者が実施されている

学校において事例研究を実施した。31 人の

特別支援を必要とする生徒のうち，通常学

級で学習している生徒は１名だけであった。

また通常教員と特別支援教員はそれぞれ自

分たちの役割ははっきりとした境界をもつ

分離されたもののと捉えていた。主流初等

学校に対し「意図しないインクルージョン」

により学習することになった生徒に対する

通常教員の態度調査（Lee and Low，2013）

より，効果的な実践は，教員の態度や知識

だけでなく，特別支援生徒との経験や保護

者の関与そして他の教員との協働が影響し

ていることを明らかにしている。

３．マレーシアにおける教員研修

　Petras et al.(2012) は，マレーシアに

おける教員研修の政策及び実践をまとめて

いる。強みとして教育機関による幅広い研

修コースの実施，そして教員たちが非公式

の教員研修に熱心に参加していることを指

摘している。この非公式の教員研修は、教

員が自分の実践に対し責任を持っているこ

と，実践を省察していることにつながって

いる。また教室での実践経験に基づく非公

式の研修や研究、議論などの活動の存在が

それを裏付けている。

　Leu(2004) は，生徒への教育が生徒中心

型へ変化している以上，現職教員研修はこ

れまでの受動的で専門家がリードするカス

ケードモデル研修から，教員が主体的に参

加し，教員の知と教室の現実に基づく学校

ベースの研修へ変化する必要があると指摘

した。

　授業研究は，教員の教員のための活動で

あり，教員が協働して授業改善を行うもの

で あ る。Stiger and Hiebert (1999) は，

漸進的で，子どもたちの学習とそれをどの

ように支援するかに着目し，経験によって

学び自ら改善を行うという授業研究の特徴

が改善をもたらすことを指摘している。日

本におけるインクルージョン思想に基づく

授業づくりは、①発達障害児に適した学習

の場である教室環境の改善②学習活動への

意欲と見通しの形成③話し言葉を中心に問

答形式で進められる学習活動への困難さへ

の配慮が指摘されている（湯浅 , 2009）。

４．今回の活動

　我々は，3 か年にわたりマレーシアの特

別支援教育に対し，授業研究の導入を試み

てきた。2017 年度および 2018 年度の活動

は，大学を会場にしたワークショップを通

じ，特別支援教員に対し授業研究を紹介す

るものである。2019 年度の活動は特別支援

学校の実際の授業を対象として授業研究の

試行を行うものである。

（１）2017 年度および 2018 年度のワーク

ショップ

　まず 2017 年度および 2018 年度のワーク
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ショップについて記述する。ワークショッ

プの目的は，授業研究を通じ，特別支援教

員が①自分の実践を振り返ることができ

るようになり②同僚の実践から学ぶことが

できるようになり③インクルーシブ教育の

グッドプラクティスの中に授業研究を位置

づけられ④特別支援教育の成果を向上させ

ることができることを目的としている。授

業研究を，自分たちの生徒の学習に関する

共通の目標に向け協働する教員が主体とし

て実施する研究ととらえている。また授業

研究は継続的な教員研修であり，その中で

教員が共同で授業を計画し，実践し，どの

ようにしたら生徒がよりよく学べるかとい

う視点で自分たちの教授法を振り返るもの

である。

　2017 年度のワークショップは，講義「マ

レーシアにおける特別支援教育の課題」，講

義「授業研究序論」，講義「特別支援教育に

おける授業研究」を行った後，学んだ内容

をどのように活用するか，演習「学校資源

のマネジメント」においてそれぞれの学校

の課題を踏まえ議論・発表した。講義「授

業研究序論」では，カリキュラム改革など

政策担当者が考えたアイディアを教員が実

践する際に授業研究は役に立つこと，教員

が協働してチームとして計画・実践するも

のであること，教員を評価することが目的

ではなく新しい挑戦を支援するものである

ことを強調した。講義「特別支援教育にお

ける授業研究」では , 子どもたちの現状を

インタビュー・観察・テストなどで把握し

たのち，育成したい子ども像を設定，その

実現に向け学校全体で授業研究に取り組ん

でいく方法や議論の手法を紹介した。さら

に演習「学校資源のマネジメント」では，

学校の課題をブレインストームにより把握

したのち，その解決法を探る手法について

紹介した。2018 年度のワークショップは，

講義「マレーシアにおける特別支援教育の

課題」，講義「授業研究序論」，講義「特別

支援教育における授業研究」を行った後，

特別支援の模擬授業を参加者に計画・実施

してもらい，それについて全体で議論を行

うことで授業研究の体験をしてもらった。

（２）特別支援学校における授業研究

　対象としたのは知的障害に特化した特別

支援学校で、生徒数は 57 名である。主たる

障害は自閉症や ADHD などであった。今回の

プログラムでは初日に対象教員６名に授業

研究の進め方について簡単に説明を行った。

教員自らが授業を改善するために，協働し

て授業を計画・実施・議論することがポイ

ントであることを強調した。

　翌日，２つの授業を参観し，議論を行った。

授業の概要を表 1 および 2 に示す。英語の

授業は６年生を対象とし，店舗での買い物

に関連した内容を学んだ。暗号解読，ロー

ルプレイ，会計，ポスター作成と様々な活

動が含まれた教科横断的な内容であった。

数学の授業は４学年を対象とし，３桁の筆

算の解法を確認したのち，ボーリングゲー

ムを用いて生徒それぞれが解く問題を決定

し解いたのち，共通の問題で達成度を確認

するものであった。

　授業後，授業担当者と我々で意見交換を

行った。英語の授業についての意見は下記

である。

・本時の授業は，活発な授業で様々な活動

から構成されていた。ロールプレイ（店主・

顧客役）は生徒を現実世界とリンクさせて

いた。

・十分な教材が準備されていた。

・教員は英語を教授言語として用い，生徒

は英語およびマレー語を混合して用いてい

た。

・教員チームの授業計画が生徒の活動に反

映されていた。

・店名，営業曜日および時間，メニューが

記載された見本を提示すると生徒が取り組

みやすかったのではないか。
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・お店でのロールプレイ，いろいろな会話

を促進し，とても効果的だった。

・スローラーナーに対しては，あらかじめ

多くの暗号が解読されたワークシートを準

備しており工夫されていた。

・特別支援の子どもたちは，特に問題行動

を直す・ただすことが重要で，改善されれ

ば本来の能力を発揮できるはず。

　数学の授業についての意見は下記である。

・3 桁の筆算チャートの説明分かりやすかっ

た。

・１桁同士の足し算，２桁同士の足し算，

３桁同士の足し算と順に難易度を上げてい

く方が良い。

・計算の個別指導は効率が悪いため，共通

問題でやり方を把握させた後，個別の問題

解決に移るのが良い。

・チャートは消してしまうので生徒が個々

に振り返りを行うことができない。個別問

題はワークシートあるいはノートに書かせ

ることで生徒が復習することを保証する必

要がある。

・ボーリングゲーム自体は楽しくてよい。

ただしピンに書かれた数字の意味が不明。

・既存知識をマルチメディアを用いて確認

したのはよかった。

（３）授業研究の受容

　授業研究について「教員グループで計画

することで授業をどのように導入するかの
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アイディアが得られた」「授業計画が複雑す

ぎることがあるが，話し合うことで単純化

できた」「これまで授業の導入が課題だった

が，それに対応することができた」「グルー

プで計画することで，それぞれの持ってい

る面白いアイディアを組み合わせることが

できた」とグループでの授業計画によって

それぞれの教員が持っているさまざまなア

イディアを組み合わせ，課題である授業の

導入を解決したことがわかる。

（４）特別支援教育についての考え

　教員たちへのインタビューから，生徒観

や必要と考えている戦略が明らかになった。

特別支援の生徒に関しては，通常の生徒と

比較して多様性が大きくそれぞれ異なる背

景を持っていて，その能力も教科ごとに異

なっていると捉えている。また通常の生徒

と比較して，理解に至るまで詳細で十分時

間をかけて説明する必要があり，また教材

による支援も重要と考えている。そして学

習の際，楽しいと感じることが生徒の意欲

向上につながるとしている。授業中の理想

的な生徒像は，指示を守れ，感情をコント

ロールでき，他者に依存せず学習できる生

徒であった。このような生徒を教授する戦

略として，それぞれの生徒の能力やその時

の気持ちをふまえ，方略や教材を選択する

こととしている。

５．おわりに

　今回マレーシアの特別支援教育において

小規模ではあるが授業研究の導入を試みた。

参加した教員は授業研究に対し好意的であ

り，特に教員グループの授業計画で様々な

アイディアが生まれ授業改善につながった

と捉えている。Petras et al.(2012) が指

摘しているように，マレーシアの教員は非

公式の研修に熱心に参加していることから，

学校現場を研修会場とした授業研究は，特

別支援教員にとって魅力的な非公式の研修

枠組となることが期待される。学校内の共

通テーマとして例えば「教員の生徒の意欲

を高める方略および教材の開発」を設定し

研究を深めていくといった展開が考えられ

る。

　今後はマレーシアで主流となることが期

待されているインクルーシブ教育が行われ

ている学校現場への普及を図っていくこと

が望まれる。その際，湯浅 (2009）が指摘

しているように①発達障害児に適した学習

の場である教室環境の改善②学習活動への

意欲と見通しの形成③話し言葉を中心に問

答形式で進められる学習活動への困難さへ

の配慮といった観点からの研究推進が考え

られる。そして特別支援教員を中心に，専

門性を踏まえた授業研究の経験者を増やす

とともに，主流学校において通常教員と協

働して授業研究を推進していくことが必要

であろう。
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Lesson Study for Special Needs Education:
Case Study in Penang, Malaysia

Hiroaki OZAWA
Naruto University of Education

Satoko MIURA
Naruto University of Education

Aznan Che AHMED
Universiti Sains Malaysia

Three years attempt to introduce lesson study for special needs education 
was conducted in Penang, Malaysia. First two years workshop for teachers for 
special needs education was conducted at university. Workshop consists of lecture 
to explain lesson study and exercise. Exercise of 2017 focused on the issues 
of each school and on the way to solve them. Exercise of 2018 was plan and 
implementation of mock lessons by teachers. Trial lesson study in special needs 
school was conducted in 2020. Teachers planed lessons by group and conducted 
two lessons. After the lessons, participants discussed about lessons. Teachers think 
planning by group is useful because they examine various ideas.
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学習成果改善のための政策―実践連携の取り組み
～タンザニア国ナムトゥンボ県の中等学校の事例から 1

吉　田　和　浩
（広島大学）

ウィリー・L.・コンバ
（ドドマ大学）

ンカニレカ・L.・ムゴンダ
（ダルエスサラーム大学）

背景と導入

　タンザニアでは教育の質への懸念は、無

償化政策のもとで高まっている。初等教

育 2 の就学者数は 2000 年（437 万人）前後

から急増し 2016 年（86 3万人）までにほぼ

倍増した（GoURT 2016 Chart 2.2）。前期中

等教育（第 1 学年から第 4 学年まで）の就

学者数は 2006 年（6 7万人）ころから急増

し 2016 年には 180 万人を超えた（同 Chart 

3.3）。こうした規模の拡大の一方で、学力

の低さは問題視されていて、例えば、中等

教育第 4 学年修了時の全国試験である中等

教育修了資格試験（CSEE）合格率は、2012

年には 43％と前年度までと比べて大きく落

ち込んでいた 3。

　キクウェテ大統領（当時）は 2013 年 2 月、

2025 年までに中進工業国入りを目指すタン

ザニア開発ビジョン 2025 の実現に向けて、

ビッグ・リザルツ・ナウ（BRN）プログラム

を発表した。その中で、教育は、農業、エ

ネルギー、財政改革、交通、水と並ぶ６優

先分野の一つに位置付けられた。初等教育

及び前期中等教育の教育分野の BRN（BRNEd）

では初等・中等教育の質改善を目指して後

述のように様々な施策が導入され、世界銀

行、スウェーデン、英国など複数の援助機

関が共同支援して実施された。

　マグフリ大統領 4 が 2015 年 11 月に就任

すると、政府は 2014 年の教育訓練政策に

基づく通達 5 号によって、前期中等教育

の無償化を実施した。その後策定された

2016/2017 年度からの教育開発 5 カ年計画

は先行の 10 カ年計画を見直して教育分野全

体の政策を網羅したものである。2020 年ま

でに初等教育修了時試験（PSLE）及び CSEE

合格率を共に現状から 75％に改善するこ

と、コンピテンシーに基づくカリキュラム

の導入とそれに伴う教科書改訂、全教員の

有資格化、教員養成、教員研修の強化、教

員支援策、学習環境改善、学校長研修、質

保証など、広範な政策課題が盛り込まれた

（MoEST 2018a）。この 5カ年計画は、世界銀

行、教育のためのグローバルパートナーシッ

プ（GPE）をはじめとする国際協力の支援を

受けて実施されている。

研究の目的・研究方法

　大きな教育開発プログラムが展開され、

複数の事業や施策が全国で同時並行的に実

施されるなかで、いくつかの施策が学習成

果の向上に寄与しているかどうかを分析す

ることは容易ではない。トップダウンによ

る大規模な政策改革が、学習改善という効

果創出になかなか至らない問題について

は、援助有効性の文脈、あるいは政策借用

の難しさとしてこれまでも指摘されてい

広島大学教育開発国際協力研究センター『国際教育協力論集』第 23 巻 第 1 号（2020） 13 ～ 26 頁
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る（例えば Yoshida ＆ Van derWalt 2017、

Philips ＆ Ochs  2004）。

　本稿では、主要都市から離れ、政府の政

策が上からの通達として示されながら、直

接の支援が届きにくい農村部に立地する前

期中等学校における学習成果向上に向けた

取り組みの実態を明らかにする。そのため、

政府の政策の一環として導入が進んでいる

「学業成績改善計画」を糸口に、導入された

施策はどのように受け止められ、内部化さ

れ、学習成果の向上を実現できているか。

できるとすれば、可能なものにしている要

因は何か。できないとすれば、制約要因は

何かを明らかにする。なお本稿では CSEE 成

績を中心に学習成果をみる。

　調査方法として、中期的（２～３年間）

な観察対象として前期中等教育校 2 校を介

入校として選定し、彼らの自主性を損なわ

ない程度の最低限の支援（研究者の年次訪

問と関係者との対話、限定的な助言と実施

計画作成の支援）を行う。また対照校とし

て、訪問とインタビューを除いて介入を行

わない 1 校ないし 2 校を選出し、同学校の

基礎情報および基本的な条件（介入校から

得られると想定される観察観点を含む）を

同期間にわたってモニターする。訪問時の

情報収集は個別インタビュー、フォーカス

グループに対する半構造化インタビュー、

観察により行う。これらを、既存データの

分析、異なる情報源によるトライアンギュ

レーションを交えて分析し、考察する。

　一連のプロセスにおいて得られた情報を、

介入校当事者および州、県の教育関係者と

共有することで、地方教育行政側にも現状

を理解してもらいつつ、学校が協働体とし

て学習成果を改善していくためのキャパシ

ティを自ら強めることに寄与することを期

待した。結果として、政府からの上からの

指示による改革が、放っておけば奏功しな

いであろう困難地域の学校においても、政

策を解釈し、自らの継続的な努力によって

成果を上げることのできる学校が育ちうる

ことを実践的に証明したいと考えた。

調査の進め方

　研究チームは、タンザニア最南部の内陸

に位置するルヴマ州ナムトゥンボ県の教育

事情を数次にわたって調査してきた。長年

にわたって調査を続けているため、通常で

あれば手続きに時間を要する調査許可が比

較的短期間で得られる便利さがある。調査

地域までは、首都ダルエスサラームから陸

路約 1000 キロメートル、ルヴマ州都ソン

ゲアからでも車で 2 時間ほど（そのほとん

どが未舗装路）の距離に位置している。事

前の調査許可の取得が難しく、州政府、県

教育事務所を訪問しながらの許可取得とな

ること、きわめてアクセスが悪い上に通信

手段が限られていて、訪問先との事前調整

もままならないことなどから、実質的に現

地調査に充てられる日数がどうしても短く

なってしまう制約が伴う調査である。

　第 1 回の現地調査は 2018 年 8 月 30 日か

ら 9 月 4 日に行った。訪問先のナムトゥン

ボ県教育事務所で偶然開催されていた年一

度の県内校長会議に出席していたB校、K校、

L 校、T 校の校長と、中等教育担当県教育官

（DEO）を招いてのフォーカスグループ・ミー

ティング（FGM）を行った。DEO から入手し

た県下中等学校の CSEE の成績を参考に協議

した。学業成績が芳しくない理由について、

彼らは、教員の不足、学校までの通学距離

の長さ、父母の応援の弱さ、学校外での学

習時間の少なさ、女子生徒の妊娠などを指

摘した。この初期情報と、入手した学校別

成績情報を踏まえて、B 校と K 校の 2 校を

介入校とすることとした。後日各学校を訪

問し、校長、教員にインタビュー、学校が

作成した学業成績改善戦略報告書 2018 年版

（3 月作成）をもとに成績を上げるうえでの

課題、具体的な戦略について校長と協議し
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ながら情報収取した。さらに、改善戦略に

実効性を持たせるため、校長および教員の

一部と課題分析を行い、具体的な活動計画

を盛り込んだ学校戦略実施計画（介入手段）

を作成し、翌年実施状況を確認するために

再訪することを約した。

　第 2 回現地調査は 2019 年 9 月 18 日から

24 日まで行った。第 1 回訪問時から介入校

で行われた活動について校長から聴取し、

教員 FGM、父母 FGM を実施した。さらに対

照校として L 校と N 校を訪問し、学業向上

に向けての問題点と取り組みを聴取した。

ナムトゥンボ県中等学校の学業成績

　県教育事務所は、BRNEd 政策の一環とし

て、CSEE の結果を同県の中等学校ごとの

平均値でランク付けをして学校に通知して

いる 5。この情報から、上位校は比較的に

安定しているが中位、下位の順位は年度変

動が大きいことが分かった。CSEE は、毎年

11 月に実施され、第 2 学年終了時の試験に

合格したものが受験できる。合格者は後期

中等教育（第 5 学年と第 6 学年、A レベル）

に進級する資格を得る。公民、歴史、地理、

キスワヒリ、英語、生物、基礎数学を必須

科目、他に自然科学、ビジネス、家政、な

ど広い分野から選択した科目で受験できる

6。試験結果は受験生個人の受験科目ごとに

5 段階評価（A から D までが合格、F は不合

格）が示される。加えて、必須科目を含む

上位７科目によって個人ごとに Div-I から

Div-IV（Div-I が最高）までの合格と Div-0

（不合格）に区分さられて総合判定される。

さらに区分 GPA と科目 GPA、学校単位の GPA

を算出している 7。GPA の数値は低いほど優

良となる。また、学校単位で受験科目ごと

及び学校全体の GPA が公表されている。

　図１は、2015 年から 2019 年まで、通年

で比較可能な 27 校を対象として CSEE 結果

の学校別成績の順位をグラフにしたもので

ある。縦軸１が最上位、横軸は学校識別番

号である。番号１、２はいずれも神学校、

番号３、４は私立校、それ以下の公立校に

ついては、2015 年度の試験結果をもとに上

位から番号付けし、各年の変化を示してい

る。神学校と私立校はいずれも経年上位で

安定しているが、一方で著しく大きく変動

している学校も少なくない。例えば、学校

番号５、６、12、27 の各校は 5 年間で順位

の揺れが 20 以上と大きい。全般的には、公

立学校はどこも大きな変動幅を見せている。

　我々は、上位校は受験者数が比較的安定

していることに加えて、基本的な学校機能

が整っているのに対して、それ以外の学校

は比較的小規模で、生徒要員、教員要因、



表１．ナムトゥンボ県中等学校の 2019 年 CSEE 区分結果

図 2. ナムトゥンボ県中等教育修了試験結果学校別 GPA

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2015 2016 2017 2018 2019

吉田　和浩，ウィリー･L.･コンバ，ンカニレカ･L.･ムゴンダ

－ 16 －

あるいは学校運営要因等、個別要因の変動

が順位に大きく影響するのではないかと想

定し、精査を加えた。

　その結果、同じ学校でも受験者数は年に

よって増減が大きいことが判明した。学校

番号 13 や番号９のような小規模校でも受験

者数は年によって 10 人から 30 人前後と幅

がある。また、学校番号 15 や番号 23 のよ

うな中規模校でも 40 人前後から 100 人前後

と変動幅は大きい。タンザニアの中等学校

は、第 2 学年末に進級のための試験があり、

かなりの留年が発生する。受験者数は、こ

うした学校独自の進級パターン、学校規模、

学校による受験奨励などによって上下して

いるものと想像される。ただし、学校別の

受験者数の多少とその学校の成績平均値に

は有意な関係は見られないことが確認され

た（ピアソン相関係数 0.115）。

　ナムトゥンボ県の公立中等学校の傾向と

して、区分 GPA の県平均は 3.84 と推計され、

合格最低区分である Div-IV に 64.5％の受

験者が集中していた（表 1）。学校成績が低

区分に集中していることで、比較的小さな

変化が学校ランクの変動を大きくしている

ことも分かった。一方、神学校、私立校の

平均GPAは、2.60で、不合格者はいなかった。

あわせて、学校ランクを各校の GPA で比べ

ると、経年の変化は整数による順位ほど大

きくないことも確認された（図２）。科目別

では、基礎数学や物理の合格者が、ほぼす

べての公立学校においてゼロ、あるいはご

く僅かしかいなかった。

介入校の課題認識と学習改善策

　教育政策の実施を通じて学習成果を上げ

ている学校の特徴を明らかにするために、

ここ数年一貫して学習成果が改善している

学校を探したが、第 1 回の調査時点でナム

トゥンボ県においてはほとんど見つからな
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かった。調査チームは、公立校の中から、

比較的成績が順調に改善していると思われ

る K 校（図１、図２の学校番号 10）と、順

位が上下している B 校（同学校番号 26）を

介入校として位置づけ、詳細な聞き取り調

査を実施した。

K 校

　K中等学校は第1学年 46人（うち男22人、

女 24 人）、第 2 学年 35 人（男 14 人、女 21

人）、第 3 学年 37 人（男 21 人、女 16 人）、

第 4 学年 28 人（男 16 人、女 12 人）、全校

で 146 人が登録されているが、訪問時 28 人

が欠席していた。

　校長は 2013 年からで 2014 年に校長研修

を受けた。地理とスワヒリ語を教えている。

現在の教員数は 11 人でうち 4 人が女性。2

人が学士資格（いずれも男性）を、9 人が

資格証明書を保有している。校長の意見で

は、資格証明書を持つ教員のほうが熱心だ

という。

　地域は電化していないが、小規模の太陽

光パネルで多少の発電をしている。印刷は

町まで出て行っている。水は井戸水を使っ

ている。実験教室はひとつあるが、地域コ

ミュニティの助力によって、生物、化学、

物理用の実験教室を追加で建設中とのこと

である。

　K 校は正式な寄宿学校ではないが、校長

の配慮で全国試験の学年にある生徒が教室

を使った仮設寮に寝泊まりすることを認め

ている。これによって朝夕の学習時間が確

保でき、教師が指導できる。ただし、教員

はこうした追加的指導に対して何ら金銭的

支払いを受けていない。訪問当時、女子生

徒 12 名、男子生徒 15 名（いずれも第 4学年）

がこうした仮設寮を利用していた。成績が

優れない生徒には特に寮を利用するように

呼び掛けている。

　校長によれば、2014 年から 2015 年にか

けて、教員による生徒に対する体罰が横行

した。学校事業として教員宿舎の建材のた

めにレンガ造りの手伝いを生徒に依頼した

ところ生徒が断ったことが原因だった。体

罰を課した教員は地域から叱責や嫌がらせ

を受け、4 教員が異動した。この事件で学

校のやる気が大いにそがれた。学校は父母、

地区のリーダーと協議し、また事情を父母

たちに説明したが、信頼関係は回復してい

ない。

　校長は、地域コミュニティからの学校に

対する否定的な態度が最も深刻な問題だと

指摘する。また、父母と教員、教員と生徒、

生徒間の関係も良くない。遅刻、欠席、宿

題や課された作業の怠慢、生徒間の助け合

いのなさが目につく、とのことである。

　学校給食は教育が無償化されて以来中止

されている。学校委員会で再開を協議したが、

資金面で協力的な生徒はわずかだという。

　訪問した 2 校はいずれも、学業成績改善

戦略レポート 2018 年版をその年に初めて作

成していた
8。K 校のレポートの中でも、上

記の問題について触れている。レポートは

校長と教員が生徒に教室で相談しながら作

成した。また、レポートには、指摘した問

題点を踏まえて、以下の改善戦略を盛り込

んだ。

　(a) 練習問題を日々の授業、また週、月

ごとに実施する、(b) 生徒の進捗を丁寧に

見守り（カウンセリング担当教員を男女 1

名ずつ任命）、優秀な生徒には練習帳や鉛筆

をインセンティブとして与える、(c) 生徒

の規律を管理する（欠席など）、(d) 父母と

の頻繁な打ち合わせの機会を持つ、(e) 教

員の行動をモニターする、(f) 日常生活で

の英語の使用を義務化する、(g) 第 2 学年、

第 4 学年用の宿泊施設を整備する、(h) 家

庭で父母が子どもの学習を見届けるよう啓

蒙する、(i) 宿泊施設建設のため、父母お

よび政府に働きかける

　校長は、特に父母、地域コミュニティと

の関係について、学校に対して肯定的な父
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母、否定的な父母、双方の意見をよく聞く

こと、彼らとの接点を多く設けること、コ

ミュニティから支持者を探すことに注力す

る、と説明した。さらに、自宅通学で成績

の悪い生徒を中心に、学校にいる間に特別

指導の時間を設けることに、父母の理解を

得たい、とも述べた。

　校長は、学業成績改善戦略レポートは、

作成後、学校委員会や父母会で説明したと

いうが、具体的に取られた行動について我々

に説明できなかった。そのため、研究チー

ムは戦略レポートに基づいた学校戦略実施

計画を作成することを提案し、校長、教員

らととともに作成した。計画では、①父母

と地域コミュニティの教育への態度の改善

と、②教員と父母、教員と生徒、生徒間の

関係の改善、の 2 点を重点目標とした。そ

の上で、学年成績の悪い必須科目として数

学、英語、生物を選び 9、出席状況が悪い生

徒を特定し、対応策として校長、先生、生

徒及び家庭の役割を明示した行動計画を作

成した。

B 校

　B 中等学校は第 1 学年に男女それぞれ 101

人と 94 人、第 2 学年に 59 人と 34 人、第

3 学年に 61 人と 39 人、第 4 学年に 25 人と

34 人の 448 人が登録されている。しかし、

訪問時 447 人中 2 割近い 86 人が欠席してい

た（2018 年 8 月 31 日）。この傾向は K 校と

ほぼ同じである。かつて、授業料が徴収さ

れていた頃は、学期ごとの学費が払えない

生徒は登校が認められていなかったため、

学期の始まりには特に欠席者が多かったが

（吉田 2013）、授業料廃止後も、新学期が始

まっても生徒が学校に戻るのに苦労してい

る事情があるようだ。

　校長は 2011 年から校長をしていて、2018

年から B 校に勤務している。教員は 10 人だ

が１人は研修休暇中。3 人が学士を持ち、6

人が資格証明書を持つ。生物と地理の先生

が欠員となっている。以前は 16 名の教員が

いたが、何人かは異動願いを出して他の学

校に行った。現在女性教員は少ない。また

村から離れた学校は、教員用の宿舎を確保

することが難しい。敷地内にある教員宿舎

では不十分で、先生のモチベーションも下

がる、という。

　学校には昼間充電して夜使えるだけの電

源がある。水は井戸水を使用している。寮

はあるが全寮制ではない。自宅通学、ある

いは学校近くに間借りして通っている生徒

もいる。学校が休業中に、ひと月 10,000 シ

リングで、第 2 学年、および第 4 学年生徒

40 人（対象学年のほぼ半分）に対して特別

授業を行ったという。

　校長は学業成績改善戦略レポートを引用

しながら、生徒の成績が低い理由として、

欠席、遅刻の多さ、生徒が教員の指示に従

わないこと、試験を受ける学年（第 2 およ

び第 4 学年）の生徒はそれまでの学年で学

んだことを復習しないこと、父母が生徒の

学習のために練習帳、文具、食事を十分与

えず、健康管理もしないこと、と説明した。

　レポートは改善のための戦略として、以

下を掲げている。

　(a) Div-I、II、III を取る生徒数を増や

す。そのため、教員の出席と、すべての教

科教員に指導計画、指導方針を作成させ、

実際の指導をモニターする、(b) 教員の指

導と生徒の学びをモニターする。そのため、

教員がすべての単元を所定日程内に教える。

過去の学習内容についてのテストを行う。

生徒が英語で議論し、朝会スピーチをする、

(c) 学校が実施するテストで、幅広い問題

を出す、(d) 校内視察をおこなう、(e) 生

徒の欠席を管理し、指導する、(f) 父母に

支援義務を理解してもらう（制服、練習帳、

文具、食事、健康・出欠管理）、(g) 生徒は

勉強に励む、(h) 教員と父母との関係を強

化する（生徒の欠席についての協議、学業

全般への関与、寄宿生徒への生活支援、生
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徒への放課後および休日指導の推奨、教師

による苦手単元の教え方改善、練習問題や

宿題を増やす）。

　校長はこの報告書を、全校集会で生徒に

説明したが、具体的な措置をとっている証

左は得られなかった。B 校でも校長、教員

は研究チームの助言を得ながら学校戦略実

施計画を作成し、①生徒の学業成績改善、

②父母と教員の協力改善、③父母と教員の

役割の実践、を目標とした。試験の成績が

特に悪かった生徒を特定し、学習支援をす

ること、欠席の多い生徒、父母会に出席し

ない父母に働きかけること、などを盛り込

んだ。

　K 校、B 校とも、作成した実施計画を学校

委員会および父母会で説明すること、1 年

後に再訪した際に研究チームと協議するこ

ととした。計画の写しは地区教育官にも提

出した。

学業成績改善戦略と学校戦略実施計画

の取り組み状況

　2019 年訪問時には、生徒の成績について、

また学業成績改善戦略および実施計画への

取り組みについて、教員および父母に対し

てそれぞれ個別に FGM を実施した。

K 校

　K 校での教員 FGM には 7 名の教員が参加

し、中に数学担当の新任教員がいた。以下

の情報が得られた。学校全体の学業成績は

あまり良くない。学校としては努力してい

るが、全国試験の模擬試験結果では県内で

19 位だった。化学と生物の担任教員は、今

年の生徒の成績は去年より活発で良い、と

感じる一方、歴史と地理の担任教員は、去

年より多くの不合格者が出そうだと心配し

ていた。

　成績が良い生徒は、授業に集中していて、

課題も自発的にこなす（教員 D）、親がよく

面倒をみる（教員 A）、いろいろなところか

ら情報を集め、分からなければ先生に質問

に来るし、過去の試験問題を解けるように

している（教員 C）、仮設寮に寄宿している

生徒は学習時間が確保できていて、授業に

は遅れずに出席する（教員 F）。

　学業成績改善戦略と前年に作成した実施

計画に話が及ぶと、すべての教員がそれら

を認識していると答えた。具体的な活動と

しては、教科単元のすべてを、早めに終わ

らせるよう努め、できた時間は試験の準備

に充てている。仮設寮にすべての第 2、第 4

年生を泊まらせ、さらに第 1、第 3 年生も

寄宿できるよう整備を続けている。第 4 学

年の生徒 3 人につき相談できる教員一人を

割り当て、日々の指導を行っている。毎朝

の小テストと答え合わせ、頻繁な練習問題

を出している。親には家庭でも勉強の時間

を確保し、行動を見守り、また勉強できる

環境になるよう、協力を呼びかけている。

父母会を定期的に開催して、学校戦略の実

施について説明し、課題について協力し合っ

て対処している。

　学校と父母との関係は以前と比べて改善

した。地域の人々も教員を受け入れ、村の

活動に招かれることもある。ただ、父母会

に出席したのは全体の 3分の 1以下だった。

無償教育のため、子どもの教育に関心を示

さない親も多い。父母会で決めているにも

関わらず食事も持たせず、朝 11時ころにな

ると空腹で勉強に身が入らない生徒が少な

くない。また寮に寄宿させない親もいる。教

員に敵対心を持つ親もいる。農繁期には子

どもを家に残して農場で働く親も少なから

ずいる。欠席が多い生徒や妊娠した生徒へ

の対応について父母や地域コミュニティに

協力を求めても、何もしてくれない。試験

の成績が悪いのは先生のせいにされている。

　教員と校長との関係は良好で、子どもた

ちを協力して指導している。校長は親切で、

教員を公平に扱う。教員はみな熱心で、シ
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ラバスのすべてを終わらせている。教員同

士で話し合い、よく協力している。一人の

教員が早くこの仕事を辞めたいといったが、

他の教員はみな、教師の仕事が好きで、続

けたい、と答えた。

　父母 FGM には 8 名の参加を得た。いずれ

も男性で（父または祖父）中には中学に 5

人の生徒を持つ父親もいた 10。彼らの意見

は必ずしも一方的に学校に対して批判的な

わけではない。地元に中等学校ができた

（2006 年）ことは歓迎している、お陰で多

くの子どもたちが通えるようになった（父

C）、地元出身でない先生は農作物を買って

くれる（父 E）といった肯定的な意見もあっ

た。他方、これまでK校の成績はずっと悪い、

理科と数学の先生がいない、我々が作った

レンガは実験室に使われてしまい、生徒の

寮施設が不足している、教員たちは生徒に

親切にしない、親への負担が多すぎる、と

いった否定的な声が多かった。その一方で、

この村は伝統的、保守的で新しい考えを受

け入れない、といった自己分析や、みんな

が協力すべきだ、村落自治体や視学官の役

割を強化すべき、教員に研修の機会を増や

すべき、すべての教科を英語で教えるのに

は無理がある、生徒用の寮はぜひ必要だ、

といった建設的、現実的な意見も聞かれた。

B 校

　B 校の教員 FGM には、教員 5 名が参加し、

うち 1 名は新任で化学と地理を担任してい

た。実施計画で目標に掲げた学業成績改善

については、全国試験で Div-II、III の成

績を収めた生徒が複数出たことは、うちの

学校としては素晴らしい。女子生徒の試験

結果も前年より良くなっている。今年はさ

らに特別指導を強化したので、良い結果を

期待する（教員 A）。生物と化学にここ 3 年

で初めて教員が来て、全科目の教員が揃っ

た（教員 E）。成績が良い生徒は、家族・親

戚にロールモデルがいる、やる気があり、

先生によく質問する。他方、出来が悪い生

徒のなかには、入学時から読み書きができ

ないものもいる、と指摘した。

　父母と教員の協力改善については、否定

的な声が聞かれた。大方の父母は学校に協

力的でなく、子どもの教育にも関心が低い

はない。家庭が貧しく、制服や練習帳など

の文具が買えない、家で子どもの勉強の面

倒を見ない、食事を持たせないので生徒は

午後何も食べない。こうした生徒は習熟が

悪く、やがて退学していく。また、この地

域にはイニシエーション儀礼の悪習があり、

就学中に早婚や妊娠でやめていく女子生徒

もいる。夜ディスコで踊って家に帰らない

生徒もいる。親はそれでも問題視しないし、

むしろ好んでそうさせている向きが強い。

地域の小学校では親は学校活動に参加して

いるのに中等学校では事情が異なる。ただ

し、地域の公の場では教員には敬意を払っ

てくれている。

　教員同士、教員と校長とは家庭的に協力

し合っている。課題について話し合い、一

緒に解決しようとしている。学校環境は劣

悪だが、先生の意欲は高い。と、肯定的な

意見だった。

　学校戦略への取り組みには教員 6 名が作

成に関わり、どの教員も内容を知っている

し、実践している。学習改善のため、寮を

改善すること、教員間で協力し合い、シラ

バスを早めに終わらせて、試験用の練習問

題や、難しい課題の説明に時間を割いてい

る。親には、教員との打ち合わせや寮施設

の増築に参加してもらっている。寮にいる

生徒には、夕方の学習会や教科に関する生

徒の共同活動を推奨している。追加の授業

を開いて教えている。寮は女子生徒の安全

も確保できる。夜の電気もある。テストや

課題を出して、フィードバックをしている。

教科のなかで優秀な生徒を表彰してほかの

生徒のやる気を高めている。成績の悪い生

徒に、補修や相談にのってあげるなどして
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弱点を克服できるようにしている。過去の

試験問題を解かせ、答え方を教えている。

親にも協力を呼びかけて数学への苦手意識

を克服しようとしている。また、寮の完備

を急ぎたいし、政府には、不足している教

員数、教科書、実験室、机椅子の問題を早

く解消してほしい、と要望を述べた。

　教員であることについてどう思っている

か尋ねたところ、すべての参加教員が、教

職にあることに満足しているし、将来的に

続けたい、と答えた。

　父母 FGM には 3 名が参加、みな男性で、

一人は生徒のおじだった。生徒たちの学習

について意見を聞くと、寮に寄宿している

生徒は成績が良い。時間管理ができて、先

生からも助けてもらっている。寄宿してい

る女子生徒は妊娠しない。私は学校での会

合に参加し、甥の昼食を提供しているが、

そうしない親もいる（C）、と話した。別の

親（A）は、父母会は年 4 回の計画だが、実

際は 2 回だった。給食や資金援助について

話し合った。生徒一人当たりメイズ 160 キ

ロと豆 60 キロ、製粉代として 31000 シリン

グ払うことになっている、と語った。親（C）

は、村に学校があるのは誇りだ。卒業生に

は地区長、医者、軍人や学校教師になった

人もいる。村の知識レベルも改善したし、

権利と責任の意識も高まった。学校にある

水道ポンプは村民も使わせてもらっている。

教職員は村の品を買ってくれる、と語った。

　続いて、課題や意見を聞いた。学校全体

の成績は低い。教員が足りていない教科が

ある。寮施設は不十分で、トイレは衛生的

ではない。食堂はないので生徒は外で食事

をしている（C）。太陽電池で、寮は夜 10 時

まで電気がある。農村電化はまだされてい

ない（A）。政府は、子どもの教育に非協力

的な親にもっと厳しくあたるべきだ（B）。

教育に関心の低い親に対しては、教会やモ

スクも政府とともに啓蒙するべきだし、電

話会社も協力していいはずだ。村の収入源

は農産物だけなので、家畜や営林など、経

済を多様化させて教育に向けられる収入を

確保できるように、村の政府は動くべきだ

（C）。いずれも、学校と村が置かれた状況を

理解した、客観的な意見に思われた。

対照校

　L 校からは 2018 年の県教育事務所での

FGM と、2019 年の学校訪問の際、情報を収

集した。同校は、県内で唯一、優秀成績賞

を 2016 年に受賞した。2010 年に着任した

校長は成功の要因として、教員の厳しい管

理と教員との良好な関係、学生のしつけ、

学校と父母との協力関係、生徒の出席の管

理を上げた。L 校でも教室の一部を仮設寮

として使っている。定期的な学校委員会に

は、父母と地区教育委員も参加し、地域か

らの支援も得られている、と説明していた。

生徒からは、給食のために年間でメイズ

160 キロ、豆 60 キロと、燃料費、調理手当

として 1 万シリングを徴収している。2019

年に訪問した際には、2018 年には欠員だっ

た数学教員を独自に臨時雇用していたが、

今はすべての教科の教員がいる。しかし、

物理、化学、生物と基礎数学の教員が不足

している、と状況を説明した。すべての生

徒に、月次テスト用の練習帳を持たせてい

ること、成績不良の生徒には先生が個別指

導すること、などの工夫をしている。しかし、

生徒の質は毎年異なること、CSEE では 1 年

から 4 年までのすべての内容から出題され

るのに、生徒は 4 年生の復習しかしないこ

と、また教員が作るテストも前の学年の内

容を網羅していないこと、などを課題とし

て挙げた。

　もう一つの対照校 N 校には 2019 年調査の

際に訪問した。成績改善の課題として、校

長は父母の教育への理解のなさ、学校への

協力のなさから、欠席する生徒に対処でき

ていないことを指摘した。N 校は第 6 学年

まで完備しているが、寮に入っているのは
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5 年生、6 年生のすべてのほか、1 年生から

4 年生までの 4 分の 1 以下だという。なお、

この学校は第 4 学年終了時の CSEE 試験では

県内 14 位（GPA3.9）と中位だが、第 6 学年

時のAレベル試験では州全体の2位（GPA2.4）

と、驚異的な好成績を収めている。校長は、

O レベルと A レベルではまったく事情が違

う、と説明した。

考察と結語

　BRNEd とその後の教育開発 5 か年計画が

目指したとおり、CSEE の合格率は 2013 年

以降、おおむね改善の傾向をたどったが 11、

介入校である K 校、B 校の両校は、2015 年

から 2017 年の間に、対照的な CSEE 成績の

推移を見せていた。K 校においては、受験

者が K 校としては多く、不合格者も多かっ

た 2015 年は 26 位、その後、次第に受験者

数が減少すると、不合格者も減り、さらに

近年は受験者数が増えながら、合格者数も

増加して GPA は改善している。不合格者を

なるべく出さない努力をしつつ、優良な生

徒を育てる、という動きが見て取れる。B

校は 2015 年には GPA3.9 で、公立校では

27 校中 10 位と健闘していたが、2016 年、

2017 年と不合格者が多く出し、順位も 25

位と低迷、その後の 2 年間で 20 位、18 位

とようやく挽回している（図３）。

　K 校は 2018 年訪問時第 4 学年在籍は 28

人ですべてが受験登録（うち 1 人は当日欠

席）、2019 年は在籍 36 人中すべてが受験登

録（うち 1 人は欠席）、B 校は 2018 年在籍

59 人すべてが受験登録（うち一人が欠席）、

2019 年は在籍 85 人全てが受験登録（うち 4

人が欠席）であったことから、各校とも第
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4 学年生の CSEE 受験率はかなり高い。

　両校とも、公表された県内順位、総合区

分（Div 区分）の生徒数には関心を持って

記憶しているものの、GPA の意味は理解し

ておらず、また、生徒一人ずつの成績から

分かるはずの学校全体の苦手科目や、年度

を追っての推移について検討した様子は見

られなかった。

　第 1 回の現地調査の時点では、まだ 2018

年度 CSEE 試験は行われていない。調査チー

ムと成績について議論した際には、県教育

事務所から入手した 2017 年までの試験結果

と、2018 年８月に実施された CSEE の模擬

試験結果を参考にした。両校が学業成績改

善戦略報告書を最初に作成したのは 2018 年

3 月である。両校とも、2018 年から 2019 年

にかけて、GPA は改善し、不合格者も減少

している。

　同期間の対照校 2 校の成績の推移につ

いても合わせて追跡したところ、L 校では

2016 年から 2018 年まで GPA が悪化し、不

合格者も多く出したが、2019 年には前の

水準にだいぶ戻っている。また、N 校では

2016 年から 2018 年まで GPA が改善を続け

たが、2019年にはDiv-IIの成績者が減って、

GPA を押し下げた。

　タンザニア国では、学習成果の改善に向

けた施策がいくつも導入されている。本稿

の関心である前期中等教育に関して BRNEd

の一環では、①学校ランキングの正式発表、

②成果に基づく学校インセンティブ給付金

の付与、③優秀教員の表彰、④教員の諸手

当未払金の支払い、⑤学校改善ツールキッ

トの配布、⑥学力不振な生徒を指導するた

めの教員訓練（STEP）、⑦生徒一人当たり

の学校給付金（Capitation Grant）の遅滞

ない支給、等がプログラムに含まれていた

(World Bank 2014)。2018年の現地調査時に、

研究チームは、これらの施策に関する認知

度を、FGM に参加した県教育局員、校長に

尋ねたところ①、②、④、⑦については認

識している、との回答を得た。2016 年以降

は BRNEd に代わっての教育開発 5 か年計画、

教育セクター開発プログラム（ESDP）の下

で追加的な施策が次々に導入された 12。新

たな政策が学校現場にメッセージとして届

き、理解され、実践され、内部化されてい

くまでにはかなりの時間を要していると思

われる。

　BRNEd に関する評価では、地方独自のイ

ニシアティブを歓迎していた。外国企業の

支援により中等学校理系教員に研修を提供

したムトゥワラ市の事例、父母と共同で試

験結果に基づいて教員にインセンティブを

提供したムボグウェ県の事例などが紹介さ

れている。トッドとアトフィールドは、中

央政府の明確な目標設定と、県や学校によ

るイニシアティブの組み合わせが有効だと

指摘している（Todd & Attfield 2017:24）。

この指摘は、学校成績改善戦略レポートを

各学校独自に作成し、さまざまな制約のな

かでも父母、地域コミュニティ、県、区の

地方教育事務所との協力のなかで実施して

いる本調査の事例にも当てはまる。

　一連の調査で明らかになったことは、介

入校、対照校ともに、学習改善には意識的

に取り組んでいること、その成功の要因に

はいくつかの共通点が見られることであ

る。なかでも、仮設寮設置と、教員による

特別指導あるいは個別指導はいずれの学校

でも行っていた。ナムトゥンボ県の中等学

校には、寮が整備されている学校とそうで

ない学校があるが、寮に寄宿していない生

徒は、遠距離通学をするか、学期中、学校

の近くの親戚や知り合いの家に間借りして

通う。こうした生徒は欠席も多くなりがち

となる。また、学校近くに間借りしている

生徒には、相談相手が身近にいないで元気

のない生徒もみられる。一方、自宅から通

う生徒は、家庭に電気がない家が多く、家

事手伝いで勉強の時間が確保できない。親

が遠くの畑に出て家に戻らないこともあり、
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生徒は祖父母と暮らし、また兄弟姉妹の面

倒を見ることになる。学校での給食は給食

費を払った生徒にだけ提供しているが、中

には食事を持たせない親もいて、勉強への

集中力が弱くなる。いずれの学校の場合も、

寮は単なる寄宿の場ではなく、生徒の学習

時間、先生と生徒の接触時間を確保し、生

徒のニーズに応じた指導をする機会を提供

していると捉えている。ただし、正規の寄

宿学校は政府から補助を受けられるが、コ

ミュニティが建てたものに対しては補助が

ないため、こうした貧困地域に立地する中

等学校に自前で寄宿施設を備える困難さは

想像に難くない。

　生徒の妊娠も深刻な問題である。県内で

2016 年には 39 人、2017 年 31 人、201 8年

22 人（3 か月間のみで）の生徒が妊娠した。

長距離通学の生徒、欠席の多い生徒が妊娠

する傾向がある。寮制はこの予防にもなる。

　学校と父母、地域コミュニティの関係は、

良好であれば強い成功要因となりえるが、

信頼関係や協力関係が断ち切られていると、

就学の継続性、家庭での学習環境、学校で

のさまざまな活動への参加と支援が危うく

なる。調査対象校の教員はいずれも学校内

での校長との関係、教員間の関係は良好だ

と説明している。その一方で、学校側は父

母や地域コミュニティに教育の重要性に対

する理解が欠如していると考え、父母や地

域コミュニティは生徒の成績の悪さを先生

や学校側のせいにする、といった不満感と

相互不信が良好な関係構築を阻んでいる。

悪い事例、過去の出来事が両者の関係に大

きく影を落としている様子が窺えた。

　学校側としては、学校戦略の内容は確か

に理解し、行動に移している様子であった。

しかし、理解し、努力はしていても、なか

なか成績の持続的な改善という成果を見る

のは難しい事情がある。教員不足、寮や実

験施設、教材の不足、教員研修の不足など

政策の実践に不可欠な最低限の条件が整っ

ていないなかでの試みを続けているのが実

態である。

　今回の調査からは、学校間でそれぞれの

取り組みに類似性が高いことがわかった。

また、校長たちはかなり頻繁に情報交換を

行っているようである。こうしたゆるやか

な相互の学びの関係が、この地域で見られ

た。「独自の試み」が奏功し、その経験が共

有される、といった関係が、草の根レベル

で成り立っているとすれば、心強い。

　また、少なくとも介入校は、この１、2年

にわたり、試験結果の改善をみている。介

入との因果関係を説明するだけの強固な証

拠までは得られていないが、調査チームが

訪問すること自体が励みになり、既存の情

報を一緒に分析し、活動計画を作り、これ

を父母たちに説明し、進捗を共有し合うと

いう一連のプロセスは、学校を中心とする

関係者のコミュニティが良好な関係を構築

する一助となっていた可能性がある。

　今後、考察結果を、非介入校と共有し、

また学校訪問と対話を継続することで、あ

る学校が持続的に学習成果を改善できる学

校になるための要件をさらに研究する予定

である。

注

1 この研究は JSPS 科研費 18H03661 の助成を受け

たものである。

2 タンザニアの教育制度は 1 年間の就学前教育、

7 年間の初等教育、4 年間の前期中等教育（O

レベル）までを無償基礎教育とし、2 年間の後

期中等教育（A レベル）から高等教育、または

職業教育に続く。

3 過去合格率は 2011 年 53.6％、2010 年 50.4％、

2009 年 72.5 ％、2008 年 83.6 ％（GoURT 2016 

Table 3.15）。

4 タンザニアの歴代大統領は初代ニエレレ以降、

タンザニア革命党で、極端な政策転換はない

が、それでも政策に揺れは見られる。
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5 学校ごとの成績の公表も、BRNEd の学習成果

向上策の一つで、タンザニア国家試験機構

（NECTA）は CSEE のほか、PSLE の成績もウェブ

上で公表している。ナムトゥンボ県教育事務所

では県内校の CSEE ランキングのほか、CSEE の

模擬試験結果のランキングも公表している。

6 物理、化学など、人文社会系では選択科目、自

然科学系では必須科目とされるものもある。

7 科目別成績は A を１、B を２、C を３、D を４、

F を 5 とし、成績区分では Div-I に１、Div-

II に ２、Div-III に ３、Div-IV に ４、DIV-0

に５を代入し、学校 GPA ＝ ( 区分 GPA ＋科目

GPA)/2　で算出される。

8 K 校では「2018 年度合格率 90% 達成のための総

合戦略」、B 校では「学業成績の変化と学力向

上戦略（90%）」をいずれもスワヒリ語で作成し

ていた。

9 K 校の 2017 年 CSEE の結果では、基礎数学、公

民、化学の GPA が特に低かったが、研究チーム

は彼らの意見を尊重した。

10 一夫多妻制と思われる。

11 全国の CSEE 合格率は、2013 年 57.2%、2014

年 69.8%、2015 年 68%、2016 年 90.4%、2017

年 77.6%、2018 年 78.4% と 推 移 し た（MoEST 

2018:25, GoURT 2019:71）。

12 2018 年に GPE に提出された改定版プログラム

書類では、学習改善の目的で、３R（Reading, 

wRiting & aRithmetic）アセスメントの目標達

成、学校インセンティブ・グラントの支給状況

確認、学校総合質保証訪問（Whole School QA 

Visits）を挙げている（MoEST 2018b:107）。
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Efforts toward the Policy-Practice Linkage for Learning 
Outcomes Improvement – the Case of Secondary Schools in 

Namtumbo District, Tanzania

Kazuhiro YOSHIDA
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This study focuses on lower secondary schools located in rural settings in Tanzania 
where policy interventions are hard to reach and clarifi es how the learning performance 
improvement plan, an instrument introduced under the national policy, is accepted, 
internalized and contributing to learning improvement, along with its enabling and 
prohibitive factors.

All the schools visited provide informal boarding facilities, special instruction and 
private tutoring. The boarding facilities are not only for accommodation, but also ensures 
learning time, teacher-student contact time, instructional support in response to student 
needs, and prevent pregnancy.

Relationships between the school and parents and community can be strong 
enabling factors when they are favorable ones, but undermine schooling continuity, 
home learning environment, participation in and support for school activities when their 
trust and cooperative relationships are disrupted. Teachers recognize that principal-
teacher interactions and cooperation among teachers are working, while parents and the 
community do not understand the importance of education. On the other hand, the parents 
and the community complain that the school and teachers are responsible for poor student 
learning. Dissatisfaction and mistrust prohibit building favorable relationships among 
them.

The principal ad teachers understand what they have included in the school strategy. 
However, shortages in teachers, learning materials, boarding facilities and training 
opportunities, make it diffi cult to accomplish the strategy’s objectives in a sustainable way.

Principals exchange information frequently on what works. This seems to help 
build a loose relationship of mutual learning.

Schools that have received minimal interventions under the current study exhibited 
learning improvement over the last few years. The visits of the study team appear to have 
stimulated collaboration among teachers, planning and implementing the strategy together, 
and sharing the progress with parents. These possibly support to build a favorable 
relationship among the school community.



－ 27 －

ザンビアによる授業研究活動スケールアップ（他地域展開）
政策の進捗

─コレクティブ・インパクト・アプローチ－による課題解決の試み─

石　田　洋　子
（広島大学）

ムソンダ・ルチェンベ
（ザンビア大学教育学部）

ペギー・ムワンザ
（ザンビア大学教育学部）

ギフト・マサイチ
（ザンビア大学教育学部）

ペギー・サマ
（ザンビア大学教育学部）

１．はじめに

ザンビアにおける基礎教育の現状

　ザンビアでは、第 7次国家開発計画（7NDP）

（2017 ～ 2021 年）のもと、教育セクター

の開発計画「教育・技術セクター計画

2017-2021（ESSP ＝ Education and Skills 

Sector Plan）」を策定し、「2021 年までに

中所得国の仲間入りを目指す」という国家

目標の達成に不可欠な質の高い教育と技術

を習得した人材を育成すべく、様々な政策

を策定、実施している。

　ザンビアの人口は 16.4 百万人で、人口増

加率は年 2.8％（全世界で 16 位）、出生率

は 5.0（全世界で 12 位）（世界銀行 2015 年）、

18 歳以下の人口は全人口の 52.5％を占め

る。また、全人口の 40％が都市部に居住し

ており、農村部には広範な土地に人口が散

らばる。人口密度は 21.5 人／ km2 と全世界

241 カ国中 201 位である（MoGE, 2017）。こ

のように、若年人口が増加し続け、都市部

に人口が集中して農村部では人口が広範に

散らばっているため、基礎教育へのニーズ

は今後も増加するとともに、地域によって

そのニーズは多様となり、すべての子ども

たちに学びの機会を提供することはますま

す困難となる。

　2016 年において、ザンビアの初等教育（1

～ 7 年生）の総就学率は 104.1％、前期中

等教育（8 ～ 9 年生）59％、後期中等教育

（10 ～ 12 年生）23％であった。初等教育の

純就学率は 2000 年代には着実に改善した

が、2010 年代に入ってからは人口増加のス

ピードに対応できず、2012 年以降、純就学

率は減少傾向にある。初等教育を修了して

も、前期及び後期中等教育は進学を希望す

る子どもたちの 40％しかカバーできない。

7 年生までの修了率は 92.4％、9 年生は

68.8％、12 年生は 52.7％であり、これらの

指標は2011年の数値から改善した。しかし、

「教育の質測定のための南東部アフリカ諸国

連合（SAQMEC）」の学力調査では、ザンビア

は引き続き最下位か最下位から二番目の成

績で、教育の質の改善が急務とされている。

パイロット事業の全国展開

　1990 年代後半から、社会にインパクトを

与えうる営利・非営利組織に就職する MBA

（経営学修士）ホルダーが増加し、社会開発

分野における資金提供・ファイナンスにも、

広島大学教育開発国際協力研究センター『国際教育協力論集』第 23 巻 第 1 号（2020） 27 ～ 40 頁
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ビジネスの考え方が導入されるようになっ

た。例えば、財団が NPO 等の非営利団体に

単年度に一定の助成金を出すという従来の

モデルではなく、ハンズオンで事業を支援

する形で長期的に資金提供する仕組みが動

き出し、全米で数多くのベンチャー・フィ

ランソロピー団体が設立された。その代

表例とされる REDF（=Roberts Enterprize 

Development Fund）は、社会的インパクト

を経済的に換算する評価手法として SROI（= 

Social Return on Investment）を提唱した。

　こうした流れの中で、常に大きなテーマ

となったのは、特定の地域で生まれたアウ

トカムを、局所的な個別のサクセスストー

リーに終わらせずに、いかに生み出した成

果をスケールアップするかということで

あった（井上 2020）。

　ザンビア政府は、2004 年に国際協力機構

（JICA = Japan International Cooperation 

Agency）の技術協力のもと、日本の学校で

実践される授業研究を、ザンビアの教員

向け継続的職能開発（CPD = Continuing 

Professional Development）手段として導

入するためのパイロット事業を開始した。

当初のパイロット事業は 1 州で中等教育の

理科のみを対象とした。その成果を踏まえ、

2008 年には対象州を 3 州に増やし、初等・

中等教育の他の科目にも範囲を拡大した。

2011 年に、同国政府はスケールアップ（ザ

ンビアの場合、全国展開）政策を開始した。

　ザンビア中央州でのパイロット事業は、

個別のプロジェクトとしては成功事例であ

る。一方、ザンビア全国には、教育の質の

改善を待ち望む、さらに多くの学校、教員、

生徒や保護者が数百万人もいることから、

ザンビア政府が、パイロット事業のアウト

カムを踏まえて、対象州を増やし、対象と

する教育サブセクターを増やし、科目を増

やすというスケールアップ政策を実施に移

したいと考えたことは理解に易い。

　しかし、途上国におけるこうした社会変

革（ソーシャル・イノベーション）ともい

える事業をスケールアップして、アウトカ

ムを生み出し、持続性を持たせることは容

易ではない。パイロット事業で行った研修

と同じ研修を、ノンパイロット地域の学校

教員に提供するだけでなく、研修を受けた

教員や彼らの所属する学校の教員に意識改

革、行動変容をもたらし、授業研究の実施

につなげるという変化をもたらすことがス

ケールアップでも求められる。

　国際社会のスケールアップに注目する動

きに合わせて、米国ブルッキングス研究所

は、教育の質改善イニシアティブのスケー

ルアップ達成状況に注目する「Millions 

Learning Project」を取り纏め、ザンビアに

おける授業研究プログラムは、2015 年に世

界のベストプラクティス 14 事例の一つに取

り上げられた。Millions Learning Project

では、低所得及び中所得国において実施さ

れている教育の質改善プログラムのうち、測

定可能で顕著な成果を達成したプログラム

を選定して、その成功要因を分析し、報告

書に取り纏めた。同報告書によると、ザンビ

アの授業研究の成功要因としては、教員を

単なる研修の対象とするのではなく、変化

を担うエージェントとして位置付け、教員間

の信頼構築・醸成を目指したこと、授業研

究のデザインや実施における柔軟性、そし

て、政府と JICA による新たな技術協力プロ

ジェクトではなく、既存の現職教員研修プ

ログラムを補完・強化するものとして導入さ

れたこと、政府によるオーナーシップの高さ、

などをとりあげた（Robinson 2016）。

　広島大学教育開発国際協力研究センター

とザンビア大学教育学部は、この授業研究

のパイロット事業で得られたアウトカムを

スケールアップするというザンビア教育省

の政策が、パイロット事業の対象州ではな

かった州（ノンパイロット州）の学校にお

いて、実際にどのように実施され、どのよ

うな成果をあげているのか、何か課題があ
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るのか、またその課題解決にはどのような

対策が必要と考えられるか、を明らかにす

るために共同研究を行うこととした。

　本稿には、研究の目的と方法、これまで

のファインディング、今後の研究計画につ

いて取り纏めた。

２．研究の目的

　本研究では、ザンビアにおける授業研究

のスケールアップ政策、つまり全国展開政

策によって、ノンパイロット州の学校の教

員は授業研究を実践するようになったか、

教員や生徒の意識や行動にどんな変化が

あったか、を確認する。その結果に基づい

て、授業研究の全国展開政策の実施にあたっ

ての貢献要因及び阻害要因を分析し、課題

がある場合は、その課題解決のための介入

のあり方を検討することを目的とする。

　本研究のリサーチクエスチョンは以下の

通り。

1） 全国展開政策により、ノンパイロッ

ト州の学校では、どのような投入が

提供され、活動が行われたか。

2） ノンパイロット州の学校の校長や教員

によって授業研究の考え方や方法は

どのように理解、実践され、彼らの意

識や行動に何か変化をもたらしたか。

3） ノンパイロット州の都市部と農村部

の学校において、授業研究の理解を

促し、実践を進める上での貢献要因

と阻害要因は何か。

4） 上記で確認された阻害要因を軽減し、

授業研究を通した校内 CPD（SBCPD = 

School-based CPD）強化につなげる

には、どのようなアプローチが効果

的と考えられるか。

３．研究の方法

　本研究は、日本における授業研究の経験

を踏まえつつ、ザンビアの教育政策や教育

の現状、背景となる社会・文化事情に関す

る深い理解に基づいて分析を行い、より現

実的で有益な提言を生み出すために、前述

の通り、広島大学教育開発国際協力研究セ

ンターとザンビア大学教育学部の研究者に

よる共同研究として実施した。

　本研究におけるデータ収集・分析方法と

手順は、以下の通り 2016 年から 6 つの段階

に分けて実施する計画である。現在は、第

5 段階の分析段階にある。エンドライン調

第 1段階（2016 年 6 月実施）：

 1 － 1　文献レビューによるスケールアップ政策の進捗把握、対象校視察とベースライン調査

 1 － 2　現状分析と実験的介入計画策定ワークショップ

第 2段階（2016 年 7 月～ 2017 年 9 月）：

 2 － 1　介入実施（対象校における授業研究に関する理解促進支援）

第 3段階（2017 年 10 月実施）：

 3 － 1　エンドライン調査 1（教員と生徒に対する質問票調査と教員へのインタビュー）

 3 － 2　貢献要因及び阻害要因分析

第 4段階（2018 年 9 月実施）：

 4 － 1　エンドライン調査 2（教員と生徒に対する質問票調査と教員へのインタビュー）

 4 － 2　貢献要因及び阻害要因分析（セオリー・オブ・チェンジを用いた分析）

第 5段階（2019 年 7 月実施）：

 5 － 1　要因分析結果検証のための追加インタビュー調査（理科教員へのインタビュー）

第 6段階（2021 年実施予定）：

 6 － 1　課題解決ワークショップ（コレクティブ・インパクト・アプローチを活用）

 6 － 2　結果取り纏め



表 1：第 1段階から第 4段階のルサカ州対象校概要
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査は、介入実施後と、さらに期間をあけて

の変化もみるために 1年後にも行った。

　今後は、第 6段階の現地でのワークショッ

プ開催と結果取り纏めを計画している。

４．対象地域・対象校

　本研究の対象地域は、中央政府及び州教

育事務所からの調査許可を得るための時間、

各学校へのアクセスにかかる時間などを勘

案して、ノンパイロット州の一つであり、

ザンビア大学が位置するルサカ州とした。

第 1 段階から第 4 段階における対象校とし

て、ルサカ州都市部から後期中等学校 1校（A

高校）、並びに農村部から後期中等学校 1 校

（B 高校）を選定した。これらの対象校の概

要は、表 1 に示す通り。

　第 5 段階の追加インタビュー調査は、第

1 段階から第 4 段階で対象とした 2 校と

は別に、他の学校での授業研究の状況や、

SBCPD によって教育の質を改善するにあ

たっての阻害要因を確認するために、ルサ

カ州から 5 校を選定して実施した。

５．ザンビアにおける授業研究の概要

と成果

　ザンビア政府は、同国の授業が総じて

「チョーク＆トーク」といわれる知識伝達型

の授業となっていることから、子どもの思

考や活動を促す参加型への転換を図ること

を目指し、2004 年に、JICA の支援を受けな

がら授業研究を導入することを決定した（馬

場・中井 2009）。以後、パイロット州での

実施から全国展開を進め、現行教育開発計

画 ESSP でも授業研究による CPD を優先政策

の一つとしている。

　遡って、ザンビア一般教育省は、1996 年

に教育政策「Educating Our Future」を発

表し、同国における教育の分権化、アクセ

スの拡大と公平性確保、教育の質の向上の

ために、教員向け CPD を優先戦略に位置付

けた。同教育政策に沿って、現職教員任期

における学校プログラム（SPRINT = School 

Programme of In-service for the Term）

フレームワークを開発し、SBCPD を導入し、

制度化を図った。
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　2004 年から 2005 年にかけて、現職教員に

よる授業や現職教員研修の実施状況を調査、

分析し、プロジェクトの枠組みを作成した。

これに基づいて、2005 年、ザンビア教育省

（当時）と JICA による技術協力プロジェク

ト「SMASTE（= Strengthen Mathematics, 

Science and Technology Education1）理科

研究授業支援プロジェクト（フェーズ 1）」

が開始された。同プロジェクトは、理科を

対象科目、前期・後期中等教育（8 ～ 12 年

生）を対象学年とし、中央州をパイロット

州として 2 年間に亘って実施された。同プ

ロジェクトを通して、学習活動にも改善が

みられ、対象科目や学年以外への授業研究

活動の広がりなど予想以上のインパクトが

確認された。これを受けて、2008 年から「ザ

ンビア共和国 SMASTE 授業研究支援プロジェ

クトフェーズ 2」が開始された。フェーズ 2

では、中央州において初等教育の理科以外

の教科での授業研究導入、新規パイロット

2 州（コッパーベルト州、北西部州）では

前期・後期中等教育レベルの理科の授業研

究導入が行われた（JICA 2010）。

　フェーズ 1 で開発された「授業研究によ

る SBCPD 実施ガイドライン第 3 版（MoE & 

JICA 2007）」によると、ザンビアでの授業

研究は、1）課題やテーマの設定、2）教員

の共同作業による研究授業の準備、3）研究

授業の実施と参観、4）研究授業の反省会、

5）反省をもとにした授業案の改善、6）改

善した授業の実施と参観、7）改善した授業

の反省会、8）研修内容のまとめ、という 8

つの活動を含むサイクルで実施されている。

学期中に、教科ごとや担当学年ごとに教員

がグループになり、毎月グループごとにこ

のサイクルを実施する。学校での授業研究

を促進するために、休暇中に州や都レベル

で学校管理職に対するワークショップ実施、

州・郡教育事務所による支援などの仕組み

も取り入れられた（馬場、中井 2009）。

　フェーズ 1 プロジェクトを通して、中

央州の 213 校において 1,989 人の教員が、

フェーズ 2 では全パイロット 3 州の 1,057

校において 14,035 人の教員が授業研究に参

加した。ここまでの成果を受けて、ザンビ

ア政府は、授業研究の全国展開を目指す「学

校ベースの継続的な職能開発マスタープラ

ン（2010）」を策定し、2011 年から全国展

開の開始となった。2011 年から 2015 年に、

全国 10 州の約 3,000 校、42,000 人の教員

を対象として、JICA 技術協力「ザンビア共

和国授業実施能力強化プロジェクト（STEPS 

= Strengthen Teachers’ Performance and 

Skills through SBCPDP Project）」が実施

された（Nakai 2016）。

　上記マスタープランに沿って、教員養成

校の能力強化と養成課程の質向上、授業研

究の質の担保を目指し、2016 年から 2019 年

に JICA 支援による「教員養成校と学校現場

との連携による教育の質改善プロジェクト

（IPeCK = The Project for Improvement of 

Pedagogical Content Knowledge: Linking 

Pre-Service and In-service Education）」

が実施された。ザンビア一般教育省は、全

国展開と教員養成校の能力強化を行うこと

によって、2023 年までに、全国 10 州の残

り 9,500 校、約 10 万人の教員に授業研究を

普及させる方針だ（Nakai 2016）。

　ザンビア STEPS は、2014 年から 2015 年

にかけて授業研究のインパクト調査を実施

した。同調査は、当初からのパイロット州

中央州、フェーズ 2からパイロット州となっ

た北西部州、全国展開から授業研究の対象

となったノンパイロット州である東部州の

3 州から、中等学校 54 校をサンプル校とし

て選定し、2009 年から 2013 年にかけて生

徒の学習達成度の変化を確認するために実

施された。調査結果によると、州レベルの

理科の試験の合格率は、中央州で 2009 年

の 60.78％から 2013 年には 63.23％に、北

西部州は 35.47％から 73.24％に、東部州は

48.33％から 50.72％に増加した。同じく州
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レベルの数学の試験の合格率は、中央州で

2009 年の 41.75％から 2013 年には 48.72％

に、北西部州は 27.07％から 60.42％に、

東部州は 44.63％から 44.90％に増加した

（MESVTEE 2015）。

　調査対象 3 州のいずれにおいても、授業

研究の実施と合格率に正の相関関係がみら

れ、特に数学における相関が強い。また、

2005 年から授業研究を始めていた中央州に

比べて、2008 年から対象州となった北西部

州の方が合格率に大きな改善がみられた。

2011 年から授業研究を導入した東部州で

は、ほとんど変化がみられなかった。また、

質問票調査から、3 州とも、教員の意欲や

態度、教授方法、生徒の授業態度や関心に

正の変化がみられた。

　なお、同調査報告書では、「授業研究を

熱心に実施することで生徒中心授業の割合

を増やし、中期的には生徒の試験合格率の

向上に貢献していることが確認されたもの

の、州ごと、教科ごとに程度に差がみられ

るため、さらなる分析が必要」としている

（MESVTEE 2015）。

　馬場と中井（2009）は、ザンビアの授業

研究における課題を以下のように指摘して

いる。

　ザンビアの授業研究において日本のそ

れとの顕著な違いは、授業研究を通じて

目指すべき授業像が、教育関係者や教員

に共通理解として存在していないという

点にある。・・・（中略）・・・つまり、特

定の理想を実現するという明確な目的の

ために、手段として授業研究を用いるの

ではなく、目的はあいまいな部分を残し

たまま、手段として授業研究を用いる中

で、教員が試行錯誤を行い、理想とする

授業像を模索している。この点に開発途

上国における問題「教科教育研究や実践

の弱さ」が露呈しているし、同時に授業

研究の特徴「斉一性よりも変化や創造を

求める柔軟性」が表れている（馬場・中

井 2009）。

　ザンビアにおける授業研究については、

教員側の生徒中心型の教授法に対する理解

と実施は未だ表面的という指摘がある一方

で、同プロジェクトのインパクト評価結果

からは、授業研究を実践したことで、教員

の授業計画策定や生徒の試験成績に改善が

みられる（Lingambe et al., 2014)）。た

だ、一部の校長や教員には、授業研究を通

した CPD に対して、政府によって一方的に

学校や教員がさらなる負荷を負わされた、

というように否定的な姿勢を見せる者もい

る（Jung 2016）。

　全国展開を行った「STEPS プロジェクト

終了時評価報告書」では、パイロット州で

は平均 90% 以上の授業研究実施率が認めら

れ、ノンパイロット州でも 50% を超える実

施率を達成しており、有効性はやや高いと

評価している。

　また、ノンパイロット州のサンプル調査

では「生徒の主体的学習」や「学習の質」

の評価において、当初設定した目標値を超

える結果が現れ、インパクトも大きいとし

た。貢献要因としては、ザンビアの既存

の SPRINT や CPD など現職教員研修制度を

活用したこと、広島大学からの技術支援や

第三国研修が挙げられている。課題として

は、増大する生徒数に対応するため複数シ

フト制で授業を行っている中で、授業研究

を行う時間が取りにくいこと、へき地の学

校では授業研究に関わらず学校運営全外が

難しいこと、校長等マネジメントからの支

援が不足していることが挙げられた（JICA 

2015）。

　STEPS プロジェクトのロジック・モデル

は表 2の通り。
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６．これまでのファインディング

第 1段階

　ノンパイロット州における授業研究の実

施状況を理解するために、文献レビューに

続いて、ルサカ州の 2 つの高校の視察と

インタビュー、関係者とのワークショッ

プ に お け る SWOT（Strengths, Weakness, 

Opportunities, Threats）分析を行った。

　インタビュー及び SWOT 分析から以下のこ

とが理解された。STEPS が行った授業研究

の研修には両学校から教員一名ずつが参加

した。その研修後に、研修を受けた教員に

より、学校で一度は説明会が行われた。授

業研究は時間がかかるため、大人数の生徒

に対応するため複数シフトで教えている教

員にとっては余計な負担と映ってしまう。

両学校とも、教員間で互いの授業を参観す

る仕組みはなく、文化的にも互いの授業を

評価することには抵抗感がある。学校マネ

ジメントからの理解や支援はない。州や郡

政府からも指導や支援はない。

　この時点では、どちらの高校でも授業研

究は行われていないことが判明した。

第 2段階

　上記ワークショップにおいて、ザンビア

大学の研究者及び対象高校と郡教育事務所

の関係者と協議し、本研究による授業研究

を実践につなげ、SBCPD を強化するための

方策を明らかにするための介入として、本

研究の技術支援を受けながら、対象とした

2 つの高校において、授業研究のオリエン

テーション、続いて、授業研究の準備→実

施と参観→反省会の一連の活動を行うこと

とした。この決定に沿って、第 2 段階で、A

高校（都市部）と B高校（農村部）において、

2016 年と 2017 年にそれぞれ 1 回ずつ、2 校

あわせて計 4 回、ザンビア大学教育学部教

員がファシリテーターとなって「理数科教

員対象の授業研究を実施」の介入を行った。

第 3段階・第 4段階

　介入直後の第 3 段階と 1 年後の第 4 段階

に、エンドライン調査を行った。質問票（添

付資料）は介入前に行ったベースライン調



図 1．A高校及び B高校における質問票各質問におけるレーティング平均値の変化
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査と同じで、5 段階のリッカート尺度を用

いて、教員に、1）学校における授業研究の

実施状況、2）自らの教員としての知識とス

キル、3）生徒の学習態度や達成度、につい

てのレーティングを依頼した。その結果は

図 1の通り。

　A 高校は、ベースライン調査（黒実線）

と介入実施直後の第 1 回エンドライン調査

（灰色実線）の結果を比較すると、介入後は

全体的に数値が上がっている。教員自らの

知識やスキルに対する評価が上がっており、

授業研究への関心が高まったようにみえた。

しかし、介入から 1 年たった第 2 回エンド

ライン調査（黒破線）では、ゾーンや学校

のコーディネーター、郡リソースセンター

によるモニタリングに改善がみられたが、

その他の質問ではレーティングが下がった。

B 高校では、ベースライン調査から第 1 回

エンドライン調査にかけて、教員の自己評

価で改善が見られたが、学校での授業研究

実施体制や生徒の学習達成度は平均値が低

下した。第 2 回エンドライン調査では、学

校での授業研究の実施体制に改善がみられ、

生徒の達成度も上がったが、教員自らの知

識やスキルに対する評価は、低下した。

　校長へのインタビューでは、ザンビア

政府が、2016 年後半に「授業研究による

SBCPD 強化を、理数科だけでなく全教科で
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進めるように」との政策を出したことから、

A 高校も B 高校も授業研究を重視している

との回答があった。政府政策で州や郡、ゾー

ンによるモニタリングは強化され、校長の

意識も向上したが、教員の実践にはつながっ

ていない。

第 5段階

　SWOT 分析、第 1 回及び第 2 回エンドライ

ン調査の結果、介入後、A 高校では授業研

究は行われていないようで、全体にレーティ

ングの値が下がった。B 校では授業研究は

行われ、生徒の学びに対するレーティング

は多少上がったが、教員の自己評価は下がっ

た。特に、第 2 回エンドライン調査で、両

校とも保護者の支援や学校の教育環境につ

いて教員からのレーティングが下がってお

り、都市部、農村部共に教育環境が悪化し

ていることが懸念された。

　こうした状況を踏まえ、授業研究実践の

阻害要因を探るため、第 5 段階では新たに

都市部と農村部の 5 つの高校を選んで、授

業研究実施に加え、生徒数やシフト制、教

科書や教材、教員の抱える課題等について

インタビュー調査を行った。このデータは

現在分析中である。

７．今後の研究計画

　表 2「 STEPS のロジック・モデル」は、

同プロジェクトに、学校での授業研究実施

に加え、基盤整備、質の担保のための仕組

などを組込みまれ、有効性を高めるための

工夫がなされていることを示す。若者の人

口増加とそれに伴う教員の負担増、教科書

や教材の不足などの外部要因を考えても、

同国における教育の質の改善のために授業

研究を通した SBCPD は有効性や持続性から

適した戦略と考える。では、どうすれば実

践につながるのか。

　第 6 段階ではコレクティブ・インパクト

（社会変化の共創）アプローチを用いて、ス

テークホルダーとともに、貢献要因や阻害

要因の詳細分析を行う予定である。コレク

ティブ・インパクト・アプローチでは、授

業研究のステークホルダーだけでなく、他

者も含めてシステムのダイナミズムに気づ

き、新たな選択肢を出現させていくアプロー

チである。「異なるセクターから集まった重

要なプレーヤーたちのグループが、特定の

社会課題の解決のため、共通のアジェンダ

に対して行うコミットメント」と定義され

（Kania & Kramer 2011; 井上 2019）、ザン

ビアにおける授業研究活動のスケールアッ

プ展開をレビューする上で有益と考えた。

　コレクティブ・インパクト・アプロー

チ は、1） 共 通 の ア ジ ェ ン ダ（Common 

Agenda）、2） 互 い に 補 強 し 合 う 活 動

（Mutually Reinforcing Activities）、3）

恒常的なコミュニケーション（Continuous 

Communication）、4）専任スタッフのいる支

援組織（Backbone Support Organization）、

5） 成 果 の 測 定 方 法 の 共 有（Shared 

Measurement Systems）、の 5 点を柱とする

（Kania & Kramer 2011）。

　これら 5 点の柱に沿って、授業研究活動

のスケールアップ政策実施に新たなダイナ

ミズムを生み出すには、どのような「活動」

により、どのような「インパクト」を生み

出していくことが必要なのか、をステーク

ホルダーと協議する。そして、「活動」と「イ

ンパクト」をつなぐ具体的変化のプロセス

を明示化する。図 2 に、授業研究を取り入

れた SBCPD 強化により、各ステークホルダー

にどのような変化が起こり、インパクトに

つながるのかを示すセオリー・オブ・チェ

ンジ（変化の理論）の案を作成した。第 6

段階ではこうしたツールを活用してワーク

ショップで分析を行い、実践的研究を進め

る計画である。
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添付資料 1．教員向け質問票

1. About Your School Situation:

1-1 The teachers in my school generally clearly 

understand the objective and method of 

“lesson study”.

1-2 The teachers agree that lesson-study activities 

are useful for improving teaching in general.

1-3 The head teacher has been actively supporting 

the lesson-study activities.

1-4 The teachers have been collaboratively 

practising the lesson-study activities.

1-5 The head teacher gives us technical advice to 

improve our teaching.

1-6 The zone/school in-service coordinators 

monitor our teaching/learning and give us 

technical advice.

1-7 The district resource centre coordinator 

monitors our teaching/learning and gives us 

technical advice.

1-8 The pupils’ guardians are interested in the 

teaching/learning environment at the school.
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1-9 The pupils’ guardians are supportive of 

improving the teaching/learning environment.

1-10 Our school provides an inclusive teaching/

learning environment for all the pupils.

2. About Your Own Knowledge and Skills:

2-1 I can explain the objective and method of 

lesson study to my colleagues.

2-2 I have planned and conducted a lesson study 

following the lesson-study cycle.

2-3 I write lesson plans for all of my lessons.

2-4 I use adequate teaching materials and 

textbooks during my lesson planning.

2-5 I encourage pupils to provide explanations of 

how they arrive at solutions/answers during a 

lesson.

3. About the Pupils’ Achievement:

3-1 Our pupils have shown more interest in the 

lessons after introducing lesson study.

3-2 Our pupils have shown better understanding 

of the lessons after introducing lesson study.

3-3 Our pupils’ achievement has improved after 

introducing lesson study.

3-4 Our pupils’ national examination pass rate 

(Grade 12) in science has improved after 

introducing lesson study.

3-5 Our pupils’ national examination pass rate 

(Grade 12) in mathematics has improved after 

introducing lesson study.
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Tracking the Progress of the Lesson Study Scaling-up Policy in 
Zambia: Collective Impact Approach to Identify and Resolve 

Problems in Policy Implementation -

Yoko ISHIDA
Center for the Study of International Cooperation in Education, Hiroshima University

Peggy MWANZA
School of Education, University of Zambia

Musonda LUCHEMBE
School of Education, University of Zambia

Gift MASAITI
School of Education, University of Zambia

Peggy NSAMA
School of Education, University of Zambia

A case study was conducted employing exploratory sequential design of the 
mixed methods research design to examine the progress and effectiveness of the 
scaling-up policy in lesson study activities introduced by the Zambian government. 
This policy was implemented initially in a few pilot provinces and later in non-pilot 
provinces. The major objectives of the study were as follows: (a) to examine whether 
the scaling up of lesson study has benefited school management and teachers; (b) 
to observe whether the concept and method of lesson study and student-centered 
learning have been understood, interpreted, and practiced by teachers in the non-
pilot provinces; (c) to clarify whether cognitive and non-cognitive development of 
students has been observed in the classrooms; and (d) to identify factors inhibiting the 
realization of an inclusive, quality education in the process of scaling up lesson study.

The findings indicate that in schools, for example, in one of the non-pilot 
provinces, Lusaka Province of Zambia, lesson study activities were conducted 
only because the school was obliged to follow the government policy. Neither the 
concept nor the methods of the lesson study were properly understood or practiced 
by the teachers. This study therefore suggests that to realize substantial scaling up of 
lesson study, there is a need to strengthen not only policy dissemination or cascade-
type training, but also school-based training and follow-up for teachers. Further, 
headteachers and local education offi cers should provide teachers with the necessary 
skills and resources.

Based on this study fi ndings and future qualitative data collection and analysis 
by applying the collective impact approach, future studies would involve identifying 
stakeholders’ roles, potentials, constraints, and factors that can contribute to effective 
implementation of lesson study in Zambian schools.



－ 41 －

人的資本の生産性の視点から見た中等職業教育の
労働市場での成果について

─インドネシア家計生活調査データによる実証分析─

崔　善　境
（広島大学教育開発国際協力研究センター）

１．はじめに

　人的資本理論において教育投資は人的資

本を蓄積する手段の一つであり、個人の収

益率を向上させる要因とみなされている。

つまり、高校卒業後、労働市場に参加せず

機会費用を払い、大学の学位を取得後、労

働市場で個人の賃金や所得水準を高めるた

めに教育投資が有効であると考えられてい

る。このような考えに基づいて、教育を通

じた人的資本投資は経済成長の源泉とみな

され、ミンサー（Mincer, 1974）、シュル

ツ (Schults, 1961)、 ベ ッ カ ー（Becker, 

1962）などの経済学者により、教育訓練と

所得水準の関係である「教育の収益率」が

正の相関を示すことと、そのインパクトが

実証的に明らかにされてきた。

　近年では、個人、ひいては一国の経済成

長に影響を与える教育投資の規模だけでな

く、様々な教育の質的側面が注目され、教

育の重要性や教育を受ける権利などの概念

が開発途上国にも定着しつつある。経済

発展と教育を中心とした人的投資が経済

成長にもつながるという広義的考え方を

背景にもつ様々な国際的な取り組みが行

われた。1990 年からの、「万人のための教

育（Education for all: EFA）」の世界宣

言が採択され、 教育を通じて人権を守ると

いう考えが強まった。このことから開発途

上国における 経済成長のための「人間開

発アプローチ」の概念が広がった ( 北村、

2019)。さらに、2000 年に国連ミレニアム・

サミットで採択された国連ミレニアム宣言

における 15 年国際開発計画、ミレニアム開

発目標（Millennium Development Goals : 

MDGs）においては、世界の初等教育の完全

普及と個人・集団に基づいた開発をするこ

とが教育分野の目標であった。そして現在、

2030 年を目標達成年とする『持続可能な開

発目標（Sustainable Development Goals: 

SDGs）』で掲げられた教育の目標（SDG4）では、

就学前教育から高等教育まで幅広く 「すべ

ての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育

を提供し、生涯学習の機会を促進する」 こ

とを目標としている。その中で SDG4.3 では

「2030 年までに、すべての人々が男女の区

別なく、安価で質の高い技術教育、職業教

育、および大学を含む高等教育への平等な

アクセスを得られるようにする」こと、さ

らに、SDG4.b では「2020 年までに、開発途

上国、特に後発開発途上国および小島嶼開

発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象と

した、職業訓練、情報通信技術 (ICT）、技

術・工学・科学プログラムなど、先進国お

よびその他の開発途上国における高等教育

の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させ

る」といったようにスクールベースの職業

教育が重視されている。すべての人及び教

育分野に関する目標ではあるが、世界の個々

の状況に対する教育目標や、目標に対する

職業教育の方法、その成果についてはまだ

本格的に議論されていない。
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表１．ASEAN 諸国における低・中所得国グループの教育、経済と労働市場（2018）

(2014)

(Net) 93.5 98.0 93.8 91.5 90.3 97.9
(%) 95.9 .. 93.9 92.3 90.3 ..
(%) 91.0 .. 93.7 90.7 90.2 ..

(Net) 78.7 .. 66.0 60.0 64.1 64.1
(%) 77.6 .. 60.0 60.7 61.5 61.5
(%) 79.9 .. 71.0 59.4 66.6 66.6

(Gross) 97.5 94.8 (Net) 89.34 (Net) 77.2 .. 75.6
(%) 96.9 .. 86.42 (Net) 79.0 .. 73.7
(%) 98.1 .. 92.47 (Net) 75.2 .. 77.5

(Gross) 80.3 72.5 (Net) .. 54.0 .. 54.4
78.7 .. 51.6 56.7 .. 49.7

(%) 81.9 .. 48.4 51.2 .. 59.2
- (%) 56.1 .. 61.1 97.3 99.4 ..

(%) .. .. 55.1 .. .. ..
(%) 54.9 .. 66.5 46.8 .. 54.5

- (%) 43.9 .. .. 2.6 .. ..
(%) 22.1 .. .. .. .. ..
(%) 42.9 .. 57.1 44.6 .. ..

(Gross) 36.3 28.5 35.5 15.0 13.7 18.8
(%) 33.8 25.5 30.8 14.4 14.4 22.0
(%) 39.0 31.7 40.4 15.5 12.9 15.6

($) 3,893.6 2,566.6 3,102.7 2,542.5 1,510.3 1,326.0
4.4 2.0 2.3 9.4 0.7 0.9

(%) 4.5 1.9 2.1 10.7 0.6 0.7
(%) 4.2 2.1 2.7 7.8 0.9 1.0

15-24 16.2 6.9 6.7 18.2 1.1 2.0
(%) 16.2 6.0 5.8 20.8 1.0 1.8
(%) 16.3 7.9 8.2 15.5 1.2 2.2
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　開発途上国における教育の事情を見ると、

政府は、職業教育の重要性を十分認識して

おり、職業教育に関する様々な教育政策を

進めているにもかかわらず、教育供給側の

高等教育機関において質の高い職業教育を

提供するには、設備投資や教員養成にコス

トがかかる。また、教育需要側の学生も、

高等教育への進学までのプロセスには教育

コストがかかることから、大学進学率は高

くなっていない。人々が、高い教育水準が

個人の人生を豊かにするとどれだけ認識し

ているとしても、高い教育費用がかかるの

で実際に大学に進学する人は少ない。さら

に、初等教育が完全普及していない場合も

多く、中等教育の普及も充足できていない。

表１は、ASEAN 諸国における低・中所得国

グループの教育と労働市場状況を表したも

のである。すべての国が初等教育完全普及

を達成できておらず、高等教育進学率も非

常に低くなっている。それにもかかわらず、

ASEAN 諸国の国内総生産は世界大規模経済

10 か国の中で 5 番目（図１参照）に位置し

ており、経済成長率も年平均 5.3％で非常

に高い割合を占めている。その中でもイン

ドネシアは、もっとも経済規模が大きく、

ASEAN 諸国全体の中で 34.9% を示している。

　表１は、ASEAN 諸国における低・中所得

国グループ国、インドネシア、ベトナム、フィ



図１．世界経済大国のトップ 10 位国・地域

出典：ASEAN Secretariat, ASEAN stats database (2018)
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リピン、ラオス、カンボジア、ミャンマー

の諸国を教育、経済と労働市場分野で比較

したものである。インドネシアは教育水準

がもっとも高くなっており、後期中等教育

の進学率就学率に関しては、他の国は 60%

ほどで留まっているが、インドネシアはす

でに 80% 近くになっている。さらにインド

ネシアの後期中等教育における一般教育と

職業教育のそれぞれの就学率はほぼ同じで

ある。その中、後期中等教育は、一般教育

と職業教育の就学率の割合は他の国と違い、

一般・職業教育の就学率もほぼ半分ずつバ

ランスよく占めている (後期中等普通教育: 

56.1%、後期中等職業教育 : 43.9%)。高等

教育への進学率も一番高くなっており、ベ

トナムやフィリピンと同じように女性の大

学進学率が高くなっている。全体的に教育

普及が一段と向上しているにもかかわらず、

経済成長率が高い開発途上国では発展速度

とそれに相応しい労働力にギャップが生じ、

そのギャップがますます広がっている。経

済発展の著しいインドネシアでは、低スキ

ル労働者の人材不足と若年層の失業率も高

く、雇用機会のミスマッチ（ジョブ・ミスマッ

チ）が深刻な状況が長年続いている。

　図 1は国内総生産を比較した世界経済大

国のトップ 10ヵ国の地域を表したものであ

る。アセアン諸国は世界 4 位の経済大国と

なっており、その中で、インドネシアは最

も大きな経済規模の割合を占めている。さ

らに、アセアン諸国の 2018 年の経済成長率

は平均 5％を超えており、先進国と比較でき

ないぐらい早いスピードで経済成長してい

る。そこでインドネシアでは中等職業教育

が再評価され、2006 年から教育省では、特

に後期中等職業教育の拡大という動きが始

まった。その当時、職業教育の収益率に関

する研究は多少あったが、後期中等普通教

育に比べ、元々全体学生の後期中等職業教

育就学率が低かったため、職業教育の収益

率に関する結果は見られなかった。しかし、

2018 年時点では、学生の後期中等職業教育

への参加率の差はほぼ見られず、普通教育

に偏っていない。現存するインドネシアに

おける職業教育の収益率に関する研究では、

このように教育政策から職業教育成果が測

れない時期のものが多くあり、政策から変

化が観測できる時期の研究は多少あるが、

それらの研究では大きく二つのバイアスが

指摘される分析方法論が採用されている。

　第 1 に、高卒という最終学歴から教育の

収益率を推計するため、もし、大学受験で

合格した場合、推計をする時点では高卒だっ

たが、大学に進学し、労働市場に参入すれ
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ば高卒者より賃金が高くなる可能性がある。

これは推計結果に過剰な評価をもたらす恐

れがある。第 2 に、次のような内生性問題

がある。個人が習得した教育歴は賃金には

直接影響を与える。一方で、親の教育は、

子どもの賃金には直接影響を与えることは

ない。ただし、子どもの教育には間違いな

く影響を与える。このような内生性の問題

から推計値が過大・過小評価され、正確な

教育成果を測ることに対して支障がある。

そこで内生性問題を解決する案として、長

期的な追跡データを用いて解決することが

挙げられるが、一般的に開発途上国におけ

る長期的な追跡データ収集は、ほぼなされ

ていない。本稿で使ったデータも長期的な

追跡データであるが、データ収集方法や質

問方法などが、時間が経つにつれて変化し

ていたため、パネルデータとして使うこと

が難しい。そこで、現時点でもっとも新しい、

2014 年度のデータを使って分析を行ってい

る。

　以上を踏まえ、労働者の就業及び賃金に

直接の効果がある教育の存在が予想され

る。実際多くの開発途上国では近年教育政

策として、中等教育の完全普及とともに職

業教育を通じて経済発展を促すことに非常

に力を注いでいる。そこで本稿では、人的

資源理論に基づいた教育段階ごとの、主に

中等職業教育が与える労働市場での賃金へ

の効果を明らかにする。次にその賃金への

教育効果を推定する際、ヘックマンモデル

（Heckman、1979) を用いてサンプル・セレ

クションバイアスを除去し、的確に職業教

育による賃金効果を推定することで経済成

長、人的資本の蓄積、賃金格差縮減などに

影響を与える教育政策の提案することを目

的とする。ヘックマン (1979) において、個

人単位で教育効果などを推計する場合、通

常の線形モデルで推計できない要因、つま

り、計量経済学的には観測されないが、個

人のみが保有している要因が必ず存在する

のではないかという問いを持った。それに

基づき、サンプル・セレクションバイアス

を除去するため、予想されたものがヘック

マン 2 段階推計法（ヘックマンモデル）で

ある。このモデルは現在に至るまで様々な

政策評価や教育収益率を推計する際、多く

使われている。

　本稿の構成は以下の通りである。まず、

インドネシアの教育システムの概観とその

中で職業教育がどのように個人の雇用及び

賃金に影響を与えるのかという問題につい

て紹介する。また、これまでに行われた職

業教育が与える賃金効果の検証に関連する

研究を紹介し、地域によって職業教育効果

がどう異なっているのかをまとめる。その

次に、インドネシアの家計生活調査データ

を利用し、教育収益率を推計する際、ヘッ

クマン 2 段階推計法の分析枠組みを用いる

ことによってサンプル・セレクションバイ

アスを除去する仕組みを概観しておきた

い（Heckman,1979; 末石 , 2013; 市村 , 

2016）。本研究で考えられるサンプル・セレ

クションバイアスは、職業教育が賃金に与

える影響を分析する際、サンプルとして賃

金労働者のみを選択して分析を行うため、

職業教育を受けた（受けなかった）が非賃

金労働者である人たちなどは含まれていな

いので、賃金労働者である人の特性を持つ

集団が対象であり、標本の偏りが生じるこ

とを考慮する。最後に、インドネシアの後

期中等職業教育における収益率に関する推

計結果について解説し、結果をまとめると

ともに今後のインドネシアにおける職業教

育成果に関する課題について言及する。つ

まり、インドネシアの教育システムと労働

市場を検討し、その相関関係について、先

行研究の考察から本研究における分析枠組

みを見出す。本稿の目的はその中でインド

ネシアの後期中等職業教育の労働市場での

有効性について明らかにすることである。



図 2．インドネシアの教育システム

出典：インドネシア教育省（2013）
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２．インドネシアにおける教育システ

ムと労働市場状況

　上述した背景を踏まえて本節では、イン

ドネシアにおける中等職業教育を含めた教

育システムや教育水準による労働市場の特

徴を概観し、インドネシアの労働市場での

有効な教育に関して考察する。

　インドネシアにおける教育システム（図

2 参照）は日本と同様に６年間の初等教

育から３年間の前期中等教育 （Sekolah 

Menengah Pertama: SMP） までが義務教育

になっており、前期中等教育からは一般教

育と職業教育に分かれている。その次の教

育レベルからは義務教育ではない３年間の

後期中等教育となり、一般教育 （Sekolah 

Menengah Atas: SMA）と職業教育（Sekolah 

Menengah Kejuruan: SMK）がより細かく分

類され、前期中等段階より様々な専攻が含

まれている。学費も職業学校が一般学校

より 28％高くなっている (Newhouse and 

Syadarma,2011)。中等教育を終えた後は、

受験により大学に進学することができる。

なお、正規教育段階と同じく、主にイス

ラーム系を中心とした様々な宗教学校も存

在しているが、宗教的な性格が強いことと

ともにイスラム近代改革主義運動以降多様

な教育が尊重され、宗教学校でも宗教教育

は 1 割にすぎなかったため、宗教学校の進

学より普通学校に進学する傾向になってい

る（利光、1979）。経済協力開発機構（OECD、

2019）によると、2017 年、インドネシア

における大学進学率（短期大学や高等職業

教育機関である専門学校を含む）は漸増

傾向にあるが、その進学率は成人の 16％

と、先進国と比較して低い水準（2012 年基

準で OECD 平均 62％、日本 51％、アメリカ 

74％、オーストラリア 96％）に留まってい

る。高等教育修了率は、若年層（25 － 34

歳）において男女別にみると、女性（18％）

の方が男性（14％）より 4％高くなってい

る。しかし、就職する際、女性の方が、教

育水準が高いにも関わらず、若年層で男性

より就職率が低く、男性はというと 90% 以

上になっている。インドネシアの労働市場

ではほとんどの労働者が、男女含め、高卒
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者であり、女性の場合は大卒者の就職率が

高卒者より低く、全体の 30％に過ぎない。

前述したように後期中等教育就学率は他の

ASEAN 諸国より高くはなっているが、まだ

全体の 80％を超えず、その中で、純就学率

は 34％を超えておらず、それ以下の教育歴

の人も 50％近くになっている。この背景か

ら中等教育の普及率をあげることは、未だ

に大きな課題として残っている。さらに、

インドネシアでは、経済急成長と低スキル

労働者不足により、後期中等職業教育が再

評価され、教育省では 2006 年から後期中等

職業教育の拡大の動きが始まった。（2007

年、当時、後期中等職業教育の学生の割合

が 24％だったものを、2010 年には 50％、

2015 年には 70％まで拡大することが目的

だった。）2018 年 UNESCO からのデータでは、

その比率は 44 対 56（表 1 参照）になって

おり、2010 年までの達成目標には近くなっ

ているが、まだ 70％までは至っていない。

中等教育段階における職業教育を一般教育

より奨励していることは教育政策として普

通ではないが、その根拠は何かについて本

論で議論したい。

　以上の状況からインドネシアにおける多

くの労働者の最終学歴が中等教育であるこ

とが分かった。さらにインドネシアでは

低スキル労働者の需要とともに後期中等職

業教育の奨励も長期間進み、その就学率も

中等一般教育の就学率とほとんど差はなく

なってきた。そこで、それらの教育が実際

に労働市場に与える影響を教育種別ごとに

確認する必要がある。

３．職業教育の収益率に関する既存の

研究

　インドネシアの職業教育へとシフトする

ような動きとともに、インドネシアにおけ

る職業教育の収益率に関する研究も活発に

なっていたが、職業教育の労働市場への成

果はあまり見られなかった。多くの経済学

者の中でも、職業教育の労働市場での貢献

に関し、いくつかの理由で否定的に議論さ

れている。その理由としては、まず、高い

施設コストがかかることにより、常に新し

い教育環境を作ることは現実的に不可能で

あること。また、教育現場に求められる最

新のスキルを適切に教えることの難しさに

より高い確率で雇用のミスマッチが起こり

うるため、コストパフォーマンスが普通教

育より低くなっている。さらに、中等職業

教育機関の卒業者は、大学進学率も低いた

め、将来的に中・低スキル職業に就く確率

が高くなることにより、望ましい社会移動

を阻害される可能性があるということなど

がある。以上の理由から、長期的な教育収

益率を考えると一般教育の方が望ましいと

論じている。

　経済学者で教育収益率の研究について先

駆者となった Psacharopoulos (1987) は、

世界 13 か国で教育の所得向上効果に関する

研究を行い、職業教育プログラムは一般教

育よりかなり費用がかかるが、その利点は

同等だと指摘している。また、彼は主流の

職業教育システムを採択しながらより効率

的な代案を模索しなければならないと主張

している。より効率的な代案は例えば、社

会的なコミュニティを通じた企業が求める

スキルに特化した職業教育を提供すること

である。Bennell（1996）も、19 か国の開

発途上国における後期中等教育機関での一

般教育と職業教育を比較し、それぞれの国

の教育収益率を示している。Bennell（1996）

は、比較的データをよく揃えている開発途

上国であるチリ、インドネシア、フィリピン、

タンザニアのみの教育収益率を示すことで

職業教育は一般教育より教育収益率が低く

なっていると結論付けることは危ない発想

であると言っている。（なぜならデータのよ

く揃えている国であることがその国の発展

度合いに影響しており、集団にバイアスが
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生じるからである。）教育収益率が低くなっ

ていることからは決して社会的収益率も低

いとはいえず、さらに、以上の研究結果に

基づいて開発途上国における中等職業教育

投資に関する政策提案をすることは非常に

危険な発想であり、それぞれの国の文化な

どの特徴または多様な環境に合わせ、注意

深く考慮しないといけないと論じた。次に、

職業教育と一般教育を比較した最近の研究

（Hanushek, et al., 2017）では、ヨーロッ

パの 15 か国とアメリカ、ニュージーランド、

チリを含めた 18 か国のマイクロデータを利

用して、学校から仕事へのトランジション

というトピックが挙げられる。雇用と賃金

における個人の成果について一般教育と職

業教育の比較研究では、雇用される機会は

職業教育を受けた人の方が高くなっている

が、長期的には雇用の質や賃金上昇などの

機会は一般教育を受けた人の方が高かった。

しかし、この研究はすでに 3 次産業以上が

活発である諸国が多く対象であるため、開

発途上国にも似たような結果が出るとは言

い難い。

　このような一般的な職業教育に関する批

判的な評価には、次のような要素が欠けて

いる。職業教育の主な目的は、実践的な

雇用機会を得ることであり、根本的に大学

に進学することは目指していない。その教

育収益を社会経済的地位 (Socioeconomic 

status: SES) という面に焦点を当てるだけ

で開発途上国のように、高等教育進学率が

低く、まだ第 1 次、2 次産業に集中してい

る国では非合理的な評価になるのではない

だろうか。それで本稿では、インドネシア

ならではの文化、教育、現時点での教育政

策を考慮した観点から次のように労働市場

での職業教育の有効性を明らかにした先行

研究の事例を踏まえて分析枠組みを導出す

る。

　上述の Bennell（1996）の視点から職業

教育を強く支持する反論も多数ある。いく

つかの研究では、職業教育が一般教育より

費用対効果が高いということを明らかにし

ている。特に、社会経済的地位が高くない

グループが職業教育を受けることより、雇

用機会を増大し、それによって失業リスク

が減るというセーフティネットとして機能

しているということである。Neuman and 

Ziderman (1989) は、イスラエルの国勢調

査データを用い、職業教育と一般教育の間

の労働市場での成果を比較した。その結果

は、職業教育が一般教育より、費用対効果

が高いということが明らかになった。具体

的には、職業教育を終えて、その専攻に

適する職場で就業した場合、一般教育を

受けた人より年間最大 10% 以上の高いパ

フォーマンスを示すという結果があった。

Arum and Shavit (1995) はアメリカの「The 

High School and Beyond」データを使用し、

職業教育を受けてから 、労働市場に参入し

た後、雇用機会が増えることにより、失業

という雇用の面におけるリスクを減らすと

いうことを明らかにした。つまり、彼らは、

中等職業教育は大学進学率を低くするかも

しれないが、大学に進学する意思がない学

生には雇用確保を可能とし、失業のリスク

を減らすと結論付けている。Choi (2016)は、

2014 年のフィリピン四半期労働力調査デー

タを用い、フィリピンにおける職業教育の

成果に関する実証分析を行った。労働市場

での職業訓練教育の成果を教育水準ごとに

ミンサー型賃金関数で検証をした。その結

果、一般教育だけを受けた人よりも教育水

準が低いが、追加的な職業訓練教育（正規

教育課程に含まれている教育ではない）を

受けた人の方が（教育水準が低い人ほど）、

労働市場において最も有意な効果を上げる

ことが明らかとなった。フィリピンでの追

加的な職業訓練教育は労働市場での賃金リ

ターンを上昇させており、若年層の高い失

業率を緩和するには、大学に進学して就職

するという教育経路ではなく、職業訓練を
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奨励する労働市場政策を採ることが効果的

であることを明らかにした。

　これらの先行研究を総括すると、職業教

育、特に中等教育段階の職業教育は、人的

資本としてもっとも高い生産性を出しては

いないと見なしている。あるいは教育コス

トに比べ、低い生産性を生むかもしれない。

しかし、様々な事情により大学に進学する

可能性がない学生の雇用機会を増やすこと

に貢献できる。これらの先行研究は、職業

教育が社会全体の経済的労働力損失のリス

クを減らす重要な役割を果たしていると示

唆している。しかしながら、職業教育の教

育収益率については実証分析を通じて明ら

かにされているが、それは相関関係に過ぎ

ず、因果関係とは言えない。さらに、既存

のインドネシアにおける職業教育の収益率

に関する研究では、労働市場での職業教育

収益率は負の相関であったが、今日のイン

ドネシアの職業教育への就学率の割合や国

内産業構造は非常に変化しており、現在の

状況での的確な職業教育の収益率に関する

研究分析が必要である。本稿では、現時点

でのインドネシアにおける教育とその成果

の間の因果関係を示す分析手法を用い、労

働市場での職業教育の収益率を検証し、そ

れが示唆することを明らかにする。

４．分析の枠組み

　以上の必要性に基づいて本稿では、今日

のインドネシアがおかれている産業構造に

基づいて職業教育が産業構造に適した労働

力を供給できるのではないかという問題意

識から、適切な分析枠組みを構築し、因果

関係を明らかにすることに焦点をあてて分

析する。

　人的資本論に基づいた教育収益率を労働

市場でのパフォーマンスにおいて評価する

方法は、以下のようなミンサー型賃金関数

を用いた推計が一般的であり、本研究でも、

同様のアプローチで実証的に評価すること

ができる。

　被説明変数である  は賃金の自

然対数値であり、説明変数における  は

最終学歴、  は仕事の経験年数、 　は

経験年数の二乗、 　はその他の変数のベ

クトルで、結婚状況、性別、健康保険、年

金、退職金のダミー変数が含まれており、

 は誤差項である。典型的なミンサー方程

式（Mincer, 1974）で使われるメイン変数、

最終学歴、経験年数を加え、そのあと続く

先行研究から用いられる変数、性別、産

業、企業規模などが教育収益率の様々な変

数が使われている（矢野、1996；青・村田、

2007）。本研究では健康保険、年金、退職金

を変数としてコントロールして企業規模を

示し、比較的安定した職場で仕事をしてい

る人々の教育収益率を確認する。しかし、

産業変数はデータセッティング上非常に難

しくなっているため（欠損値が多い）、今回

はドロップしてある。これらの変数を用い

たモデル推計手法は以下となる。

　まず、ベースラインモデル推計として、

ミンサ―型賃金関数を最小二乗法（Ordinary 

Least Square： OLS）で推計するが、この

手法で推計する際、教育変数のパラメータ 

βに典型的な 3 つのバイアスが考えられ、

学歴に影響を与える能力バイアスや親の学

歴や経済状況などによる内生性の問題、セ

レクションバイアス、測定誤差がある。す

でにいくつかのインドネシアの教育収益率

分析では本研究と同じデータを用いて、個

人の学歴には生まれつきの能力の差や親

の経済状況や学歴が影響を与えることな
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どを、操作変数法によって因果関係を明ら

かにした研究が存在する (Nofiantoro and 

Affandi, 2018)。しかし、その研究で操作

変数として職業高校比率変数が使われてい

るが、なぜその変数が操作変数として使わ

れているのかの先行研究における妥当性の

根拠がない。さらに、その職業高校比率変

数は、職業教育を受けようとする意志があ

る人には影響を与えるかもしれないが、周

辺にある学校比率から進学する学校が決め

られる可能性を前提とすることは現実的で

はない。本稿で使われているデータでも適

切な操作変数は見つからなかったため、操

作変数を用いて因果関係を明らかにするこ

とには限界がある。また、測定誤差の問題

は、例えば、同じ学歴であっても実際にか

かった教育年数が異なる場合があり、推計

する変数と測定誤差の間に相関関係が生じ、

パラメータβが過小評価され、推定するパ

ラメータβが０に近づくことになってしま

うことなどである。それにより、分散が大

きくなるので推定値の有意性が見られにく

くなり、分析結果が無意味になる。しかし、

この問題は、情報量が豊富なデータを用い

れば前述した相関をできるだけコントロー

ルすることが可能である。

　セレクションバイアスはデータサンプリ

ング段階で生じるバイアスで、教育効果が

高い人、つまり賃金上昇率が大きい可能性

がある人だけを集めたデータは高学歴の人

の集団になる可能性があるので推計結果が

過大評価される。あるいは、職業教育を受

ける集団は比較的に教育水準が低い人が集

まる可能性が高いことから賃金上昇率が低

い可能性がありうることから過小評価が予

想される。これの対処法としては、ヘック

マンの 2 段階推計法 (Heckit method) と傾

向スコア分析 (Propensity score matching 

method) が用いられる。 以上のことを踏ま

えて本稿では、セレクションバイアスを除

去する方法についてヘックマンの 2 段階推

計法 (Heckit method) を用いて推計するこ

とに焦点を当てる。多くの先行研究で表示

されているヘックマンの 2 段階推計結果に

より、1 段階目の表記は省略する（Heckman 

& Guilherme, 1985; Kassouf, 1994; 

Mysikova, 2012; 柿澤外 , 2014）。1段階目

で加えた変数は年齢と親の教育である。

５．インドネシア家庭生活調査におけ

るデータ

　実証分析では、インドネシア家庭生活調

査（Indonesia Family Life Survey: IFLS）

を利用する。当該データはアメリカの様々

な非政府組織や世界銀行の資金から運用し

ており、1993 年から始まった社会経済・健

康調査に関するインドネシアにおける膨

大な追跡データである。調査は、第１期：

1993 年～ 1994 年 (IFLS1)、第２期：1997

年～ 1998 年 (IFLS2)、第 2.5 期：1999 年 

(IFLS2+)、第 3期：2000 年 (IFLS3)、第 4期：

2007 年～ 2008 年 (IFLS4)、第 5 期：2014

年～ 2015 年 (IFLS5) の 6 期にわたって行

われている。本稿では、計量分析時に、もっ

とも懸念されるサンプル・セレクションバ

イアスや内生性問題を除去することを目指

していたが、内生性問題を除去する分析手

法を満たす変数を見つけていないことと、

データ併合の限界にぶつかっており、セレ

クションバイアス除去に焦点を当ててヘッ

クマンの 2 段階推計法から過大・過小評価

結果を避ける。

　調査項目は対象者の家計と属性で構成さ

れ、質問項目には経済的な要素と非経済的

な内容が含まれている。具体的には、消費、

給与、資産、教育、移民、結婚、出産、避

妊、健康状態と保険などの項目が含まれて

いる 152 個データが分類されている。本研

究では最新の IFLS5 データを使用し、その

なかの 5 個のデータ（教育、労働などの情

報が含まれている）を合併し、有効サンプ
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ル数は、最初は 70,605 サンプルであったが、

様々な変数コントロールとともに最終的に

3,829 になった。被説明変数の個人の賃金

については、本来なら時給に換算されたも

のが望ましいが、その計算に必要な変数が

得られなかったため「（月給＊ 12 ＋ボーナ

ス）/12」として計算したもの、およびその

対数値を用いた。賃金関数を推計するため

に必要な変数としては、多くの労働者は自

営業者など特定の会社に所属しておらず退

職年齢も定まらないケースが多いため、分

析対象年齢を 15 歳から 64 歳の労働力人口

に限らない。つまり、定年制について現実

的に評価できないので、年齢を労働力人口

ではなく、全年齢を対象とする。一般的に

労働市場での経験年数は、Mincer (1974)

に倣い「年齢―教育年数―６」として計算

しているが、インドネシアの場合、初等お

よび中等教育段階で「総就学率」と「純就

学率」の差が 10% を超えているため、「サー

ベイ調査が行われている時点、2015 －最初

の仕事を始まった年」として経験年数を計

算した。

　学歴は合計 17 個のカテゴリー変数になっ

ているが、すべてダミー変数として最終学

歴が小学校以下をベースラインアウトカム

にし、それと比較することで各学歴による

効果を把握する。その他の変数は、結婚状

況のカテゴリーダミー（結婚ダミー、別居

ダミー、離婚ダミー、未亡人ダミー：未婚

ダミーをベースラインアウトカム）、男性ダ

ミー（2,417 名、女性は 1,412 名）、経歴年

数の二乗、職場の健康保険ダミー、年金ダ

ミー、退職金ダミーである。各変数について、

推計に使用するサンプルのものを表２の記

述統計量に示している。

６．実証分析の結果：労働市場におけ

る中等職業教育の収益率

　第 5 回目のインドネシアの家計生活調査

の公表データを用い、ミンサ―型の人的資

本賃金関数を推計した結果は表 4 である。

まず、ベースライン推計として最小二乗法

の推定結果が列 (1) から (3) で、列（1）は

男女合計した推定結果であり、（2）と（3）

は男女それぞれ分けて分析した結果である。

次に、列 (4) から (6) はセレクションバイ

アスを考慮したヘックマンの 2 段階推定法

を用いた分析結果であり、分類も最小二乗

法の推定結果と同様である。被説明変数は

自然対数を取った月給であり、説明変数は、

結婚状況のカテゴリーダミー（結婚ダミー、

別居ダミー、離婚ダミー、未亡人ダミー：

未婚ダミーをベースラインアウトカム）、男

性ダミー（男性：2,417 名、女性：1,412 名）、

経歴年数の二乗、職場の健康保険ダミー、

年金ダミー、退職金ダミーである。本研究

では教育種別に異なる賃金の変化量を確認

するのではなく、表４の推定結果の係数を

用いてそれらの教育収益率として換算する

ことで教育種別の教育収益率を比較する。

教育以外の推定結果係数に関してはこの章

の後半部で押さえておきたい。まず、教育

レベルでみた最小二乗法の推定結果、列（1）

を見ると、前期中等普通教育の変数の係数

が 0.20 で統計的に 1% 有意水準である。す

なわち、教育収益率計算法 (Kahyarara and 

Teal, 2007) に従って計算すると、20%/ 前

期中等普通教育の教育年数（9 年）＝ 2.2%

であり、前期中等普通教育を受けることに

より、年収が 2.2% 上昇することになる。こ

のような計算法から表 4 で得られたそれぞ

れの教育水準における係数値を教育収益率

計算法で計算したものが表 2 である。全体

的に最小二乗法での分析結果と違い、ヘッ

クマンの 2 段階推計法で分析した際、推定

値が高くなっており、最小二乗法の推計値

が過小評価されていることが分かる。中等

教育段階でもっとも高い教育収益率を表し

ているのは前期中等教育で、最小二乗法で

は女性の方が男性より教育収益率は、はる



表２．最終学歴による教育収益率

OLS Heckit
Terminal education (1) All (2) Male (3) Female (4) All (5) Male (6) Female

2.2% 2.0% 2.0% 2.0% 3.1% -0.3%
4.2% 1.3% 9.9% 8.6% 8.7% 7.6%
2.7% 2.0% 3.8% 3.5% 4.8% 1.2%
2.7% 2.0% 3.7% 5.0% 6.2% 3.0%

(D1, D2, D3) 3.3% 2.6% 4.0% 5.1% 4.7% 5.9%
S1 2.7% 2.5% 3.0% 4.8% 4.3% 5.3%
S2 5.2% 5.1% 5.2% 7.4% 6.8% 8.5%
S3 4.4% 5.8% 4.1% 7.2% 3.0% 36.5%

I 2.5% 3.7% 2.3% 3.2% 2.8% 2.7%
0.7% 0.4% 1.0% 2.9% 3.9% 1.9%
0.3% 0.9% -0.7% 2.1% 1.6% 2.4%
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かに高くなっているが、ヘックマンの 2 段

階推計法では男性の方が高くなっている。

また、前期中等職業教育の教育収益率（OLS: 

4.2、Heckit: 8.6）は前期中等一般教育（OLS: 

2.2、Heckit: 2.0）に比べても高い割合を

示しており、最小二乗法で推計した場合、

男性より女性の方が、教育収益率が高くなっ

ていたが、セレクションバイアスを除去し

たヘックマンの 2 段階推計法では男性の方

が 1.1% 高くなっている。後期中等教育段階

での最小二乗法の推定結果では、職業教育

と一般教育における教育収益率の差はなく、

女性の収益率の方が高くなっているが、ヘッ

クマン 2 段階推計法では、職業教育の方が、

明らかに収益率が高く、男性の方が、圧倒

的に収益率が高くなっている。中等教育段

階で、職業教育が一般教育より教育収益率

が高くなることは既存研究、Nofiantoro 

and Affandi（2018）の結果と同様ではある

が、教育種別の差は微々たるものであった

ため、職業教育がよりメリットを得るほど

ではないという結論を出している。

　イスラーム教育経路はすべて普通教育よ

り教育前段階で教育収益率が小さい値で推

計されている。他にも、多くの先行研究で

は一般的に既婚者の方が、賃金が高くなる

ことを示しているが、インドネシアのケー

スでは結婚状況はあまり賃金に影響を与え

ていない。

　次に、健康保険が保証される職業に就業

した場合の係数が、最小二乗法では 0.46、

ヘックマンの 2 段階推計法では 0.49 と、統

計的に 1% レベルで有意水準になる。これは

健康保険が保証されていない職業に就業し

た人より、46% あるいは 49% 年収が高くな

ることを示している。年金の場合、年金が

ある職業に就業した場合、そうではない人

より 30% あるいは 20% 年収が高くなる。退

職金の面をみると、退職金がある職業に就

業した場合、そうではない人より 17% ある

いは 19% 年収が高くなる。年金と退職金変

数の係数は両方とも統計的に 1% レベルで有

意水準である。つまり、既存研究において

中等教育段階でインドネシアの職業教育は

普通教育に比べて様々な面であまりメリッ

トがなかったが、本稿で焦点を当てている

セレクションバイアスまで考慮した分析結

果では、前期・後期中等職業教育は常に普

通教育より教育収益率が高くなっており、

統計的に有意水準であった。もう一つ、興

味深い結果は、高等教育段階での教育収益

率は、男性より女性の方が高くなっていた

ことである。これに関する解釈は次節に行

う。
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７．おわりに

　本稿は、「インドネシア家計生活調査

（Indonesia Family Life Survey: IFLS5）」

の 2014 年～ 2015 年の公表データに基づ

き、最終学歴ごとに教育収益率についてミ

ンサー賃金関数を用いて推計し、特に、中

等教育段階で職業教育と一般教育の収益率

について比較した。また、インドネシア家

計生活調査データの最新版を使用したため、

近年の労働市場での労働者動向がより反映

されている。さらに、既存研究では、比較

的データがよく整備されている先進国やい

くつかの開発途上国で職業教育の収益率に

関する研究が行われており、その結果はほ

とんど批判的だった。

　それに関する開発途上国、特にインドネ

シアの研究では、モデル推計において様々

なバイアスを考慮せずに実証分析した研究

が多く、それらのバイアスを考慮した研究

はまれである。しかし、本研究では、それ

らのバイアスが分析結果の推計値に大きな

影響を与えるため、セレクションバイアス

を除去した実証分析を行った。その分析結

果の主要な発見は、インドネシアにおける

中等教育段階で職業教育は一般教育より教

育収益率が高くなっていることを明らかに

したことである。それについて分析結果か

ら考察できる重要な点は以下のようになる。

①経歴と賃金上昇効果：表１で分かるよ

うに後期中等教育の就学率に比べ、前

期中等教育への就学率が非常に高く

なっている。このことから、前期中等職

業教育の収益率が高かったことは、比

較的労働参入時期が早く、雇用状態に

なったらその経験とともに賃金効果が

高まることが原因である可能性がある。

理論上、高賃金の人は機会費用を払う

ことで、高い教育水準にあると考えら

れるが、インドネシアでは、中等職業

教育を終え、大卒者より早い時期から

労働市場へ参入することで経歴年数を

積んで、それなりに強固な経済的基盤

として働いている。教育を重視する社

会では経歴年数が賃金率上昇に直接影

響を与えていない反面、インドネシア

では純粋に、経歴年数による賃金上昇

効果を表している。つまり、労働市場

における教育効果面でインドネシアの

教育は段階にふさわしい教育が労働市

場成果にもつながっているということ

は、教育年数が増加することにつれて

教育効果（労働生産性）が上がるとい

う人的資本理論をよく裏付けている。

②職業教育政策と収益率：前期・後期中

等職業教育で一般教育より職業教育に

よる賃金効果が高かったことは、職業

教育における政府政策に応じて、初期

の中等職業教育への就学率目標もほぼ

達成しており、経済発展とともに低ス

キル労働者の需要も上がったというこ

とが考えられる。また、セレクション

バイアスを除去した後の分析で、男性

の賃金の方が高かった結果はインドネ

シアで起きている慢性的な男女間賃金

格差から明らかに説明できるだろう。

オランダからの独立から変革期を経て

近代化が進んできたが最初のイスラム

女子学校の教育思想 ( 服部、2001) で

ある「女性は家庭の母であり、家庭指

導者」という思想がいまだに根強く残っ

ており、高い教育を受けた女性も社会

活動よりは家庭を支えることを優先し

ていることが示されていることが確認

されたものである。

　①、②を総括すると、まず、職業教育の

収益率に関する既存研究の結果は比較的、

批判的であったにも関わらず、インドネシ

アではそれに反する結果を得られている。

中等職業教育卒業者は、大卒者より早い時

期から労働市場へ参入し、経歴年数を積む

ことにより賃金を上昇させる。これが一つ
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の要因となり、教育の面では、中等教育段

階までは一般教育より職業教育による教育

収益率の方が高いことが明らかになった。

　また、本稿の分析結果から、インドネシ

アのように経済発展は著しいが主要産業に

高度な技術が要求されていない開発途上国

では、国民全体の最終学歴シェアが中等教

育に集中している。そのため、中等職業教

育が、重要な人的資本の生産性を高める主

要因として働いている。全教育種別のなか

で比較した場合、イスラーム教育や普通教

育よりも中等職業教育が圧倒的に高い教育

収益率を表している。さらに、経歴年数が

長いほど賃金上昇率が上がることと、中等

教育段階で男性の方が女性より教育収益率

が高いということから、大学に進学するこ

とが経済的事情により難しい学生は、職業

教育を受けて職業経歴を積むというキャリ

アパスがより望ましいと考えられる。特に、

インドネシアの中等職業教育の収益率は男

性の方が女性より有効であることから、女

性が男性に引けを取らない教育収益率をあ

げるために、ジェンダーバランスを配慮し

た中等職業教育の改善が必要なことが示唆

される。

　こうしたことから示唆される対応策がと

られれば、インドネシアにおける男女間賃

金格差問題にも貢献することができると考

えられる。つまり、職業教育を奨励するこ

とによって、ジョブミスマッチを減らすこ

とができれば、若年層の失業率が縮減され

ることが示唆される。このことは、社会全

体の労働力損失を防ぐと期待されるだけで

はなく、インドネシアの慢性的社会問題で

ある男女間賃金格差問題の解決策も想定で

きるようになる。

　今後の課題としては、セレクションバイ

アスを除去するもう一つの傾向スコア分析

（Propensity Score Matching）も行い、そ

の分析結果と比較しながら本研究の研究結

果を確かめるなど、研究精密性を上げるこ

とが必要とされる。また、インドネシアで

は、職業教育は定量的な教育収益率を上げ

ることに貢献できたが、長期的な雇用の質

の面にはどのように働いているかについて

研究を行う必要がある。さらに、本研究で

使われた IFLS5 データは 152 個に分類され

ており、本研究で使ったデータはそのうち

5 個しかないことから、より厳選したデー

タ合併や使われていないその他のデータか

ら欠落変数などが推計結果によく反映され

ていない可能性があるため、通常予想され

るのとは異なる分析結果が得られたかもし

れない。この点は、今後の研究課題として

残したい。また、本研究で、興味深いこと

に、大学卒以上の教育段階では、女性の教

育収益率が高い、という結果が発見されて

いる。それには、女性の方が、大学進学率

が高い要因がかかわっているかも知れない

が（表 5）、ヘックマンの 2 段階推計法分析

で使われた全体サンプル数をみると、女性

の方が 15％ほど少ないので女性大卒者は男

性大卒者より教育収益率が高いということ

が明確に言える。上述の女性への中等職業

教育改善とともに、インドネシアの女性大

卒者の労働市場への参加度を増加させるこ

とにより、男女間格差縮減に貢献できる可

能性があるという点として考えられる。こ

れは、教育収益率改善に資することも今後

の研究課題として残しておきたい。
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表 3．記述統計量

3,829 2,299,959.00 2,326,487.00 54,167 37,900,000
ln 3,829 14.33 0.82 11 17

3,829 9.80 8.04 0 61
3,829 160.81 280.91 0 3,721
3,829 29.25 9.05 15 76
3,829 1.77 0.59 1 5
3,829 0.28 0.45 0 1
3,829 0.69 0.46 0 1
3,829 0.00 0.06 0 1
3,829 0.02 0.13 0 1
3,829 0.01 0.07 0 1

3,829 0.63 0.48 0 1
3,829 0.37 0.48 0 1

3,829 0.12 0.33 0 1
3,829 0.15 0.36 0 1
3,829 0.01 0.08 0 1
3,829 0.18 0.39 0 1
3,829 0.23 0.42 0 1

B 3,829 0.01 0.07 0 1
3,829 0.00 0.05 0 1
3,829 0.00 0.03 0 1

C 3,829 0.01 0.11 0 1
(D1, D2, D3) 3,829 0.06 0.24 0 1

S1 3,829 0.15 0.36 0 1
S2 3,829 0.02 0.13 0 1
S3 3,829 0.00 0.05 0 1

3,829 0.01 0.08 0 1
3,829 0.03 0.17 0 1
3,829 0.03 0.17 0 1
3,829 0.37 0.48 0 1
3,829 0.18 0.39 0 1
3,829 0.25 0.44 0 1
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表 4．最小二乗法（OLS）とヘックマンの２段階推定（Heckit）による賃金効果

OLS Heckit
(1) All (2) Male (3) Female (4) All (5) Male (6) Female

0.04 0.18*** -0.13** -0.05 0.06 -0.19***
(1.36) (4.75) (-2.57) (-1.15) (0.74) (-2.60)
-0.06 0.51 -0.42* -0.17 0.18 -0.40

(-0.32) (1.58) (-1.67) (-0.57) (0.25) (-1.16)
0.18** 0.38*** 0.04 0.04 0.08 -0.01
(2.07) (2.71) (0.34) (0.27) (0.25) (-0.06)
0.26* 0.30 0.20 0.11 0.05 0.50
(1.67) (1.26) (0.92) (0.39) (0.10) (0.99)

0.20*** 0.24***
(8.37) (8.12)

0.03*** 0.03*** 0.03*** 0.02*** 0.01 0.00
(8.12) (6.90) (3.78) (4.13) (1.47) (0.41)

-0.00*** -0.00*** -0.00** -0.00*** -0.00*** -0.00
(-5.53) (-4.93) (-2.57) (-5.71) (-3.80) (-1.63)

0.20*** 0.18*** 0.18** 0.18*** 0.28*** -0.03
(4.57) (3.64) (2.38) (3.14) (3.79) (-0.34)

0.38*** 0.12 0.89*** 0.77*** 0.78*** 0.68**
(2.70) (0.74) (3.52) (3.50) (2.71) (1.96)

0.32*** 0.24*** 0.45*** 0.42*** 0.58*** 0.14
(7.64) (4.80) (6.05) (7.46) (7.92) (1.49)

0.32*** 0.24*** 0.44*** 0.60*** 0.74*** 0.36***
(7.81) (4.83) (6.36) (10.60) (9.99) (4.01)

B -0.18 -0.11 -0.39 0.54* 0.65** -0.02
(-1.19) (-0.66) (-1.11) (1.96) (1.96) (-0.04)
0.51** 0.46* 0.32 0.52 0.87* 0.05
(2.12) (1.73) (0.64) (1.38) (1.74) (0.08)
-0.39 -0.49 -0.38 -0.26 -5.34

(-1.15) (-1.50) (-0.98) (-0.62) (.)
C -0.02 -0.13 0.18 0.65*** 0.47** 0.80***

(-0.16) (-1.06) (1.02) (4.08) (2.31) (3.13)
(D1, D2, D3) 0.45*** 0.35*** 0.54*** 0.69*** 0.64*** 0.79***

(8.00) (4.43) (6.51) (8.99) (5.51) (7.39)
S1 0.41*** 0.38*** 0.45*** 0.72*** 0.65*** 0.80***

(9.14) (6.68) (6.49) (11.68) (7.88) (8.44)
S2 0.88*** 0.86*** 0.88*** 1.26*** 1.16*** 1.45***

(9.36) (7.47) (5.54) (7.87) (5.84) (5.29)
S3 0.87*** 1.16** 0.82*** 1.44*** 0.60 (0.44)

(3.64) (2.53) (2.81) (3.38) (1.04) 0.45
0.15 0.22 0.14 0.19 0.17 0.16

(1.06) (1.32) (0.55) (0.96) (0.72) (0.47)
0.06 0.04 0.09 0.26*** 0.35*** 0.17

(0.80) (0.49) (0.70) (2.74) (2.67) (1.26)
0.03 0.11 -0.08 0.25** 0.19 0.29**

(0.36) (1.20) (-0.65) (2.54) (1.42) (1.98)
0.46*** 0.43*** 0.55*** 0.49*** 0.45*** 0.57***
(17.23) (12.91) (12.10) (14.88) (7.85) (10.17)

0.30*** 0.26*** 0.41*** 0.28*** 0.20*** 0.43***
(9.18) (6.47) (7.16) (7.22) (3.02) (6.37)

0.17*** 0.17*** 0.14*** 0.15*** 0.19*** 0.06
(6.18) (5.11) (2.97) (4.53) (3.39) (0.97)

Constant 13.41*** 13.56*** 13.44*** 12.80*** 15.76*** 12.48***
(324.94) (267.89) (202.04) (6.78) (8.34) (13.51)

Observations 3,829 2,417 1,412 7,492 4,037 3,455
R-squared 0.33 0.32 0.35

*** p<0.01 1 , ** p<0.05 5 , * p<0.1: 10%
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表 5．最終学歴男女割合

635 15.73 500 14.47
751 18.6 592 17.13
20 0.5 16 0.46

790 19.57 620 17.95
768 19.02 626 18.12

A 1 0.02 .. ..
B 15 0.37 7 0.2

6 0.15 6 0.17
14 0.35 6 0.17

C 43 1.07 27 0.78
1 0.02 1 0.03

(D1, D2, D3) 160 3.96 265 7.67
S1 496 12.29 477 13.81
S2 45 1.11 25 0.72
S3 5 0.12 5 0.14

34 0.84 19 0.55
127 3.15 148 4.28
126 3.12 115 3.33

4,037 100 3,455 100
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Secondary Vocational Education in Labor Market Outcomes 
from the Perspective of Human Capital Theory:

Empirical Analysis Based on Indonesian Household Life Survey Data

Seonkyung CHOI
Center for the Study of International Cooperation in Education, Hiroshima University

In human capital theory, education investment is one of the factors that 
increases productivity and so raises the rate of return for individuals. The concept 
was developed by economists such as Mincer (1974), Schultz (1961) and Becker 
(1962), where human capital investment through education was regarded as a 
source of economic growth. They empirically clarified the positive relationship 
between education and income. In Indonesia, the highest education level of many 
workers is secondary education; and general secondary education is normally 
popular than vocational secondary with past general secondary education 
enrollment rates above 80%, but today that has completely reversed and the 
vocational education enrollment rate is now over 50%. This study focuses on 
the returns to secondary vocational education in terms in Indonesia using human 
capital theory. Previous studies have found that the secondary vocational education 
is not as productive as secondary general education and this, combined with 
higher costs, results in lower returns. However, some past studies do suggest that 
vocational education plays an important role in reducing unemployment and may 
therefore have an important social role to support job opportunities, especially for 
students who are unlikely to afford to go to university.

Although these previous studies have clarifi ed the rate of return to vocational 
education through empirical analysis, they have only demonstrated a correlation - 
not a causal relationship. Furthermore, the enrollment rate in vocational education 
in Indonesia today and the domestic industrial structure have both expanded very 
quickly. It is therefore necessary to research and analyze the rate of return to 
vocational education in the current situation which is a very different context from 
that of previous studies. The aim of this paper is therefore to examine the rate of 
return to secondary vocational education in Indonesia’s labor market today, using 
Heckman’s two-step estimation method, which also shows the causal relationship 
and not just a correlation. The data is from Indonesian Family Life Survey (IFLS) 
of 2014~2015.

The research finds that secondary vocational education has an 
overwhelmingly higher rate of return, increasing productivity more than Islamic 
education, general education and other education. In addition, longer work 
experience also increased wages. Interestingly, higher education does not have 
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such high returns and is also more effective for females than for males, unlike 
primary or secondary education. The most important career path in today’s 
Indonesian economy is via vocational education, not necessarily via higher 
education. The education policy implication of this research finding is that it 
will be possible to contribute to reducing the job mismatch between unemployed 
youth and the lack of low skilled workers by encouraging vocational education 
in developing countries such as Indonesia, where economic growth has been 
remarkable but where major industries do not require high skilled workers and 
where most people have a secondary education.
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パキスタン・ノンフォーマル教育 15 年の取り組みと
「プラットフォーム型協力」の意義について

大　橋　知　穂
（国際協力機構元専門家）

澁　谷　和　朗
（国際協力機構

1
）

１．はじめに

　持続可能な開発目標（SDGs）の目標４「す

べての人々に包摂的かつ公平で質の高い教

育を提供し、生涯学習の機会を促進する」

を考えるとき、様々な年齢、バックグラウ

ンド、特に社会的に脆弱な環境にある人達

に対しての教育アプローチも多様なもので

なければならない。ノンフォーマル教育（Non 

Formal Education( 以 下、NFE と 記 載 )）、

あるいはオルタナティブ教育と呼ばれるア

プローチ 2 は、生涯を通して、いつでもど

こでも学べる機会を提供するとともに、学

習者のニーズと、社会生活との適合性や妥

当性を重視し、柔軟に対応するアプローチ

をその基本としている (Rogers, 2005; 丸

山・太田 2013)。その意味で、SDGs の目標

達成に重要な役割を果たすものであり、近

年では女性やマイノリティーなど社会的弱

者を保護する性格のみならず、学習者が継

続的に中高等教育や職業訓練に進み、さら

に就業の機会に結びつくメリットのあるア

プローチとしてその価値を再評価する動き

がある (UNESCO 2010, 2013)。また、昨今

の COVID-19 パンデミックによる世界的な

学びへのアクセスの危機において、NFE が

持っている知見は、単に学校教育の次善の

策ではなく、同等の選択肢としての役割を

果たすことも期待される ( 国際協力機構  

2020, COL 2020)。

　そのような期待の一方で、NFE の実施に

は長年課題が山積しており、国や地域の教

育政策や計画に体系的に組み込まれていな

いがゆえに、人的・予算的措置が脆弱であ

り、NFE が十分な成果を上げるための条件

が整っていないことも多かった。さらに、

その連鎖として、予算不足から期間限定の

プロジェクト実施の場合が多く、学んでい

る途中で終了してしまったり、卒業が正式

に認証されないケースもあり、その質につ

いても疑問視をされてきた (UNESCO 2010)3。

日本の支援を見ると、NFE を支援する NGO

の課題として、事業規模（裨益者数、事業

予算）が総じて小さいこと（三宅・小荒井

2009）、局地的には「点」の活動として効果

的な取り組みを行っているものの、それを

「面的な広がり」をもって全国展開すること

ができないことが指摘されている（国際協

力機構 2005）。より具体的には、カウンター

パート個人や組織の能力強化（キャパシティ

ディベロップメント）、NFE に関する制度・

政策面での強化が課題とされている（国際

協力機構 2005）。

　本稿では、不就学児童と非識字者の問題

がいまだ深刻なパキスタンで、15 年に亘り

国際協力機構（以下、参考・引用文献以外

では JICA と記載）が実施してきた、NFE の

基盤整備と質の向上への取り組みについて

取り上げる。そして、上記のような NFE へ

の期待と課題に対して、政府の他機関や援

助機関との連携によって事業成果の最大化

を可能とする「プラットフォーム型協力」
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によるプロジェクト実施の状況を記述し、

その意義について考察することを目的とす

る。

２．パキスタンにおける教育課題

　　パキスタンは世界第 6 位、2 億人の人

口を抱えるが、識字率はいまだ 58％（UIS 

2018）にとどまっている。人間開発指数 (成

人識字と総就学指数を含む教育指数を基準

に含む）は 189 か国中 152 位（UNDP 2019）、

人的資源指数では、157 か国中 134 位（世

界銀行 2018）にとどまっており、健康やジェ

ンダーギャップ、雇用など、教育と相互に

関連する多様な課題に直面している。例え

ば、パキスタンの 15 歳以上の就労人口は、

53% にとどまり、新生児の死亡率は日本の

50 倍で、世界ワースト一位である（UNICEF 

2017, UNDP 2019）。

　その中でも特に女性と若者の教育及びス

キルへのアクセスは深刻な問題で、非識字

者のうちの3,400万人、64.3％は女性である。

こうしたジェンダー格差は公教育全体で顕

著であり、純就学率では初等教育で男子よ

りも女子が 11% 以上低く、中等教育 4 でも

男子よりも女子が 7% 近く低いといった格差

が存在する（UIS 2018）。また、若者（15-24

歳）の識字率は、男性 81.2%、女性 67.5%（UIS 

2017）であり、男女の格差が顕著であるだ

けでなく、他の南アジアの各国が男性 90%

前後、女性が 80%5 を超えているのと比較し

ても低い。若者人口が多いパキスタンにお

いて、識字率の低さは将来的な政治・社会・

経済活動への参加、特に女性の参加に影響

を及ぼす、深刻な課題と言える。

　パキスタンでは、憲法で 5-16 歳の児童の

義務教育を保障しているが、この年齢期の

不就学児童の数は 2,280 万人で 5-16 歳の

児童全体数の 44% を占める (UNICEF 2019)。

教育普及の阻害要因は様々で、家から学校

までの距離などのアクセス要因、家庭の貧

困や社会文化的な価値観といった家庭要因、

さらに学校があっても先生が来なかったり、

女子トイレがない、教育の質が悪いなどの

学校要因などがある。パキスタンでは、初

等教育の学齢期が 5-9 歳で、10 歳以上の児

童や若者が学びはじめたいと思っても学校

教育では受け入れる素地がなく、不就学児

のうちの 78% にあたる 1,140 万人が 10 －

16 歳で占められている (UNICEF 2019)。一

方で、NFE では、学齢期を過ぎた児童や若

者に門戸を開いているものの、大多数を占

める彼らに対応したカリキュラムや教授法

は以前は皆無に近く、学んだ後に、中学校

や職業訓練学校に進むためのイクイバレン

シー 6（同等性）の確保などの基盤整備も不

十分であった。その結果、NFE の教室でも

低学年の児童が多数を占めたり、学年が進

むほどドロップアウトが増えたりと、実質

的に学齢期を過ぎた児童や若者が置き去り

にされていた。

　また、学校に行っている児童においても、

基本的な識字・計算が習得できていないと

いう課題が深刻である。ASER（2019）報告

書によれば、小学 5 年生レベルの 59％し

か国語（ウルドゥ、シンディ、パシュトゥ

ン語のいずれか）が読めず、2 桁の割り算

ができる児童は 57% に留まっている。小学

校卒業までの修了率は 60％（UNICEF 2019）

であり、小学校卒業までに約 4 割が中退し

てしまうこと、さらに、中学校の数が極端

に少ないパキスタンでは、進級したくとも

受け皿の中学校の受け入れ能力が不十分で

ある。このように、学校教育の課題と NFE

の課題は表裏一体の構造にある。

　さらに、パキスタンでは、まだ Lifelong 

Learning（生涯学習）の概念が乏しく、政

府の教育政策でも援助機関の実施するプロ

ジェクトにおいても、初等教育のみを対象

とした支援が多く、中学校や職業訓練学校

への進学、就労、生計向上までを包括的に

とらえ、人間開発のみならず経済発展も含
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めた社会開発との連携の視点から継続的に

教育機会を整備する取り組みは依然として

限られている。そのため、人間の一生涯の

社会・経済活動に不可欠であるはずの識字

教育は常に後回しの課題とされてきた。

　パキスタンでは国および州レベルでの識

字教育に関する様々な政策が策定されてお

り、パキスタン政府開発政策 Vision 2025

では、識字率 90% を目標として揚げ、さら

に教育政策 Education 2030 では生涯学習

アプローチによる教育アクセスの拡充及び

学習効果の向上をうたっている。一方で対

GDP に占める教育の割合は、2015-16 年で

2.2％と南アジア内においても、低い数値

にとどまっており、2005 年の 1.7％と比べ

てもこの 10 数年で微増にとどまっている

(Government of Pakistan 2016)。さらに、

パキスタンの人口増加率は世界的に見ても

高く、識字率がほぼ変化していない場合で

も、人口増加率は毎年２％以上であり、結

果として非識字者の絶対数は増加している

といえる。

３．パキスタンにおけるノンフォーマ

ル教育の位置づけ

　パキスタンでは、1990 年代後半に、首相

直属の識字委員会が設置されて以来、連邦

直轄の NFE 支援団体が活動を牽引してきた。

一 つ は、National Commission for Human 

Development (NCHD）であり、もう一つは

National Education Foundation (NEF) か

ら派生した、Basic Education Community 

School (BECS) である。両団体とも国の組

織として、政策や制度の整備や、カリキュ

ラムや教材、教員養成など質の担保に必要

な技術支援を牽引する役割を期待されたが、

実際には、それよりもコミュニティスクー

ルや識字教室を直接運営することに力が注

がれてきた。結果として、NFE の教育の質

には焦点が当てられず、また団体の運営能

力の脆弱性が浮き彫りになってきた。例え

ば、遠隔地では、ゴーストスクールと呼ば

れるように、学校が存在しない、あるいは

教師がいない学校が多く存在し、「ノン」

フォーマルという否定の接頭辞を伴う名前

とも相まって、その信頼性を失墜する結果

になった (DAWN 2016, The News 2018)。ま

た教育政策やカリキュラムの策定は連邦政

府の管轄であったが、2010 年の憲法改正

で州にその権限が移行された。しかし、州

政府に NFE 政策の知見がなく、さらに政策

実施段階を支援する NGO などとのコーディ

ネーションも悪く、シンド州では、NGO が

支援する NFE 学校を卒業しても卒業資格を

州政府が承認しないなどの問題も発生し、

NFE の継続性と質について政府および援助

機関からも多くの懸念が示されていた7 (国

際協力機構 2019. 2020)。

　パキスタン 4 州の中では、パンジャブ州

が学校教育局とは独立した識字・ノンフォー

マル基礎教育局を 2002 年に設置し、後述す

るように JICA の支援とともにその活動規模

と予算を増やしてきたが、他州では、2015

年時点では、こうした実績はほぼ皆無であっ

た。また、識字・ノンフォーマル基礎教育

の担当部局も、NFE を基礎教育の補完的な

役割で見るか、あるいは生涯学習の視点か

ら見るかによって所管省庁が州ごとでばら

つきがみられた。例えば、シンド州は学校

教育・識字局の中に、バロチスタン州では、

社会福祉局の中に、ハイバルパシュトゥン

ファー（KP）州では、学校教育の外部団体

に置かれる 8 など、不就学児童、非識字者

への対応として行政の立場・関与に不統一

な感が否めない。

　第 2 章で述べたように、パキスタンの膨

大な数の不就学児童と若者への基礎教育と

就労への支援は急務の課題であり、年齢で

入学を制限する学校教育では、多くの不就

学児童が救えないのが現状である。不就学

になった理由も、貧困による児童労働、遊
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牧や親が季節労働者のため定住を常としな

いこと、遠隔地に住んでいたり、親が女子

の遠距離通学を許可しないこと、さらに障

害があることなど様々である。授業時間を

午後や夕方のシフトに移すことが可能と

いう柔軟性を持ち、家と近接したコミュニ

ティ内で学べるというアウトリーチ型の特

徴を持つ NFE のアプローチは、こうしたア

クセスの問題の解決に適している。さら

に、パキスタンの場合、公立の学校を建設

するのには、2-3 年はかかり、教育予算も

限られているため、多様なニーズを抱える

不就学児童を学校教育だけで対応するのは

不可能と言える。NFE はコスト面で学校教

育の五分の一から八分の一と低額であり 9、

学習者のニーズに柔軟に対応しうる NFE が

パキスタンの教育の現状において果たす役

割は大きいと言える。2018 年 11 月に策定

された「パキスタン国教育政策枠組み」で

も、不就学児童と非識字者への対応策とし

て、NFE とその方法論としての Accelerated 

Education（速習式教育、以下 AE と記載）

の拡充が、重要分野の一つとして掲げられ

ている。州を見ても、パンジャブ州、シン

ド州、バロチスタン州それぞれの教育セ

クター計画で NFE を柱の一つとして掲げ

ている。しかし、予算額を見ると、パキ

スタン 4 州とも教育の総予算に占める NFE

の予算は１％に満たない (Government of 

Pakistan 2016)。

　このように、NFE は多様な不就学児童・

若者・非識字の成人の学習ニーズに応えう

るポテンシャルを持ちつつも、かつては政

府機関及び援助機関ともに NFE セクターへ

の関心や信頼は薄かった。しかし、後述す

る JICA の「オルタティブ教育推進プロジェ

クト」が開始された 2015 年以降、その様

相が一変した。パンジャブ州・シンド州・

バロチスタン州では、NFE に特化した政策

が施行され、予算・人員が増え、学校も開

かれるようになった。NFE 学校の数はプロ

ジェクト期間中にバロチスタン州でゼロか

ら 755 へ、シンド州で同じくゼロから 1,405

へと増加している ( 国際協力機構 2020)。

また不就学児童を対象とした AE カリキュラ

ムやイクイバレンシーの確保も制度として

確立しつつある。

４．パキスタン NFE における開発パー

トナー・実施機関の状況

　ユニセフは、不就学児童の深刻な問題を

解決するため、実態調査を 2013 年に行い、

その報告書の中で JICA がパンジャブ州で支

援した AE のカリキュラムが、パキスタンに

おいては不就学児童の学習に焦点をあてた

数少ないカリキュラムであるとして紹介し

ている (UNICEF 2013)。しかし、2015 年の

時点では、ほとんどの開発パートナー・援

助機関は、以前のプロジェクトベースでの

NFE の継続性の欠如、教育の質の低さに懸

念を示し、予算・人材とも脆弱な本セクター

への支援を躊躇していた。

　その流れが変わったのは、2015 年以降、

NFE を推進するための政策や実施体制等の

基盤強化と、質の改善が多数の開発パート

ナーによる協働を通じて実現されてきた

ことに起因する。各州での NFE 政策の承

認、同セクターの人員や予算増、さらに

AE カリキュラムや教材の政府による承認な

ど、具体的な成果が可視化される中で、開

発パートナーの中でも NFE への関心は徐々

に拡大してきた。例えば、パキスタンの教

育分野開発パートナーグループ（National 

Educational Development Partners’ 

Group）10 に NFE のサブグループが 2016 年

に開設された。当初は、ユニセフ、ユネス

コ、UNHCR、DFID、ILO, USAID、JICA など 7

団体の参加であったが、2020 年には、世界

銀行やイスラム開発銀行、世界食糧プログ

ラムなど、従来 NFE の分野に関心がなかっ

た団体も加わり 2020 年時点で 10 団体が参
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加している。

　ユニセフは、2016 年からのパキスタンへ

の教育支援計画の 5 つの柱の一つに NFE の

推進を掲げ、日本の国連機関連携無償資金

協力やノルウェー政府基金などの資金を活

用し、全国で AE を推進する学校を開校して

いる 11。また、ユニセフの新しい旗艦プロ

グラムである Generation Unlimited は、10

代以降の若者への教育と職業訓練の連携を

うたっており、この分野での NFE との親和

性も高い。USAID は、シンド州の「シンド

読書プログラム」の中で NFE 学校を開校し、

現在他州への活動を広げている。DFID も自

らのプロジェクト実施機関を通して成人識

字カリキュラムの改善などに参画しており、

ILO はパンジャブ州において児童労働向け

NFE の支援をしてきている。UNHCR は、従来

の難民向けの NFE の推進とともに、AE  のグ

ローバルネットワークにおいてパキスタン

を重点国の一つとして取り上げることを推

進している。

　さらに、近年世界銀行は、人的資本（Human 

Capital）の側面から学習と就労、生活

改善に注視 12 するとともに、学習の貧困

（Learning Poverty）13 の解消を目指し、低

学年でのリテラシー能力の習得が、その後

の生活や貧困からの脱却につながるという

方向性を打ち出している。どちらも NFE の

アプローチや対象者との親和性が高いこと

がパキスタンでは認知されており、2020 年

から世界銀行による NFE 関連のプログラム

が実施される (DAWN 2020) ほか、COVID-19

への対応策としても、NFE の活用が視野に

入れられている。イスラム開発銀行は、シ

ンド州に有償・無償の NFE ファンドの実施

を計画しており、シンド州政府と話を進め

ている ( 筆者インタビュー 2020)。このよ

うに、数年の間に NFE への懸念は払しょく

されるとともに、NFE の対象者やアプロー

チの重要性が認識され、多様な開発パート

ナーがサービスデリバリーの手段として

NFE のアプローチを活用し始めている。

５．JICA のパキスタン NFE 分野 15 年

間の協力の経緯

　パキスタンは 4 州と連邦直轄地域からな

る連邦制の国であるが、その中で一番大き

く約半分の人口 1 億人を抱えるパンジャブ

州の識字・ノンフォーマル基礎教育局に

JICA は、2004 年から支援を行ってきてい

る。2002 年にパンジャブ州が、州の識字

と不就学児童問題への対応に特化した局を

新たに設置し、その設立に連動して、運営

能力の強化を JICA に要請したことが背景

にある。最初の「パンジャブ州識字推進プ

ロジェクト（Punjab Literacy Promotion 

Project － PLPP）」は 2 つのフェーズで構

成され 2004 年から 2011 年まで実施され

た。このプロジェクトでは、運営能力の強

化として、マネジメント情報システムの構

築と、それを活用したエビデンスに基づい

て識字・ノンフォーマル基礎教育学校の運

営を行うことが主眼であった。この中で、

学校の設立から運営、モニタリングまでを

包括的にマネジメントする、「Data Driven 

Management」が導入され、パンジャブ識字

局の運営能力も向上し、10 か年戦略計画の

作成や予算の増額 14 も見られた（Literacy 

& NFBE Department 2015）。

　次に、2011 年から始まった「パンジャ

ブ州ノンフォーマル教育推進プロジェクト

（Non Formal Education Promotion Project

－ NFEPP）」は、NFE の質の向上を主な目的

としていた。ノンフォーマル基礎教育では、

一度も学校に行ったことがない、あるいは

中退してしまった児童や若者へのセカンド

チャンスの場を提供しながらも、長年その

学習の質については手つかずにされてきた。

一人の教師が 1-5 年生を同時に教えるマル

チグレード方式をとっており、教師も正式

な資格を持たない代用教員であることが多
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く、結果として低学年の児童への授業が中

心になってしまい、学齢期を過ぎた児童や

若者の学習がないがしろにされがちであっ

た。さらに、少ない資源の中でいかに効率

的かつ有効に学習者の学力やコンピテン

シーを上げるかに注力したカリキュラムや

教材はそれまでなかった。そこで NFEPP プ

ロジェクトでは、特にカリキュラム、教材、

アセスメントツールの開発を行い、幼児準

備教育から小学 5 年までの 60-72 カ月（約

5-6 年）の初等教育を 30-32 カ月（約 3 年）

で学べる AEプログラムを開発した。このカ

リキュラムは、パンジャブ州政府によって

2015 年に承認されており、パキスタンにお

いては、学齢期を過ぎた不就学児童向けの

初めてのアプローチとして援助機関が関心

を示し、のちに USAID やユニセフが、それ

ぞれのプログラムで活用している。

６．オルタナティブ教育推進プロジェ

クトの概要とその成果

　こうしたパンジャブ州での成功を基に、

「オルタナティブ教育推進プロジェクト

（Advancing Quality Alternative Learning 

Project、以下 AQAL と記載）が、2015 年 9

月から 2020 年 3 月の期間、連邦直轄地域、

パンジャブ州・シンド州・バロチスタン州

を対象地域として実施された。

　AQAL では、NFE のアクセスと質の改善の

ため、上記の対象地域において NFE のシス

テムが強化されることを目標とし、具体的

には 3つの成果を設定した。一つ目は、NFE

を推進する基盤として政策や実施体制等が

強化されること、二つ目は、データに基づく

NFE のマネジメントシステムが導入されるこ

と、三つ目は、それぞれの州政府実施機関

による学習者のニーズに寄り添った教育の

質の向上と学びの認証の体制が整備される

ことであった。この章では、以下のとおりそ

れぞれの成果の取り組みを描出したい。

（1）NFE 基盤整備

　一つ目の、NFE の基盤整備では、二つの

主たるアプローチがとられた。それは「政

策の作成・承認」と「プラットフォーム型

協力による行政当局の能力強化」である。

プロジェクト開始当初は、NFE のニーズは

あるが、担当部局の能力不足（人員・予算）

と脆弱な体制が課題となっていた。そこで、

まずは NFE への信頼と自信を獲得すること

が必要であった。そのため、まずそれぞれ

の州で政府公認のタスクフォースや、ワー

キンググループが形成され、それぞれに、

カリキュラム、教材、教員マネジメント、

官民連携などを担当する教育局内の専門部

局、職業訓実施機関、援助機関、NGO など

がメンバーとして参加し、協働する「プラッ

トフォーム」が作られた。その結果として

具体的な NFE 政策、NFE 当局能力強化計画、

カリキュラムと教材、モニタリングのフレー

ムワークなどが政府から承認され、NFE の

活動を多角的に下支えする枠組みが形成さ

れた。また、それまで NFE に関連する様々

な団体や部局が一堂に会することはあまり

なかったが、正式承認の獲得までのプロセ

スで、それぞれの団体や専門家が持つ特性

や強みをお互いに認識することになった。

つまり、プラットフォームによって、関係

者間の目的意識の共通化、役割分担の明確

化が加速し、結果として、NFE を提供する

「システム」の継続性も担保することにつな

がったと言える。例えば、カリキュラムや

教材、教員関連のフレームワークなどは、

多様な部局が関わることから、通常は承認

までの時間を要することが多い。しかし、

このプラットフォームに、それぞれの部局

が当初から加わったことで、オーナーシッ

プも育ち、それによって、承認プロセスが

短期化され、同時に数種類の承認を得るこ

とに成功した。援助機関間のコーディネー

ションでも、JICA が技術協力で支援したカ

リキュラムや教材を使って USAID やユニセ
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フが NFE のクラス運営をするなどのモデル

が実現した。

　NFE の政策は、パンジャブ州・シンド州・

バロチスタン州で政府から正式に承認され

た（それぞれ 2019 年、2017 年、2017 年に

承認済み）。政策文書では、NFE の学習の保

障と学校教育及び職業訓練とのイクイバレ

ンシーが担保され、政策文書に付属する政

策実施計画、財政計画も策定されている。

特にシンド州とバロチスタン州では、学習

者の数、ニーズなどの教育の現状、予算や

運営体制をデータに基づいて作成し、政策

実施計画では、長期（5-8 年）と短期（3年）

の両プランを作成したのが特徴的である。

膨大な数の非識字者及び不就学児童の対応

に必要な人員と予算も相当の規模となるが、

それを実施する体制や能力の不足が懸念と

なる。そこで、短期の計画では、既存の活

動に加え、新規に出来うる対策を盛り込み、

段階的に長期的な計画を作成した。その結

果、バロチスタン州では、プロジェクトの

4 年間に予算は、1,320 万ルピーから 1 億

1,320 万ルピーへと約 9 倍、人員は 24 人か

ら 107 人へと 4 倍増となった ( 国際協力機

構 2020)。シンド州では、6 億ルピー（約

4 億円）の新規プロジェクトが 2020 年か

ら開始の予定である ( 国際協力機構 2019, 

2020)。

（2）データに基づいた運営能力強化

　二つ目の取り組みは、「データに基づい

た運営の強化（Data Driven Management：

DDM）」で、国の教育動向の把握から、教室

運営といった現場レベルまで、データやエ

ビデンスを基に日常の教育行政を実施する

ことで、教育システムの向上を目指したも

のである。

　AQAL では、そのデータを管理する「NFE

マネジメント情報システム（NFEMIS）」を開

発した。NFEMISは次の二つの機能を有する。

①教育統計等のデータ収集：リアルタイム

で NFE に関するデータを収集し、国や州の

教育統計に活用すること、②マネジメント：

現場レベルから全国レベルまで、データに

基づく政策立案、実施、評価といった一覧

のマネジメントを、IT ツールを駆使して促

進することである。先行プロジェクトで開

発されたソフトウェア版から、ウェブと携

帯電話によるオンライン版（図１）に移行し、

データ入力

と報告書作

成機能が同

時に行える

ようになっ

た。これに

より、現場

で得られた

情報をタイ

ムリーに各担当者が把握し、それに基づい

て PDCA（Plan-Do-Check-Act）サイクルの

運営が可能になった。NFEMIS オンライン版

は、学習者・教師・教室の質的及び量的デー

タを網羅している。例えば、学習者の学習

到達度、出席率、不就学児データ、学校・

センターのモニタリング記録、教室運営に

必要な黒板や教科書などの調達状況など、

教室レベルのデータから、行政レベルのデー

タまで網羅的な情報を記録し、分析するこ

とができるので、質的・量的観点から総体

的に NFE の実態を見ることができる。

　また、データ分析を基にした意思決定は、

国、州政府などのいわゆるハイレベルでの

み実施されるものという意識がパキスタン

では根強いが、このツールを使うことで、

教室運営などの現場で必要な意思決定とア

クションがデータに基づき行える。例えば、

中間アセスメントで、算数の平均点が低い

NFE センターや地域を抽出し、他地域や当

該センターの過去の実績と比較分析するこ

とでモニタリング担当官や県の行政官がそ

の原因を探り、適格な改善行動を迅速に取

ることが可能となる。また、携帯版は、そ
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の場で手軽に入力できるので、先生や現場

の行政官・NGO スタッフに人気で、積極的

にデータを入力活用する文化ができつつあ

る。

　さらに、NFE 関係機関のデータを NFEMIS

で収集するようになるにつれ、学校教育の

データと連携する仕組みが州と連邦で出

来上がり、パキスタンの年間教育報告書

(AEPAM 2018, 2019) にも NFE の関連情報が

記載されるようになった。

（３）学習者のニーズに寄り添った教育の質

の向上と学びの認証

　三つめは、学習者のニーズに寄り添った

教育の質の向上と学びの認証である。プロ

ジェクトでは、①学齢期を過ぎた児童と若

者の学びの保障として、AE プログラム（表

１の１、２）、② 16 歳を過ぎた若者や大人

の学びの保障として、基礎識字・ライフス

キル・収入向上の要素を組み合わせた産業

別識字や保健・識字などのニーズ別のプロ

グラム（表１の３、４、５）を開発した。

　①の AE プログラムは、不就学児童の中で

大多数を占める、学校教育の機会を逸した

おおむね 8 歳 15 から 16 歳の児童を対象と

している。初等教育で習得すべきコンピテ

ンシーと学習到達目標を基盤にして、短縮

された期間内にその質を落とさず習得でき

る方法であり、学習者たちが、日々の成長

の過程の中で身につけた経験及び能力を最

大限に生かすことで速習教育を可能にして

いる 16。例えば、学校に行っていなくても

8 歳程度までの成長過程で認知能力は育っ

ており、日常の家事手伝いや購買経験等か

ら身につく国語力（特に話す・聞くを通し

た理解力・読解力）や、社会や理科に関す

る基本的な情報や簡単な計算力等の「Prior 

knowledge（既存の知見）」を学び方の中に

生かした。

　さらに、教材や学び方にも特徴があり、

学年別の学習を A（就学前最終学年に相当

する Kachi から 1年生）、B（2‐3年生）、C（4
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‐5 年生）の 3 つのパッケージに統合すると

ともに、低学年では、国語・理科・社会を

科目別に分けず統合的に学習できる教材を

開発した。この教材には、女児・女性がリー

ダーシップをとったり、男女がともに参加

するエピソードやイラストを積極的に取り

上げるなどジェンダー配慮も行っている。

　AE には、指導法が重要な役割を果たして

おり、授業のはじめに学習内容と学習者の

生活を関連付ける話を導入として関心を持

たせ、アクティビティを通じた思考力の促

進を図っている。また、Phonetics という

音と表記の法則を結び付けて教える手法 17

などで、授業時間の短縮と質の担保の両立

を図っている。こうした方法は、教員が一

方的に話し、生徒がそれを一言一句暗記す

る記憶重視型の授業が一般的なパキスタン

においては革新的な取り組みと言える。本

質的な思考力、応用力が育つように意図さ

れており、今後の学校教育のカリキュラム

や教授法の改定に参考となる要素も多くを

含んでいると考えられる。

　AE は、国際的に「社会的に不利、学齢期

を過ぎた、あるいは不就学の児童と若者に

教育へのアクセスを保障するため、柔軟で、

年齢に即したプログラムで、時間を短縮す

るもの」（Myers et al. 2017）と定義され

ている。そしてそのゴールは「年齢的な認

知能力のレベルに対応した効果的な学習ア

プローチを通して、基礎教育のコンピテン

シーと同等で公的に認証証明を学習者に提

供する」ものとされている (Myers et al. 

2017)。このように学習内容同様にその学習

結果の認証が重要となる。AQAL では、政策

で不就学児童や若者、非識字者の学習権の

保障をするとともに、NFE の学習コースが

学校教育の初等・中等教育と同等であるこ

とを政府が公式に認証する制度 18 を作り、

その後の公教育や職業訓練への継続及び就

業につながる学びの過程の複線化に取り組

んできた。

　さらに、プロジェクトではいくつかのパ

イロットセンターを開校し、教科内容、教

え方、コミュニティとのかかわりなどの知

見の蓄積と検証をしてきた。特に、学習者

の学習達成度及び教員の指導能力、学習環

境の改善状況の確認に関しては、プロジェ

クトで開発した学習パッケージを導入して

いるシンド州のパイロットノンフォーマル

基礎学校において、アガハーン大学教育開

発研究所（Aga Khan University: AKU）と

協力してアクションリサーチを 2018 年 2 月

から 1 年間実施した。初等教育 1 年生レベ

ルのパッケージ A のウルドゥ語（理科と社

会を統合したもの）、算数、英語の学習到達

度、教師の教授法の有効性を検証した。また、

アクションリサーチとして、AKU の専門家

が教材や教授法などの質を測りつつ、教授

法などの改善もそのプロセスを通して行わ

れた。比較対象として、学校教育の教科書

を使用している従来型のノンフォーマル基

礎学校も調査された。学習者の学習到達度

を、5 段階のレベルに分けて調査を行い、

表２のとおり、パイロット校では、ベース

ライン時に 70％以上の学習到達度を示した

のは 2.6％だったが、エンドライン時には

53.9％と飛躍的に改善した。これが、非パ

イロット校では 21％にとどまっており、パ

イロット校のほうが、学習到達度の高い児

童の割合が多くなっている。

　教師の指導能力でも、教科の知識や指導

技術の試験結果を見ると、エンドライン調

査の時点でパイロット校が 74.8％（ベー

スラインの時点から 21.4％スコアがアッ

プ）だったのに対し、非パイロット校では、

53.9％（同時点から 7.8％スコアアップ）

であり、パイロット校のほうが、教師の指

導能力の面でも大幅に改善されている。

　また、学習環境の改善では、①教室環境（物

理的な環境、清潔感、衛生、学習環境）、②

教室運営（教室水準、席の配置、教材管理、

教員と生徒のやりとり、学習者の自発的な
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学び、時間管理）、③指導と学び（授業計画、

指導方法とアプローチ、指導ガイドの使用、

アセスメントと評価、記録）の 3 項目で調

査し、パイロット校ではすべての項目で、

良好と判断される割合が上がったのに対し、

非パイロット校では、あまり改善が見られ

なかった。

　成人識字については、表 1 のように 3 つ

のプログラムが作成された。従来基礎識字

の教材を中心に行われていた識字コース

に加え、機能的識字 (Gray 1956, Street 

1985, UNESCO 2018)19 の観点を重視し、ラ

イフスキル、収入創出・向上を合わせた統

合的なカリキュラムが開発されている。こ

の組み合わせにより、受講者の識字教育に

対する関心を高めるとともに、アクセスし

やすい NFE の学習環境で、経済的自立促進

にもつなげる試みがされている。また、他

分野の行政機関や企業などと連携し、職種

別の識字教材（畜産、農業、レンガ工）も

作成された。各職種における基礎的な知識

や技術の習得と識字教育を組み合わせるこ

とで、対象者が学習意欲を保ち、知識や技

術と識字を効率的に身につけることが可

能となった。また、バロチスタン州では、

People’s Public Health Initiative（PPHI）

と社会福祉局と連携し、保健と識字を組み

合わせた識字教室のパイロットを 3 つの地

域保健センターで実施した。女性を対象に、

家庭の保健や栄養などに焦点をあてた保健

教育と識字は、受講者の関心の高い領域で

あり、その有効性は、PPHI が外部コンサル

タントを活用して実施した、PPHI の業績評

価の中でも高く評価されている (PPHI との

レビュー会議での報告結果に基づく )。

７．プラットフォーム型協力としての

AQAL の意義

　これまで述べてきた AQAL の取り組みは、

1）これまでの日本の NFE 支援から得られた

教訓及び横断的に取り組まれるべき提言へ

の対応、2) キャパシティ・ディベロップメ

ントとしての技術協力、の観点から顕著な

意義を有する。

　第 1 章で述べたとおり、NFE 支援は取り

組み自体は効果的でも、裨益者数・事業予

算も限定的な点の活動になりがちな傾向が

あり、効果的な取り組みをさらに普及・定

着していくためのカウンターパートの能力

開発や制度・政策面の強化など、面的な広

がりを持つ協力の必要性が言われてきた
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( 国際協力機構 2005, 三宅・小荒井 2009)。

図２に示す通り、AQAL は NFE の個別の活動

( 教材づくりや学校運営など ) を担うプロ

ジェクトや支援組織の一つとしてではなく、

むしろ各州 NFE 担当局を主体とし、様々な

州関係機関、国際機関、NGO、大学が実施

主体として参画するプラットフォームを作

り、機能する仕組みを作り上げてきた。ま

た、プラットフォームを通じて関係機関と

教育制度や教科書などのコンテンツを議論

を重ねながら作り上げてきたプロセスもこ

のプロジェクトの特徴と言える。具体的に

は、各州 NFE 担当局の組織・体制・政策・

制度面での強化（成果 1）、学習内容や教授

法を提供する側のミニマムスタンダード 20

や、学習した成果を認定するイクイバレン

シー制度など、国際機関や NGO を含む多様

な組織が個々に取り組むのではなく州政府

承認のものとして共有して使用する仕組み

と内容の開発（成果３）、NFEMIS を開発し、

現場のモニタリングや行政側のプログラム

管理と政策立案に役立てるデータに基づい

た情報マネジメントシステムの開発と制度

構築（成果２）、という要素を包括的に強化

するプラットフォームそのものへの支援を

行ってきたと言える。また、政策策定から

現場のモニタリングや教授法まで包括的に

取り組んだことで、現場のニーズに合った

学習者の修了資格取得を可能とし、汎用性

の高い携帯電話によるモニタリングを通じ

て、政策、政策実施、現場でのサービスデ

リバリーが相互に結びついた仕組みを作り

出すことに成功した。これは、日本の NFE

支援の課題とされてきた局所的な取り組み

になるという課題を克服し、州政府のオー

ナーシップのもと、より多くの開発パート

ナーの参画を促し、裨益者数及び事業成果

の最大化を実現する「プラットフォーム型

協力」の可能性を示したものと言える。ま

た、こうした取り組みは、NFE 支援にあたっ

て取りまとめられた横断的提言（国際協力

機構 2005）のうち、「多様なアクターとの

連携と協力の強化」、「ICT の活用」、「モニ

タリング評価」に対応したものとも言える。

本稿に加え、プロジェクト報告書（国際協

力機構 2019,2020）、専門家による各種報告
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会、執筆活動を通じ、本事業が日本の NFE

支援にもたらす示唆について広く共有され

ていくことが期待される。

　技術協力におけるキャパシティディベ

ロップメント（CD）に関しては、外国人専

門家への過度の依存とローカル専門家の活

用の不足、ドナー間の重複や競合の問題が

あり、被援助国が受け身的で協力プロセス

がドナー主導となっているため、技術協力

の成果があがっていないという認識がされ

てきた（国際協力機構 2006）。そこで、国

際協力機構 (2006) では、キャパシティを組

織、体制、制度、政策、社会、知識から構

成される包括的な概念として整理し、CD と

しての技術協力の分析を行ってきた。AQAL

で言えば、包括的な視点から CD への支援が

なされてきた。例えば、組織面では、各州

で NFE 担当局が設置され、人員が配置、NFE

事業が予算化された。体制面では、NFE 政

策とその実施にかかる関係者が一堂に会す

る場が存在し、調整メカニズムとして機能

してきた。そして各州の教育セクター計画、

NFE 政策という政策面でも必要な取り組み

がなされ、教員の雇用と育成、モニタリン

グ、学習到達度の認定などの制度が制定さ

れた。さらに NFE は学校教育の次善の策で

はなく、同等の選択肢であるという社会的

理解が醸成され、知識面では技術協力事業

の直接の成果としてカリキュラム・教材・

アセスメントツールといった技術的成果が

開発・活用された。また日本人専門家に依

存せず、パキスタン内外の国際機関や現場

で NFE の豊富な経験を持つローカル専門家

の力を最大限に活用することを基本姿勢と

していた点でも、従来の技術協力の課題を

克服し、各州政府を主体とした包括的な CD

が実現していたと言える。

　国際協力機構（2006）では、エントリー

ポイントから見た JICA の協力アプローチと

して、1）特定のコミュニティや地域社会な

どの場を設定して CD を支援する「エンパワ

メント型」、2）政府の現業部門を中心とし

た人材育成、技術普及あるいは研究開発の

「拠点機能形成」、3）国レベルなど、広域に

適応すべき特定の政策、法制度、体制の形

成や運用強化、の３つを提示している。こ

れらはいずれも JICA の協力アプローチと

して技術協力事業のスケールアップ、普及

拠点形成、制度化を念頭に置いたものであ

る。AQALは、コミュニティ内のNFEセンター

を不就学児童や若者、成人の学びの場とし

て設定し、各州政府が人材育成、技術普及

の拠点となり、政策及び制度の確立に向け

て取り組んできたという点で上記の 3 つの

特徴をそれぞれ有していると言える。それ

らに加えて、AQAL がその独自性を発揮する

のは、JICA 技術協力事業のスケールアッ

プ、普及拠点形成、制度化を意図したもの

ではなく、図２のとおり、各州政府を主体

としたプラットフォームに国際機関、州直

轄、Public Private Partnership(PPP) 方

式など多様な開発パートナーが参入可能で

開かれた形で進化・発展している点であ

る。AQAL の支援により各州で認証されたカ

リキュラム・教材・アセスメントツール並

びに NFEMIS を開発パートナーが活用するこ

とで、各州政府と開発パートナーによる一

貫した NFE 政策・実施・モニタリング評価

が可能となっている。そして 2,280 万人を

数えるパキスタンの不就学児童や非識字者

の課題に対して、前述したドナー間の競合、

重複を排除し、NFE のプラットフォームを

形成することで裨益者数の最大化に貢献し

ていると言える。また、このプラットフォー

ムを支える大学の存在も見逃すことができ

ない。前述したように、NFE の効果をエビ

デンスとして裏付けるうえでアガハーン大

学教育開発研究所との連携が行われた。そ

れに加え、アラマイクバル放送大学は学歴

を逸した児童や成人が小中学校卒業と同等

の資格を得られる NFE コース修了に必要な

単位を通信教育などで取得することを可能
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にし、NFE 教員向けの資格取得コースも提

供している。このような大学の役割は、パ

キスタンにおける NFE を支える社会的イン

フラとしての意義が大きい。

８．今後に向けて

　パキスタンの教育の大きな課題である不

就学児童や非識字者への対策として、NFE

の脆弱な基盤を構築・強化しつつ、学校教

育との垣根を越えて取り組むことはシンド

州やバロチスタン州ではすでに始まってい

る。しかし、まだそれは課題解決への第一

歩にすぎない。さらに 2020 年初頭から始

まった COVID-19 の影響は計り知れず、貧困

や衛生・栄養などの問題とも相まって、基

礎教育の機会を得ることができない児童や

若者の数が増加することは確実である。そ

の中で、NFE のニーズとその方法論として

の AE の必要性はパキスタン政府の中でもさ

らに認識が深まっている。今後、政策、カ

リキュラム、教材なども社会的ニーズにあ

わせて改訂していかなくてはいけないであ

ろう。さらに公教育全体として学校教育と

NFE との親和性も高めていかなくてはなら

ない。元来社会的に困難な児童や若者の学

習をサポートすることを念頭に置いて開発

された NFE のカリキュラムや教材、教授法

では、よりコンピテンシーを重視した、学

習者にとってわかり易く、関心を促すもの

にするための議論が活発になされてきた。

その経験を基に、今後学校外の児童だけで

なく、学校内の児童たちへの補習やキャッ

チアッププログラムにも活用、応用できる

と考えられる。また、NFE の中等教育は、

職業訓練や、ライフスキルのコンテンツも

多く含む形で、学校教育とのイクイバレン

シーを担保するデザインが検討されてきた。

今後貧困層が増加し、働きつつ学ぶ、ある

いは学ぶことのインセンティブとして収入

の向上につながるプログラムを切望する児

童や若者が増加することも考えられる。今

まで NFE が実践してきた多様な学び・学習

チャンネルの多様化（Diversification of 

learning paths）は、SDGs で唱える生涯学

習や人間開発の基盤としても重要であり、

これに対応できるコンテンツと政策による

基盤整備が急務である。政府の教育財政も

ひっ迫が予想される折り、今後より強固か

つ面的な広がりを持つ連携を州政府や開発

パートナーとが築く必要があり、世界銀行

の Human Capital Project や日本政府の国

際機関連携無償資金協力などとの連携模索

が始まっている。また、オルタナティブな

学びとして、多様な教材やアプローチとそ

の成果を、こうした開発パートナーや学術

機関とも連携して検証し、その質を向上さ

せていくことも重要である。

　さらに、学校教育と NFE のイクイバレン

シーの確保が、東南アジア地域ではかなり

進んでおり、インドネシアやフィリピン、

タイなどはその先進国と言える。ユネスコ

バンコク事務所は、Flexible Learning と

いうフレームワークのもと、こうした NFE

の枠組み作りのサポートと実践例のシェ

アを推進しており、パキスタンの事例も

含め、より多様な国々との連携が可能で

ある。また、UNHCR 主導で AE を推進する

Accelerated Education Working Group は

中東の難民や、アフリカ地域でのネットワー

クを広げており、前述のようにパキスタン

についても重点国として位置づけているこ

とから、今後の連携が必要とされる。

　この状況は日本も他人事ではなく、

COVID-19 以降の世界では、学習の困難に直

面する児童の数も増加することが予想され

る。ユネスコアジア文化センターなどでは

すでに、日本の公民館や夜間中学などの活

動を通して日本の基礎教育の保障と生涯学

習に取り組んでおり、パキスタンの経験が

日本の中で生かせることもありえるだろう。

今後日本も含めたグローバルなネットワー
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クの活用と普及を促進していくことが急務

である。

注

1 本稿は筆者の個人的な考えを述べたもので

あって、現在所属する組織の見解を代表するも

のではない。

2 NFE の定義については、ユネスコ（2011）

http://uis.unesco.org/en/glossary-term/non-formal-

education や丸山・太田（2013）を参照。

3 ただし、タイやインドネシアなどでは長年政府

が一定の予算を NFE につけて、アウトリーチの

取り組みをしてきた。BRAC など大規模 NGO が

NFE を主導してきたバングラデシュなどでも、

政府による政策や学習の認証制度などの制度

化は進んでいる。さらに、アジアの多くの国

で、NFE 政策策定や学校教育と同等の資格を認

証するイクイバレンシー制度を制定する動き

が 2000 年代から始まっている。

4 中等教育での純就学率自体も男子 45.9%、女子

39.15％と全体的に低い。

5 バングラデシュの場合は、女子は 92％。

6 イクイバレンシーは、「代替教育（Alternative 

Education）の卒業資格が学校教育または職業

教育の卒業資格と同等であること」と定義さ

れ、その認定制度化がアジア各国で進んでいる

(UNESCO 2010)。

7 AQAL プロジェクトの終了時評価調査報告書及

び業務実施完了報告書によると、プロジェクト

形成調査で、政府関係者及びドナーから NFE に

対するネガティブなコメントがあったと述べ

られている。

8 2020 年に KP 州では、学校教育局内に NFE 担当

ユニットを設置した。

9 AQAL プロジェクトの試算では、学校教育及び

NFE の予算をそれぞれの学習者数で割ったもの

の 1 か月分で、前者が 2,582 ルピー、後者が

380ルピーである。（2020年1月時点のプロジェ

クト資料より）

10 教育開発国際機関のネットワークで、パキスタ

ンにおける教育予算の改善を目指す。

11 JICA/UNICEF の国連機関連携無償プロジェクト

レビュー会議（2018-19 年）による

12 https://www.worldbank.org/en/publication/human-

capital/brief/about-hcp
13 https://www.worldbank.org/en/topic/education/

brief/learning-poverty
14 2 億 7,500 万（2006-07 年度）から 24 億ルピー

（2014-2015 年度）へと増額した。

15 パキスタンの初等教育の学齢期は 5-9 歳であ

り、9 歳までは学校教育 ( 初等 ) を受けること

が可能である。他方、8 歳前後から AE プログ

ラムで学べば、3 年でキャッチアップすること

が可能なため、大きな後れを取らずに中等教育

校に入学出来る。よって、8 歳前後の児童から

を、AE プログラムの対象としている。

16 速習にするための方法は、学校教育カリキュ

ラムの学習到達度指標（Student Learning 

Objectives = SLOs）をレビューし、コンピテ

ンシーの習得に支障をきたさない SLOs を統合

あるいは削除する。これを基に「テーマ」を決

めて、学年を横断できる内容をまとめる。教科

間の統合では、似通った学習目標を持つ SLOs

を統合した。さらに、教授法や教科書ガイドの

作成では、学習者の年齢や環境に親和性のある

内容とするような配慮を行った。

17 表音文字であるウルドゥ語の特性を生かし、音

と文字（つづり）の関連性を学ぶことで、音で

聞いた単語を文字化できる速習法。学校教育

では、この音と文字化の法則を教えず、アル

ファベットの習得を最初にするが、単語や行

動をすでに認知できる年齢の児童や若者には、

Phonetics がより有効である。

18 連邦教育部は 2017 年連邦政府承認の ALP カリ

キュラムを基に、2019 年 8 月「イスラマバー

ド首都圏でのアセスメント及び試験フレーム

ワーク」を承認した。バロチスタン州では

2017 年に「バロチスタン州 NFE アセスメント

メカニズム」が初等・中等局次官から承認、通

達された。シンド州では 2018 年に「シンド州

NFE アセスメントメカニズム」が学校教育次官
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から承認、通達された。

19 単なる文字の読み書き能力だけでなく、家庭、

コミュニティ、あるいは仕事場での生活に十分

に参加するための日常における生活改善や収

入向上、職業での技術的な理解とその活用がで

きる能力

20 NFE は多様な学習対象者向けにそれぞれ柔軟な

アプローチで実施するが、その中でも一定の

質の担保をするため、学習環境・教師の能力・

学習成果の３つについては、最低限（ミニマム）

な基準を政府機関が設定することが重要であ

る。
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15 Years Endeavor of Non-Formal Education in Pakistan and 
its ‘Platform-Based Cooperation’

Chiho OHASHI
Japan International Cooperation Agency Expert

Kazuro SHIBUYA
Japan International Cooperation Agency

Pakistan faces serious issues on education, with huge number of out-
of-school children and youth and low literacy rate. The Japan International 
Cooperation Agency (JICA) has worked for Non-Formal Education (NFE) sector 
in Pakistan for 15 years to strengthen NFE delivery mechanism to tackle these 
issues. The Advancing Quality Alternative Learning (AQAL) project (2015-2020) 
aimed to 1) establish foundation of effective NFE delivery system, 2) enhance 
NFE Data Driven Management through NFE Management Information System, 
and 3) assure quality on NFE and recognition of its learning by certifi cates. As a 
result of intervention, the following outcomes have been developed and formally 
approved by the respective federal and provincial governments: NFE policy, 
delivery systems (e.g. teacher management system, monitoring system); target 
specific curriculum and materials (e.g. accelerated education curriculum and 
materials for primary and middle level, trade-specifi c literacy materials, literacy 
cum health materials); assessment tools, equivalency mechanism between formal- 
nonformal education. Also, during the project, the NFE department/ directorates 
have strengthened their functions shown as drastically increased budget and staff 
number.

The unique approach of AQAL is ‘Platform-based cooperation’ which 
provides flexible and open ‘places’ for provincial governments to invite all 
stakeholders: governments’ organizations, development partners, NGOs and 
civil society, to share ideas, resources and networks, and act together towards 
education issues through NFE means. These platforms were offi cially established 
by federal and provincial governments and assured its sustainability. The process 
of coordination also fl ourished trust and confi dence on NFE sector, so that other 
development partners show their interests in NFE. The COVID-19 pandemic may 
create additional number of OOSC and youths with critical health and economic 
crisis. NFE can provide practical and immediate solutions to not only OOSC 
but also in-school children to catch up their learning against learning loss due to 
COVID-19 pandemic.
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異民族による教育復興支援と教育支配
――米国統治下の沖縄の経験

斉　藤　泰　雄
（国立教育政策研究所名誉所員）

はじめに

　異民族による教育支配という言葉からな

にを連想するであろうか。筆者などは植民

地教育を思いうかべる。かつてアジアやア

フリカなどに植民地を獲得し、新しい統治

者となった欧米列強諸国が、住民を対象に

展開した教育事業は、異なる歴史・文化・

宗教等をもつ民族の教育に介入し統制した

という意味で、典型的な異民族による教育

支配とみることができよう。日本の場合、

幕末期に欧米列強による攻勢にさらされた

が植民支配はまぬがれた。明治期以降は、

独自の国民的教育制度樹立に邁進してきた。

この意味では、日本は異民族による教育支

配とは無縁であったとみなされるかもしれ

ない。しかしながら、こうした事例は、わ

が国の歴史にも確かに存在した。戦後の沖

縄の教育をとりあげる理由はここにある。

　沖縄は、第二次世界大戦後 1972 年まで

27 年間にわたって、日本の施政権から切り

離され、米国軍政の支配下におかれた。こ

の間、沖縄住民の教育主権は大きく制限さ

れた。戦災で壊滅的な被害をうけた教育の

復興のみならず、沖縄の戦後教育の発展は、

そのおおくが米国軍政府の手にゆだねられ

た。軍政教育当局と沖縄住民との間では、

教育をめぐるさまざまな論争・葛藤・せめ

ぎあいが生じた。沖縄の本土復帰から半世

紀ちかくがたち、沖縄での特異な経験も忘

れられようとしている。本稿では、米国統

治下の沖縄において生起した論争や葛藤、

すなわち、新教科書編集、英語教育問題、

琉球大学設立と運営、教育施設復興募金問

題、教育立法論争、教育権先行返還論など

の軌跡をたどりながら、異民族による教育

支配の下で「日本国民としての教育」を希

求した沖縄の姿にあらためて想いをいたす。

Ⅰ．沖縄における近代的学校制度の導

入と戦前期沖縄の教育

　まず、沖縄における近代学校制度導入の

経緯と戦前の沖縄教育の特色について概観

しておく必要がある。ながらく琉球王国と

して存在し、明治初期に初めて日本政府の

下に併合された沖縄には独自の教育文化の

伝統があり、本土とは様相を異にする教育

発展の道をあゆんできたからである。

　1429 年、中山王国の尚巴志が、覇権を競

いあっていた南山・北山両王国を服属させ

琉球全島を傘下におさめた。ここに 350 年

におよぶ琉球国の基礎がかたまる。王国は、

近隣の大国中国（明）の帰順勧告にしたが

い、冊封（名目的な君臣関係）を受け入れ

てこれに朝貢し、その返礼品を受け取るか

たちで大陸との交易を許される。さらに東

南アジア諸国と中継貿易をおこなう海洋国

家として発展してきた。1609 年、薩摩藩の

軍勢が首里城を占拠し、王尚寧以下重臣を

鹿児島に連行する（「島津入り」）。王国は薩

摩の政治的・経済的支配下に置かれる。以後、

琉球国は、明（後に清）との冊封・進貢を

継続しつつ、薩摩への従属という「両属体制」

のあやうい均衡をとりながら存続すること

となる。
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　琉球国時代の教育をみると、王国の発展

とともに組織的な教育の発展がみられた。

その特色は、中国との冊封関係を背景に、

教育・文化の側面においても、中国の影響

が濃厚にみられたことである。中国への留

学生（官生）派遣があった。派遣は 1393 年

にはじまり、幕末までの 450 年間に 28 回、

合計約百人が中国の大学（国子監）に派遣

された。1718 年には、貴族・士分階層に開

かれた教育機関「国学」が設立される。こ

れは本土の藩校に相当するものであった。

さらに、国学への予備教育機関として「平

等（ひら）学校」が設立される。いずれも

儒学、とりわけ朱子学を中心とした教育を

おこなった。ほかに、初等教育に相当する

「村学校」、地方役人を養成するための「筆

算稽古所」があった。（沖縄県史 4、1966、

46-84 頁）。しかしながら、社会全体してみ

ると、「教育はあくまで、士分以上の階級に

限定されており、一般庶民はまったく無知

の『野民』であった」（同上、90 頁）という。

　1871 年、明治新政府により廃藩置県が断

行されたが、沖縄の場合、1872 年にあらた

に琉球藩が設置され、国王の尚泰が「琉球

藩王」となる。だが、1879 年、明治政府は、

多数の警察・兵隊を率いた内務官僚松田道

之を沖縄に派遣し、沖縄県の設置を強行し

た。藩王尚泰は、首里城を明け渡し東京に

移住した。ここに本土から 8 年遅れて、「琉

球処分」とよばれる沖縄での廃藩置県が完

了した。中国との冊封関係、両属体制にも

終止符がうたれた。中央政府から県知事が

派遣されたが、急激な改革は、人心を不安

におとし入れるおそれがあるとして、県政

はいわゆる旧慣温存主義を方針として、本

土並の近代化政策の適用を遅らせた。徴兵

制・地租改正・秩祿処分・市町村制・府県

制・衆議院議員選挙法などの近代的法制は、

沖縄では本土から 10 年から 25 年間おくれ

て施行された。

　本土で「学制」（1872 年）が公布された

時、沖縄はまだ旧体制（琉球藩）の下にあり、

その適用は及ばなかった。それでも 1879 年

には県知事から「就学告諭」が公布される。

教育の普及にそなえて沖縄県師範学校を創

設するとともに、14 校の小学校が開設され

近代的学校教育が開始される。わが国で初

めて尋常小学校四年の義務教育を規定した

1886 年の「小学校令」は、沖縄にも適用さ

れた。しかしながら、沖縄における近代学

校の普及は大きく立ちおくれた。1890 年代

に入っても、沖縄の初等学校就学率はわず

かに 10％台に低迷していた。「そのころは

百姓に学問は不必要とする者が多く児童の

募集に手を焼いた。そのため児童の就学数

を各村落に強制的に割り当ての反面、児童

に金品を支給し、書籍や文房具を貸与した

り、在学期間中その家の賦役や公費を免除

したりして勧誘したが実績を上げるのは困

難であった。女子の就学奨励はさらに困難

であった」（宮城、1977、257 頁）という。

　こうした状況に変化の兆しがみられたの

は、明治の後半期、とりわけ日清戦争の後

であった。中国の敗北を目にして、沖縄の

旧支配層は、ここにはじめて中国の復権＝

旧体制への回帰という迷夢をすて、日本政

府の下で近代化の道をえらぶ決意をせまら

れたのである。ひとたびその意識にたつと、

日本の最南端の辺境に位置し、本土への併

合も最後まで遅れた沖縄の状況は、沖縄住

民を疎外と焦燥にかり立てるものとなった。

このことは、住民の間に、森有礼文相の主

唱していた国家主義志向の教育、教育勅語

発布を契機に忠君愛国の臣民育成への傾斜

を強めつつあった本土の教育への関心と接

近をうみだした。こうした結果、就学率は

ようやく向上し、1900 年には 50％に到達

した。日露戦争後その拡張にはさらに拍車

がかかった。明治期末には 96％をこえ、本

土との格差もほぼ解消されていった。また、

1890 年には旧藩時代の国学を引きついで首

里中学校が設立された。
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　中央政府もまた、本土の天皇制への知識

と認識をほとんど欠いていた沖縄の子ども

たちを天皇制公教育体制へとくみ入れるこ

とをめざして、沖縄へのテコ入れを強化し

た。1887 年 12 月には、沖縄県尋常師範学

校に、師範学校としては他府県に先んじて、

「御真影」（天皇・皇后の肖像写真）が下賜

された。その後、1989 年には中学校、1890

年 12 月に県下の四校の高等小学校に御真影

の下賜があった。1890 年公布の教育勅語の

謄本も翌 1891 年 1 月にいちはやく沖縄に下

賜され各学校に配布された（上沼、1976、

284-285 頁）。

　沖縄教育においてとくに留意され、また

努力が注がれたものが、普通語（標準語）

の普及であった。二十世紀初頭、ある沖縄

の識者は次のような認識を表明していた。

「本県の教育程度は他府県と同程度となっ

た。国民思想の発達と共に男女服装をはじ

めとして、その他外形上のことにおいても、

進歩してきた。しかるに、他府県人より異

国視、未開視せらるるは何ぞや。多数の無

教育者は論外とするも学齢児童、普通教育

を終えたる者すら方言を使用している。普

通語を使ってもあやしき音調と訛語とは奇

異の感を起こさしむ。これが原因である」（沖

縄県史 4、1996、99 頁）。沖縄固有の言語、

琉球語は、標準語との相違が大きく、他県

人にはほとんど理解できない状態であった。

そこで、県当局は、皇民化運動の観点から

も、また、沖縄自体の文化を向上させるた

めにも、標準語を普及徹底させる必要があ

ると考え、標準語励行運動を推進した。と

りわけ昭和に入り超国家主義が台頭すると、

方言撲滅運動がおこり、普通語の励行が極

端な形で推進された。違反者には「方言札」

を首からかける懲罰が学校の中に取り入れ

られた（上沼、1976、293 頁）。皇民化教育

も標準語教育も、近近代化の遅れた沖縄に

おいて、より徹底した、きわだった形で実

施されたといえよう。

　中等教育レベルでも、第二次大戦ごろま

でには、本土とほぼ同じく、中学校・高等

女学校・実業学校・師範学校・青年学校が

設置されていた。しかしながら、戦前の沖

縄には、大学・専門学校等の高等教育機関

は一校も存在していなかった。これは沖縄

に特有の教育格差であった。高等教育進学

をめざす者は、県費留学生制度などを通じ

て、あるいは自費で、本土の大学・専門学校・

高等師範学校等に留学した。人数は昭和初

期で毎年 60 ～ 70 人、昭和十年代で 100 人

前後と推定されている（沖縄県史 4、1966、

719-761 頁）。

　沖縄においては師範学校が最高学府と

なっていた。こうした状況とも関連するが、

沖原豊は、沖縄教育のもう一つの特色とし

て、社会的指導者としての活躍する教育関

係者の姿をあげている。「沖縄では戦前から

師範学校には優秀な生徒が集まり、また専

門学校や大学を卒業した者の多くは、沖縄

に帰って中等学校の教師となった。沖縄の

教育界には優秀な人材が多く集まり、教師

の人物、学識、識見は一般社会人よりもは

るかに優れていた。したがって、沖縄の教

師は社会の最も大きな根幹をなし、最高の

指導者でありであり、その社会的地位もき

わめて高かった。・・・終戦後においても、

沖縄の最高指導者の多くは、教員出身者で

あった」（沖原、1972、61-62 頁）。たしか

に、戦後、米国の教育支配のもとにおいても、

確固たる見識をしめして軍政教育当局と対

峙し、さらに軍用地収用反対運動や祖国復

帰運動においても中心的な役割をはたした

沖縄の教育界関係者の姿は印象的であった。

Ⅱ．米国軍政による沖縄統治と占領初

期の教育政策

（1）沖縄占領と米国占領当局者の沖縄観

　第二次大戦末期、沖縄は日米両軍の激戦

の舞台となった。1945 年 4 月 1 日、米軍は
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猛烈な艦砲射撃や空襲の後、6 万人の兵士

を嘉手納に上陸させた。4 月 5 日、「琉球列

島米国軍政府」を設置し、海軍元帥ミニッ

ツの名で布告第一号（ミニッツ布告）を出し、

沖縄における日本の施政権の停止を宣言す

る。日本軍は南部に撤退し、地下濠にこもっ

て頑強に抵抗するが、6 月 23 日、日本軍の

組織的抗戦は終わる。沖縄は米軍の占領下

におかれた。

　米国はどのような方針をもって占領統治

に臨んだのか。米国は、すでに 1944 年ご

ろから、沖縄の占領統治にそなえて、著名

な人類学者ジョージ・マードックをはじめ

とした研究者たちを動員して、琉球列島に

関する研究を蓄積していたことが知られて

いる。そうした研究成果はすでに、『沖縄

人 : 日本の少数民族』（The Okinawas : A 

Japanese minority group）および『琉球

列島民事ハンドブック』（Civil Affairs 

Handbook : Ryukyu Islands）という冊子に

まとめ上げられていた。将校たちはこれを

マニュアルとして携帯し沖縄に進駐したの

である。その言説には、米国の対沖縄認識、

沖縄住民観の基盤となるものが凝縮されて

いた。その最大の特色は、沖縄の住民は、「人

種的・言語的・民族的マイノリティ」であり、

日本人とは異なる少数民族であると明言し

ていることである（Okinawas、1944、19 頁）。

また長らく日本の支配者によって搾取され、

差別的処遇を受け、その風俗も蔑視されて

きたがゆえに、かれらと日本人の間には、

相互に反感や亀裂が存在する。かれらと、

内地人との「離反」をより促進することが

戦略的に活用できることなどを指摘してい

た。

　琉球大学の宮城は、こうした沖縄観に基

づいた米国占領当局者の姿勢を次のように

述べた。「米軍はもともと占領者という優位

な立場にあったうえ、沖縄住民は本土に比

較して政治的にも社会的にも低いとみなし

ていたが、一方では独自の文化に誇りをも

つ少数民族とみていた。マッカーサーをは

じめ、統治者のなかには住民を日本人とは

考えていない人が多かった。・・・そのよう

な住民観から、米軍は沖縄を（日本のくび

きから）“解放”したと考えていたようだし、

占領期間中、住民を『指導・教化・保護』

すべき対象とみていた。・・・統治者のなか

に強い温情主義が生まれたのは当然といえ

る」（宮城、1992、51-52 頁）。

　こうした沖縄像に立脚した占領初期の米

軍の政策には、沖縄をできるかぎり日本か

ら切り離して、沖縄独自のアィデンティ

ティーを強化することをめざす傾向がみら

れた。かれらは、地域の呼称も、日本統治

下の「沖縄」ではなく、意図的に「琉球」

を使用していた。

（2）沖縄教育の惨状と難民キャンプでの教

育再開

　進駐した米国軍政当局の見たものは、壊

滅的な被害をうけた沖縄の教育の姿であっ

た。太田昌秀は、終戦直後の沖縄の教育の

惨状を次のように記述した。

　すでに米軍が上陸する以前から、学校

の建物は南西諸島守備軍に悉く接収され

て兵舎に使われていた。そのため、米空

軍の格好の攻撃目標となって大半が破壊

された上、焼け残った校舎も米軍の上陸

後に焼き払われた。加えて肝心の教職員

の多くは、防衛隊員として現地召集され

て、その三分の二近くが戦死した。あま

つさえ、沖縄師範学校の教職員と全校生

徒は、沖縄守備隊の命令で戦場に動員さ

れて、その過半数が犠牲となった。県下

の全ての男子中等学校の生徒たちも同様

に動員され、それぞれの学校毎に「鉄血

勤皇隊」を結成して戦闘に投入され、そ

の半数以上が戦死した。また各女学校も

例外ではなく、残らず動員されて、生徒

たちは即席の訓練を受けただけで準看護

要員として戦場に送り出された、その

60% 近くが命を落とした。・・・戦災によっ
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て沖縄の教育が受けた被害は、致命的な

ほど大きかった。むろん教科書や教育器

具なども全て跡形もなく焼失せしめされ

た。いきおい戦後沖縄の教育は文字どお

り無からスタートしなければならなかっ

た（太田、2004、285-286 頁）

　しかしながら、1945-1950 年の占領統治

初期には、教育問題は優先度の高いもので

はなかった。荒廃した沖縄の衣食住の復

興事業に追われ、教育にまで手がまわらな

いという状態であった　（ワーナー、1972、

21-22 頁）。また、米国側としては、日本の

無条件降伏が予想外に早く実現したために、

本土決戦をみこんで獲得した沖縄の占領統

治をいつまで続けるか不確定となり、長期

的視野に立つ教育政策の方針を打ちだせな

かった。

　戦後の沖縄の教育の再開は、沖縄住民の

発意によって自然発生的に開始された。戦

闘継続中からその後にかけて、沖縄住民

三十数万人は一時、島内七カ所に設けられ

た収容所に集められ共同生活をおくった。

子どもたちも無為の日々をすごしていた。

混乱が続くなか沖縄の戦後教育は、この収

容所の中で、米軍当局者に教育活動の再開

を申し出た教員たちによって開始されたの

である。それはまさに難民キャンプで生ま

れた教育であり、青空教室からの再出発で

あった。当時の記録（辺土名地区）はその

様子をつぎのように伝えている。

　（1945 年）八月中旬頃から、収容先の

各部落単位に学校は始められた。教師は

その部落に収容されている有資格者また

は経験者がその任に就いた。校長のみが

男性で残りはすべてが女性という実状が

多かった。当時は、教室は勿論、教科書

とてもなくその他学用品一切皆無の状態

であった。そこで下級生は、川端、木陰

等に集めて体操、遊戯で半日を過ごさせ

帰宅せしめ、上級生は大人に交じって開

田作業競技、英会話の初歩的な口移し学

習が始められた。知能の啓発というより

も児童を悪から守り、不良化への傾向を

封ずるという点に大きな意義が見出され

ると思う。教師は無報酬であり、単に開

拓作業の免ずるという事のみがその代償

であった（琉球資料、1988、6 頁）

　同様な試みは、他の収容所でも行われた。

教員たちは、米軍から支給される缶詰や物

資を給与代わりに受けとった。しだいに状況

が落ちついてきて、住民が旧居住地区への

帰還をゆるされるにしたがって収容所の学

校は廃止されるが、こうした方式の学校は、

各地域においても引きつがれ、各学区での

学校教育の再建の基盤となっていった。住

民は、共同作業でワラ葺きやトタン屋根の

粗末な校舎を建て、また軍政当局は、テン

トやコンセット（カマボコ型の簡易兵舎）を

放出して、これを校舎がわりに利用させた。

　教育行政の機構もしだいに整備された。

1945 年 8 月、米軍は、解体した沖縄県庁に

かえて、米軍政府の諮問機関として沖縄諮

詢会を設置し、その十三の部局の一つとし

て教育部をおく。県立第二中学校校長であっ

た山城篤男を教育部長に任命する。1946 年

1 月、教育部を沖縄文教部に改め、沖縄本

島および周辺諸島のすべての学校を統制さ

せる。文教部は、極端な教員不足に対処す

る方策として、速成で教員を養成する沖縄

文教学校を設立した。

（3）沖縄独自の教科書の編集

　米軍政本部の教育担当者が最初に手をつ

けたのは、戦前の国定教科書にかわる新し

い教科書の編集発行であった。1945年 8月、

石川市の東恩納に教科書編纂所が設置され、

ガリ版刷りの初等学校教科書の作成が開始

された。「米軍は教科書編集に対し、超国家

的教材、軍国主義教材、日本的教材を使用

してはならないと厳しく指示した。教科書

編集室には常勤の米軍係官が同席していて、

検閲をしている状態であった。教科書の内

容はいちいち英訳して承認を得なければな
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らなかった。国語については、米軍が難色

を示し、やむを得ず『読み方』として編集

した」（沖縄県教育委員会、1972、442 頁）。

本土においても戦後の一時期、軍国主義・

超国家主義的な記述を墨で消した教科書が

使用されたが、沖縄の場合これにくわえて

「日本的教材」までが検閲の対象とされたこ

とは注目されねばならない。米国は「国語」

という教科名にまで神経をとがらせた。

　教科書に関しては、1946 年 4 月「初等学

校令」公布にあたって「教科書編集方針」

が示されたが、そこでは次のような留意点

が明示された。①偏狭なる思想を去り、新

沖縄建設に邁進する進取の気魄と高遠なる

理想を与える。②沖縄の向上を図り、其の

道徳、風習、歴史、地理、産業、経済、衛生、

土木等に関する教材を多く採り以て教育の

基礎をここに置く。③東亜及び世界の事情

を知らしめ、特に米国に関する理解を深く

する。⑤自治の精神を養い個性を尊重し之

を充分に伸長せしむ。⑦ローマ字を採用す

るとともに漢字の制限をおこなう。⑧高学

年において英語を課し、将来に於ける実生

活に資する（琉球資料、1988、246 頁）。

　要するに、戦前の「偏狭なる思想」を教

科書から排除することは当然として、本土と

は異なる沖縄の独自のものをおおいに教材

に採りいれよ、米国理解を深めさせ、米国

流民主主義になじませよ、漢字を制限しロー

マ字を採用せよ、英語教育を導入せよ、と

いう指示である。初等学校教科書の編集方

針とはいえ、ここには、米軍政当局が思い

えがく「新沖縄建設」のイメージと沖縄教

育に求める方向性をみてとることができる。

（4）英語による教育の可否論争

　占領初期の教育政策において大きな論点

のひとつとなったのは、沖縄の教育をどの

ような言語で行うかということであった。

というのも軍政教育当局者の中には、沖縄

での教育言語を英語にすることをかなり真

剣に議論する人々がいたからである。米国

は、沖縄からも近いフィリピンを植民地と

していた。そこでは 40 年間にわたって、小

学校から大学まですべての学校で英語を教

授用語とする教育実践を行ってきた（市川、

1997）。かれらは、こうしたフィリピンでの

直近の植民地教育の経験をもとに、沖縄で

も英語による教育は可能であり、また望ま

しいと主張したのである（ワーナー、1972、

23-24 頁）。

　結果的には、軍政当局は、英語による教

育の利点を認識しながらも、その採用をみ

おくった。軍政史家フィッシュは、その間

の経緯を次のように述べている。「実際、軍

政府職員は英語による授業の是非について

討議した。すべての職員は学校で英語を

使用することの政治的、実際的、文化的な

意味合いを理解していた。琉球の共通語と

して英語を採用すれば、それは米琉の共通

の絆となり、米国の理念を伝達する手段と

なりうる。しかし、米国が琉球の長期間保

有を意図していないのであれば、英語によ

る教育は果たして望ましいことだろうか。

1945 年から 1950 年にかけて誰も、米琉関

係が将来どうなるかについて確信がもてな

かった。したがってこの関係が確定するま

で、軍政府は教育言語の問題について現実

的に対処するよう試みた」（Fisch、1988、

100-101 頁）。すなわち、琉球の共通語とし

て英語を採用すれば、それは米国・琉球の

共通の絆となり、米国の理念を伝達する手

段となりうると統治者側からの利点は認識

していたが、沖縄駐留がいつまで続くか未

確定の現状では、そこまでおもいきって英

語化にふみきれなかったという訳である。

　沖縄の教育関係者は当然のことながら、

英語による教育には反対した。かれらは、

米軍政がいまだ英語による教育の是非を決

めかねている状況をみて、英語でも琉球語

でもなく、標準語＝日本語による教育の貫

徹の姿勢をつらぬいた。沖縄側からは次の

ような証言が語られている。「収容生活の
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第一歩から英語の世界に入り、その必要を

日々体験させられていると国語に対する不

信論も、動揺も当時の混乱では確かにあっ

た。学校教育がいかなる方向へ進むか、実

のところ問題にする向きの声も耳にしたこ

とであった。その折、石川市で文教のこと

で心配しておられた山城篤男先生、安里延

先生から、『言語教育はどこまでも標準語で

いけ、迷うこと勿れ』との通達が来たので

ある。学務課職員、学校職員が晴天を迎え

た喜びと安定感にうたれた事実はわすれる

ことが出来ない」（琉球史料、1988、7-8 頁）。

（5）小学校からの英語教育の導入

　ただちに英語による授業を実施すること

は見送ったが、米国の英語教育重視の姿勢

は明確で、小学校から英語教育を導入する

ことを指示した。1946 年 4 月、文教部の発

表した「初等学校教科目時間配当表」では、

第一学年から第四学年まで週１時間、五・

六学年２時間、七・八学年週３時間が英語

の授業とされた（当時はまだ学校八・四制）。

1948 年 4 月の六・三・三制への切り替えに

合わせて通達された「新制初等学校教科課

程案」では、英語科は第一～第三学年週２

～３時間、第四学年以上は週３～４時間の

配当が提示される。読み方（国語）、算数に

つぐ時間数であり、社会科や理科の時数を

うわまわっていた。

　しかしながら、英語教育の導入は、だれ

がその授業を担当するかという現実的問題

に直面した。米国からかなりの数の教員を

送り込み、またフィリピン人教員に英語を訓

練したフィリピンの場合とは異なり、沖縄に

英語を教えられる人材はほとんどいなかっ

た。米軍政府は、沖縄文教部に対し、即席

で英語教師を養成することを指示し、1946

年 8 月に沖縄外国語学校を設立させた。半

年から一年の期間で英語科担当教員の速成

がはかられた。しかしながら、その実態は、

自らそれを経験した元知事の太田の証言に

よれば、「私も本科に入って一年間だけ英語

を学んだ。もっとも一年だけでは、よしん

ば卒業したとしても、ろくに英語でしゃべる

こともできなかった」、「実際には英語を担当

できる教師が極めて少なく、中にはかろうじ

てアルファベットが読み書きできる程度の

者が間に合わせにて教壇に立ったりするし

まつだった」（太田、2004、302 頁）という。

教育現場での混乱ぶりが目にうかぶ。

　小学校での英語教育は効果的に実施でき

ず、英語教育は形骸化し、教育課程の中で

の位置づけはしだいに小さくなっていった。

1953 年 3 月の文教部発の「小学校の英語指

導について」では、第一～第四学年の児童

には、テキストを与えず、また「英語の時

間を特設しないでも他教科と組合すことに

よって指導できると思います」として、事

実上、英語科授業の停止を黙認している（琉

球史料、211 頁）。1954 年 9 月の改正により、

小学校の教育課程での英語科授業は廃止さ

れるにいたる。導入から 7 ～ 8 年で小学校

での英語教育は頓挫した。

（6）留学生派遣事業と琉球大学の創設

　軍政府は、1949 年 9 月から米陸軍省の

資金援助を得て、沖縄の若者の中から優秀

な者を選抜して米国の大学や大学院に派遣

する留学制度を開始した。ここには占領行

政に役立つ親米的な人材を養成する意図が

あった。「米国留学の候補者については CIC

（米軍の民間情報部員）や CID（軍情報部

員）によって厳しい思想調査や交遊関係の

チェックなどが行われた。・・・この米国留

学制度は 1970 年を最後に打ち切られたが、

その間、1,000 名余りの沖縄の若者がアメ

リカに留学した。そのうち博士号を取得し

たものが 60 名あまりいた」（太田、200、

305 頁）。こうした米国留学組は、後に「金

門クラブ」という組織に結集して、対米協

調の立場で戦後沖縄の指導層を形成するこ

ととなった。

　米国留学生派遣事業とほぼ同時に 1949 年

日本留学制度も設けられた。学費や生活費
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は、米軍政府の負担によるもので、「契約学

生」という名で本土各地の大学に派遣され

た。契約学生と称されたのは、軍政府が、

医学とか工学といった現地沖縄では養成で

きない専門分野を指定して学生を割り当て、

卒業後は沖縄で当局から指定された職務に

就くことを条件としていたからである。最

初の年は 98 名が派遣された。この制度は財

政難を理由に、1952 年の 6 月に打ちきられ

た。この間 455 名がこの日留制度の恩恵を

うけた（太田、2004、307 頁）。

　留学生派遣事業とは別に、沖縄では、新

制高校の在学生などが中心となって、高等

教育機関の設立を要求する運動をはじめて

いた。かれらは軍政当局に請願を提出する

とともに、募金活動まで開始した。ハワイ

在住の沖縄人会連合会からも大学設立に向

けての資金援助の申し出があった。こうし

た動きに刺激され、軍政内でも沖縄に大学

を設立する構想が検討されはじめる。1947

年 8 月 9 日、軍政府財政部のマグマホン大

佐は、志喜屋知事との会見を通じて次のよ

うな談話を発表した。「沖縄人子弟の教育

のために沖縄に大学を設立したら如何、総

司令部のマックアーサー元帥は、沖縄人の

日本への留学を喜んでいない、沖縄は日本

と違った特殊な立場にあるから、その教育

もまた日本のそれと違った特殊な立場に於

いてなされるべきであり、沖縄の教育は沖

縄の大学に於いてなされるべきであると思

う、・・・だから大学の設置もできるだけ早

く始めるように」（琉球史料、1988、317 頁）。

ここでも沖縄異民族論が沖縄に独自の大学

を設立する理由とされていた。戦前に高等

教育機関を欠いていた沖縄にとって、大学

の設立は、教育復興の枠をこえる事業であ

り、それは新しい統治者から沖縄住民に示

される厚意の象徴とみなされた。

　設立案は、連合国総司令部の承認をうけ、

1948 年 12 月、ウェッカリング准将が沖縄

を訪れ、琉球米軍教育部長ミード博士、沖

縄民政府文教部長山城篤男の三者で大学敷

地候補地を視察する。戦災で焼け落ちた首

里城跡を大学敷地とすることに一致をみた。

米国軍政府は、1950 年春の大学開学をめざ

して、首里城本殿跡に、校舎、施設の建設

を開始した。「琉球大学」と命名された大学

は、1950 年 5 月 22日、英語学部、教育学部、

社会科学部、理学部、農学部及び応用学芸

学部の 6学部（Departments）、562 人の学生、

教官 29 人、職員 15 人で開学した。沖縄外

国語学校や沖縄文教学校は大学に統合され

た。前知事の志喜屋が初代学長に指名され

る。リンカーンの誕生日にあわせて 1951 年

2 月 12 日に大学献呈および開学式典を挙行

する。マッカーサー元帥からも祝辞が寄せ

られた（琉球大学、2010、24 頁）

　米陸軍省は、米国の教育評議会に対して、

新設の琉球大学を支援するにふさわしい大

学の推薦を依頼した。その結果、ミシガン

州立大学が選ばれた。1951 年 9 月、同大学

から 5 人の教授団が琉球大学に派遣され、

二年間カリキュラム編成や教科の充実など

を琉球大学教職員に指導した。教授団の派

遣は、1969 年まで 17 年間つづき、のべ 51

人の教授が琉球大学に赴任した。かれらは、

米国流のランド・グラント大学の理念（実

用的な学問、教育・研究成果の地域社会へ

の還元を重視する公立大学）を琉球大学に

浸透させようとした。

　それにしても、沖縄の政治・文化の統合

の象徴、沖縄の聖地ともいえる首里城跡に、

米国軍政府の主導の下に、沖縄の最高学府

として設立された米国流の琉球大学は、米

国による沖縄統治の記念碑としての意味を

も帯びる存在であったといえよう。ちなみ

に、琉球大学が那覇市近郊の西原町に移転

され首里城跡を離れるのは本土復帰後 1979

年のことであり、その後、首里城の再建が

はじまり 1992 年に完成した。
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Ⅲ．沖縄統治の永続化と教育政策の展

開

（1）沖縄統治の永続化と統治体制の整備

　1950 年前後になると、沖縄をめぐる国際

情勢に大きな変化が生じた。東西冷戦の激

化を背景とした東アジア情勢の緊張、共産

党率いる中華人民共和国の建国（1949 年）、

朝鮮戦争の勃発（1950-1953 年）、台湾をめ

ぐる攻防などにより沖縄の地政学上の位置

ががぜん注目されるようになったからであ

る。ここに、沖縄を米国のアジア軍事戦略

の拠点とする構想が急浮上してくる。日本

占領政策も転換される。1951 年 9 月、サン

フランシスコで対日講和条約が締結され、

日本本土の占領統治は終了し、日本は主権

を回復した。しかしながら、同条約は、第

三条において、沖縄を含む南西諸島に関し

ては、米国が日本本土から分離して継続的

に統治することを規定していた。

　統治機構の整備も進められた。1950 年

12 月、従来の軍政府を廃止し、新たに「琉

球列島米国民政府」（United States Civil 

Administration for the Ryukyu Islands、

USCAR）を設置する。高級軍人が幹部を占め

る体制にはかわりはなかった。1957 年から

は最高責任者として高等弁務官が就任する。

これにともない、それまでの奄美・沖縄・

宮古・八重山の群島別の分割統治を停止し、

1952 年 2 月、統一的な「琉球政府」を設立

させた。行政府（行政主席）、立法院（民

選）、民裁判所をもつが、行政主席は米国民

政府が直接任命した。米国民政府（USCAR）

が最高権力となり、布告・布令・指令を発

し、琉球政府を指揮する統治機構が確立さ

れた。沖縄の軍事基地の強化拡張も進めら

れる。1953 年 4 月、軍用地接収のため土地

収用法が施行され、「銃剣とブルドーザー」

による土地の強制収用がはじまる。1954 年

から 1958 年にかけて、軍用土地代の一括支

払い（借地の恒久化）に反対・抵抗する「島

ぐるみ土地闘争」が展開される。米軍基地

恒久化、米軍兵士による事故・犯罪の多発、

琉球政府のへの頻繁な干渉、本土への渡航

制限などに対する反感も強まっていった。

　1950 年代以降の米国の対沖縄文化戦略を

検討した小川忠は、その特色を次の三点に

集約した。①米国の対アジア軍事戦略の要

である沖縄への共産主義イデオロギーの浸

透を阻止し、自由主義、民主主義、資本主義、

男女同権等の米国的価値を普及し、沖縄に

親米感情を醸成する。②日本とは異なる「琉

球」文化の独自性を強調、琉球伝統文化・

芸能の奨励によって、「沖縄は日本ではない」

という意識を醸成する。③米国の沖縄統治

を効率化するために、沖縄経済、社会の近

代化を促進し、米国の統治を補助する沖縄

人の行政官僚、テククノクラート、教育者

を育成する（小川、2012、82 頁）。こうし

た文化戦略は、しだいに教育政策として明

確な輪郭をとりはじめる。

（2）本土との教育一体化要求および本土の

校舎復興支援の拒絶

　1950 年 11 月、沖縄の教育関係者の要望・

意見をとりまとめることを目的し、戦後初

の全島校長会が開催された。協議の結果「教

育行政を本土と一本化してほしい」と決議

した。具体的要望事項として、①教育制度

を日本と同一とするだけでなく文部省の直

轄下におく、②学芸大学を設置して日本政

府の直属とする、③校舎建築、施設充実は

アメリカ政府の援助のもとに日本政府の協

力を得て早急に実現する、④日本の国旗を

掲揚し国民行事を同一にする、ことをあげ

た。陳情書をラスク駐日大使、衆参両議長、

文部・外務大臣あてに送った。この要望を

見るかぎり、講和条約締結前のこの時期に、

沖縄の教育者たちは本土と沖縄の教育の一

体化という可能性を信じており、米国の対

応にもかなり楽天的な期待をいだいていた

ことがうかがえる。ちなみに、戦後の沖縄

では、日の丸掲揚や国歌斉唱はきびしく禁
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止されていた。これにたいして教員たちは、

新年や行事の際に学校で日の丸を掲揚する

のを許可してもらいたいと当局に要望して

いたのである。

　この要望にたいし米国民政府は、1952 年

2 月に、民政官陸軍准将ゼイムス・ルイス

の名で回答し、沖縄文教部を日本文部省の

直轄にすることは不可能であり、いまさら、

議論の余地はない。また、校舎復興の援助

は米国民政府が継続して行ない、いかなる

場合に米国は日本に対しての費用の分担を

要請しないと日本政府の介入を拒否する姿

勢を明示した（県教育委員会、1977、103 頁）。

公共の場での日の丸掲揚要望にもほほゼロ

回答であった。

　ほぼ同じ時期、戦災校舎の復興の遅れに

しびれを切らした沖縄教職員会（1952 年 4

月結成）は、52 年 12 月に、市町村会・PTA

連合会・商工会議所などと協力して「戦災

校舎復興促進期成会」をつくり、校舎建設

の募金活動を開始した。教職員会は、日本

本土でも募金活動を行った。1953 年には渋

沢敬三を会長にして本土でも期成会が生ま

れた。その結果当時の価格で、五千八百万

円の募金が集められた。しかしながら、米

軍政当局は、本土に接近しようとする教職

員会に不快感を示した。当局は、募金の受

けとりに本土に渡ろうとした教職員会会長

の屋良朝苗の渡航証明書発給を拒否した。

また募金を現金で沖縄に持ち込むことも禁

止した。米国民政府が認めたことは、その

募金で教具・教材を購入してそれを沖縄に

送ることをだけであった。1955 年 10 月、そ

の第一陣が沖縄に届けられ、人々はそれを

日本の同胞から贈られた「愛の教具」と呼

んで歓迎したという（森田、1966、71-72 頁）。

（3）教育立法をめぐる葛藤と軋轢

　米国統治下の沖縄において、教育をめぐ

る葛藤と軋轢が顕在化するのは、1952 年か

ら 1958 年かけて展開された教育立法をめ

ぐる論争であった。統治機構の整備にあわ

せて米国民政府は、それまでの教育関係の

布令を整理して、1952 年 2 月 28 日、包括

的な「琉球教育法」（Ryukyuan Education 

Code、布令第 66 号）を公布した。琉球教育

法は、教育基本法・学校教育法・教育行政

全般に関する規定および琉球大学に関する

規定から構成される全 16 章 169 条からなる

ものであった。教育基本法の部分は、本土

の教育基本法とほぼ同じ条文が採用されて

いるが、本土の教基法の前文（日本国憲法

との関連を規定）を欠く。教育行政では、

行政主席任命の「中央教育委員会」、一般行

政権とは別の特別法人として「教育区」の

設定、「公選制区教育委員会制度」、「教育税

の導入」など米国的教育行政システムを持

ちこんでいるところに特色があった。米国

民政府は、同教育法は、沖縄住民がみずか

らの手で教育法を整えるまでの暫定的なも

のであると説明していた。教育界からは、

法律条文の日本語がいかにも翻訳臭くて解

釈にとまどう、沖縄の実情に即していない

という不満も少なくなかった。

　琉球教育法の公布からまもなく、沖縄住

民の総意に基づいて、琉球立法院で住民自

らの手で教育法規を制定しようとする気運

がしだいに盛り上がってくる。こうした動

きは民意に基づく立法という意味で「教育

民立法運動」とよばれた。琉球政府文教局

は、立法化に着手し 1955 年 4 月から 9 月に

かけて、教育基本法・学校教育法・社会教

育法・教育委員会法の「教育四法」を一括

して文教局案を作成し立法院に送る。1956

年 1 月、四法案は立法院において全会一致

で可決される。しかし、米民政府は、法案

では、中央教育委員会の公選制や文教局長

の教育総長へ格上げなど教育権の独立性が

強すぎ、事実上の四権分立となることを理

由にこれを承認せず廃案に追い込む。こう

して、教育立法をめぐる米国民政府と沖縄

住民とのせめぎ合いがはじまる。立法院は、

1956年4月に法案を修正して再提出したが、
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米軍政当局は同じ理由をあげて再びこれを

廃案とした。

　しかし、こうした経緯を通じて、実は米

国側の拒絶の理由は、四権分立への懸念と

は別に、教育基本法草案の前文に「われわ

れは、人類普遍の原理に基づき、民主的で

文化的な国家及び社会を建築して」という

規定を設けていたが、立法院での審議の過

程で、これを修正し「われわれは、日本国

民として、人類普遍の原理に基づき」とい

うように「日本国民として」という語句を

挿入したことに米当局が反発してのことで

あることが明らかとなった。米国民政府は、

民立法の動き、とりわけ「日本国民として」

の言葉に象徴される沖縄教育界の日本志向

に神経をとがらせた。教育四法案を二度に

わたり廃案に追い込んだ後、米民政府は民

立法に対抗するかのように、1957 年 3 月、

唐突に新しい「教育法」（布令第 165 号）を

公布した。立法院での民立法化を進めてい

る最中、こうした新法規を拙速かつ強権的

に公布した軍政当局に対する反感が強まり、

かえって教育四法の早期成立を求める世論

は高まった。

　教職員会・PTA・市町村会などは、即刻

「教育民立法促進教職員大会」を開催し新布

令への反対運動を展開した（県教育委員会、

138-139 頁）。教育四法成立への世論の盛り

上がりを背景に、立法院は、1957 年 9 月、

米国民政府の意向を最大限とりいれて三度

目の法案を提出した。審議の結果、立法院

は全会一致で法案を可決し、行政主席の署

名を求めた。米民政府はここでも承認をし

ぶっていた。しかし、おりからの強制的な

軍用土地接収に反対する「島ぐるみ闘争」

の激化や祖国復帰運動の高まりなどの世論

を無視できず、「内容は満足すべきものでは

ない」としながら、期限ぎりぎりの 1958 年

1 月 7 日これを承認した。1952 年 2 月の琉

球教育法の公布からほぼ６年、ついに沖縄

は独自の教育立法をかちとった。

Ⅳ．日本政府による対沖縄教育援助拡

大と教育権分離先行返還論

　沖縄の戦後復興の費用は、主に米国の軍

事費から支出される占領地救済のための資

金「ガリオア資金」でまかなわれていた。

しかし、占領後 10 年が経過しこの基金か

らの充当が削減されるにつれて、米国民政

府の予算は縮小傾向となる。米軍はしだい

に琉球政府にその肩がわりを求める。しか

し、財政難にあえぐ琉球政府がそれに応ず

ることは困難であり、琉球政府は日本政府

に支援を求めた。この日本からの対沖縄へ

の援助において、先駆けとなり、かつ、予

算規模が大きかったのが教育分野への支援

であった。

　対沖縄教育援助は次のように拡大をみせ

ていった。①内地派遣沖縄研究教員制度、

1952 年開始、沖縄教員に本土で六か月から

一年の研修の機会を提供、年間 50 人程度。

②沖縄現職教員教育講習講師派遣、1953 年

開始、沖縄の教員免許の認定講習会に本土

の大学教授等を約 40 日間派遣。1961 年か

ら日本政府の費用負担に。③沖縄学生招致

制度、1949 年から 1952 年まで米国軍政府

の費用負担で実施されていた日本留学制度

を引き継ぎ 1953 年から日本政府負担で実

施、毎年 50 人程度。④琉球大学への教授派

遣および内地研究員制度、1953 年開始、本

土大学から集中講義のため教授等派遣、琉

球大学教員の内地研究員制度、経費の一部

を負担。⑤沖縄教育指導委員派遣、1959 年

から、大学教員・指導主事等 20 人ほどか

ら成る指導委員団を六か月間派遣。⑥沖縄

特別奨学金援助金の贈与、1961 年から、本

土に進学する学生むけの奨学金として年間

二千万円を琉球政府に贈与。⑦沖縄青年

および婦人内地教育研究活動促進費補助、

1961 年から、社会教育関係者の本土研修の

補助。⑧義務教育教科書費援助、1963 年か

ら。⑨義務教育教職員給与費半額国家負担
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と義務教育学校施設費援助、1966 年から、

援助額は復帰数年前には、他府県に対する

国家補助におとらないものとなっていた（文

部省、1962、571-574 頁）。

　わが国の国際的教育援助事業は、1954 年

に文部省が開始した「国費留学生招致制度」

にはじまるとされているが（斉藤、2019）、

沖縄から日本への学生招致事業はすでにそ

の前年から開始されていたことになる。専

門家派遣（教授・指導主事等）、研修員招致

（教員・社会教育関係者）といった技術協力

の手法もいち早く採用されていたのである。

　1959 年 6 月には、米軍ジェット機が宮森

小学校に墜落し、児童・教員に多数の死傷

者を出す事故が発生した。米国統治に対す

る反感が強まり、沖縄の祖国復帰を求める

気運が高まった。60 年 4 月、沖縄県祖国復

帰協議会が再建された。62 年 3 月、米国ケ

ネディ大統領は「米国は沖縄が日本の国土

の一部であること、沖縄住民が日本人であ

ることを確認し、琉球諸島が日本の施政権

下に復帰する日の一日も早からんことを希

求する」との声明を発表した。日本政府も

沖縄の本土復帰を政治的アジェンダとして

取りくみはじめた。

　1966 年 8 月に成立した第二次佐藤内閣の

森総理府総務長官は、就任早々の沖縄を訪

問し、ワトソン高等弁務官と懇談したさい、

教育権の分離先行返還について米側の意向

を打診した。この教育権返還論は、報道関

係や一般社会に大きな反響を巻きおこした。

　沖縄側もただちにこれに反応した。1966

年 11 月 17 日、沖縄中央教育委員会は次の

ような決議を採択し、期待を表明した。①

施政権の全面返還は沖縄全住民の悲願であ

る。教育権の分離返還は、あくまでもこの前

提にたって現時点におけるもっとも具体的

な解決策として推進されなければならない。

③沖縄住民は、沖縄の教育の基本を「日本

国民としての教育」におき、その目標達成に

努力してきた。日本国民としての教育は、日

本の国家の責任により、その国家的体制の

中で行われてこそ、はじめて完全に実現さ

れる。④沖縄の教育は、教育の制度、内容

を本土と一体化することに努力し、現実的

に本土との行政協力がもっとも早くから行な

われてきた。したがって、教育権返還にと

もなう困難は比較的少ない。⑤沖縄の教育

は、その水準の本土類似県並み引き上げを

目標に、着々成果をあげつつあるが、今な

お目標達成にほど遠いものがある。この格差

是正には、直接日本政府がその権限と責任

において沖縄の教育を行う以外に残された

道はない（県教育委員会、1972、228 頁）。

　政府が設置した「沖縄問題懇談会」の大

浜信泉座長（元早稲田大学総長、沖縄出身）

が来島し、高等弁務官と意見交換を行うな

どその実現への期待も膨らんでいた。しか

しながら、この構想は翌 1967 年 1 月、佐藤

総理の発言により、突然、ストップがかかっ

た。「教育権を分離して返還してもらうより

は一挙に施政権の返還を実現することがよ

いと思う。教育権の分離返還は国民にわか

りにくく、誤解を招くおそれがある。沖縄

についてはベトナム戦争などアジアの現状

から日米安保体制を堅持する基本方針は当

分変えるわけにはいかない」。当面内地との

一体感を強めていくことが必要だ」。教育権

の分離返還論は立ち消えとなった。

　教育権という比較的米国側との摩擦の少

ないとみなされた分野を先行させた分離返

還の試みであったが、1960 年代半ばからベ

トナム戦争に本格的に介入し、沖縄が前線・

兵站・兵士休養などの基地として役割を増

すなかで、米国側に受け入れられる可能性

は低いと判断されたのであろう。沖縄は、

施政権の全面返還までさらに五年間待たね

ばならなかった。

むすび

　沖縄教育の戦後復興、教育の発展に米国
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軍政府が果たした役割は否定できない。米

軍政当局者の沖縄認識は、沖縄人は日本の

少数民族であり、日本からの差別的処遇を

受けてきたという想定であった。かれらの

教育政策は、対米協調的な人材を育てあげ

るいっぽうで、沖縄をできる限り日本から

切り離し、沖縄独自のアイデンティテーの

形成を志向するものとなった。それは本土

と教育の一体化にこだわる沖縄側としばし

ば葛藤をひきおこした。かれらの抵抗と行

動は成果をうみだした。「日本国民としての

教育」を冒頭に掲げた教育基本法はその象

徴であった。異民族による支配の下で、教

育主権をめぐる葛藤と抵抗、教育援助と教

育支配の狭間でゆれ動いた沖縄の姿は記憶

にとどめられるべきである。そして、こう

した沖縄の経験を知ることは、「紛争後社

会における教育復興支援」、「開発途上国の

教育開発をめぐるオーナーシップとパート

ナーシップ」などの主題に取りくむ国際教

育協力関係者にとっても、なんらかの示唆

と教訓をあたえるものとなろう。
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Confl ict over Education in Postwar Okinawa under the 
American Rule (1945-1972)

Yasuo SAITO
Researcher Emeritus, National Institute for Educational Policy Research

This paper aims to describe the struggle and conflict over education in 
postwar Okinawa under the American rule (1945-1972). After the Second World 
War, for a long time Okinawa was ruled over by U.S. military government. 
In the meanwhile, the sovereignty over education in Okinawa was restricted. 
Rehabilitation of the education facilities destroyed by fierce battles and 
reorientation of the education in Okinawa was largely entrusted to the care of the 
military authority. The occupation authorities presumed that Okinawan people 
as an ethnic minority in Japan and they have been treated with contempt and 
exploited by Japanese. Their occupation policy showed a notable tendency toward 
separating Okinawa from mainland Japan and cultivating its own identity among 
Okinawan people. Education policy reflected this trend. However, in the face 
of the education policies, occasionally took place conflict and friction between 
the military government and educators in Okinawa. For example, there was 
controversy over the issues such as editing of new textbooks, teaching language 
and English education, establishment of Ryukyu University, fund-raising for 
rehabilitation of school buildings, enactment of education laws, educational aids 
from Japanese government and the antecedent partial returning of the competence 
of educational administration. Educators in Okinawa took the initiative in the 
movement against the military rule. They had a strong desire that the education 
in Okinawa to be identical with Japanese education. In the early stage of the 
occupation, the idea of adapting English as the teaching language and introduction 
of English education in the elementary school was frustrated. In 1958, with great 
pains Okinawa achieved the enactment of its own education laws in the legislature 
that replaced the Ryukyu Education Code imposed by the military government. 
From the 1950s on, Japanese government gradually expanded the scope of the 
educational cooperation to Okinawa.
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稿について、査読の上、採否を決定する。

（2） 投稿希望者は、次の投稿申し込みあるいは原稿締め切り日までに、広島大学教育開発国際

協力研究センター「国際教育協力論集」編集委員会に申し込む。

　　　　「研究論文」・「研究ノート」・「調査報告」

　　　　　　　投稿申込締切：毎年 3月 31 日（必着）

　　　　　　　原 稿 締 切：毎年 5月 31 日（必着）

編集事務局（投稿・問合せ先）

　　〒 739-8529　東広島市鏡山 1－ 5－ 1

 　　広島大学 教育開発国際協力研究センター

 　　国際教育協力論集編集委員会

　　TEL: 082-424-6959, FAX: 082-424-6958

　　e-mail: cice@hiroshima-u.ac.jp
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Style and rules for contributors

1. Journal of International Cooperation in Education is an international refereed journal published 
in English in April and in Japanese in October of every year. The journal welcomes articles from 
authorized contributors (see “2”) on any aspect of international cooperation in education.

2. Qualifi cation of contributors is given to the members of the Center for the Study of International 
Cooperation in Education at Hiroshima University who are currently or were formerly associated 
with CICE (including CICE staff members, members of the managing committee, research fellows, 
and visiting research fellows). Contributions for articles may be invited by the CICE Editor-in-
Chief. Otherwise submissions from anyone who is interested in CICE activities may be accepted if 
accompanied by introduction of a CICE staff or associate member.

3. Manuscripts should be original, clearly and precisely presented in English or Japanese (see styles 
and rules for contributors in Japanese). Authors should submit four hard copies of their manuscript 
plus an electronic fi le of the manuscript (preferably in a PC compatible disk). Text should be prepared 
using Microsoft Word software.

4. Each submission should be no longer than 7000 words (14 printed pages) in total, including title, 
author(s) information, tables, figures and references. Each article should be accompanied by an 
abstract of approximately 150 words typed on a separate sheet.

5. Preparation of Manuscript:
A. Cover sheet should contain title, full name, institution, address, phone and fax numbers, and 

e-mail address.

B. Text should be typewritten on one side of A4 size papers with 30 mm margins all around. Each 
typewritten page should have 42 lines, approximately 500 words with 10.5 point character.

C. References cited in the text should be arranged alphabetically according to the name(s) 
of author(s). Text reference should be made by the author’s names followed by the year of 
publication [e.g. Sifuna (2001), or (Sifuna 2001)]. When papers have three or more authors, 
please give only the name of the fi rst author followed by et al. [e.g. Kawagoe et al. (1998) or 
(Kawagoe et al. 1998)] throughout the text.
In addition,
Reference cited in the text should be listed as follows;
<EXAMPLE>

Textbooks are one of the most important learning materials for study (Sasaki 1999; Watanabe 
2000) [more than 2 references]

.......(Sasaki, Watanabe & Sato 2001) [written by more than 3 authors]

.......(Sasaki 1999, p.123)

.......According to Sasaki (1999), it is considered.....

.......According to Sasaki (1999a) and Uemura (2002), it is considered.....
(1) Book:

Last name of author + fi rst name initial. (year), Title (Italic), location of the publisher, 
name of the publisher.

Lloyd, P.C. (1966). The New Elites of Tropical Africa. London: Oxford University 
Press.
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(2) Book chapter:
Last name of author(s), + first name initial(s). (year). “Chapter Title”, In (Eds.), Book 
Title, (p.), location of the publisher, name of the publisher.

Lloyd, P.C. & White, A. (1996). “Aid, International Co-operation and Globalization: 
Trends in the Field of Education.” In K. King & L. Buchert (Eds.), Changing 
International Aid to Education: Global Patterns and National Contexts (p.60-67). 
Paris: UNESCO.

(3) Journal article:
Last name of author + fi rst name initial. (year). “Title of the article.” Name of the Journal, 
volume (no.), p.21-38.
(Example)

Sifuna, D. (2001). “African Education in the Twenty-First Century: the Challenge for 
Change.” Journal of International Cooperation in Education, 4(1), p.21-38.

(4) On-line material:
World Bank Education Lending [http://go.worldbank.org/4H9D7XN5E0] (accessed on 
August 1, 2008).
Note.

Same author can be indicated as_____. Please use (2001a), (2001b), in case there are 
more than 2 references from the same author in the same year.

D. Tables should be self-explanatory and each presented on a separate page outside the main text. A 
short title should be provided with any additional information contained in footnotes with a lucid 
legend to explain the meaning of the content.

E. Figures are referred to for all drawings, diagrams, graphs and photographs. These should be of 
the highest quality and suitable for direct reproduction. Each figure should be presented on a 
separate page.

F. Place of insertion of tables and/or fi gures in the text should be indicated on the right-hand margin 
of the sheet.

6. Whether or not the manuscript is accepted and the timing of publication is decided by the Editorial 
Committee. The positions and scale of fi gures and tables in published pages may be changed from 
the author’s designation.

7. Galley proof will be sent to the corresponding author if there is suffi cient time to do so. The authors 
are responsible for reading the first galley proof. No change of the content of the manuscript is 
permitted on the galley proof without the consent of the Editor-in-Chief.

8. Offprints. Authors will receive free of charge 30 offprints. Additional copies can be obtained at 
author’s cost.

9. Copyright. The articles published in the Journal of International Cooperation in Education are 
subject to copyright. All rights are reserved by the Center for the Study of International Cooperation 
in Education (CICE), Hiroshima University. Authors may, of course, use the article elsewhere after 
permission is obtained from CICE.

10. Submit all manuscripts to Editor-in-Chief, Center for the Study of International Cooperation in 
Education (CICE), Hiroshima University, 1-5-1 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima 739-8529 JAPAN. 
For any questions regarding this style and rules, please e-mail: cice@hiroshima-u.ac.jp.
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　本巻では特集論文４本（特集の趣旨を含む）、研究論文１本、研究ノート２本の計７本が掲載され

ている。ご寄稿いただいた執筆者の方々に深くお礼を申し上げたい。特集は、当センター長吉田和

浩を代表として獲得した科研費の報告である。詳細は特集の趣旨をご一読いただきたいが、教育政

策と実践の連携部について、各国の事例研究をそろえようとしている。次号と合わせて通読いただき、

是非、ご批判を賜りたい。

　2020 年度は、世界全体がコロナ禍の渦に巻き込まれた。本誌が対象としている教育開発論の分野

でもコロナの影響は否めず、海外への調査ができない状況が続いている。そうした中でも、オンラ

インによる調査、また従来からの統計的研究など、この状況下で研究を遂行していく可能性を模索

する日々が続いている。そうした成果を是非、次年度以降も本誌にご寄稿を頂き、フィールドワー

クが再開できるまで、一筋の光をつないでいただければ幸甚である。

　本誌の論文は、全てインターネットを通じて CICE ホームページからダウンロードが可能であり、

多くの論文が引用・参照されている。今後のさらなる投稿を期待したい。

（日下部達哉）

『国際教育協力論集』編集委員会

委員長：吉田　和浩　広島大学教育開発国際協力研究センター

委　員：アセップ・スプリアトナ（インドネシア教育大学）
石田　洋子（広島大学）
大塲　麻代（帝京大学）
小澤　大成（鳴門教育大学）
川口　　純（筑波大学）
日下部達哉（広島大学）
小塚　英治（国際協力機構）
澤村　信英（大阪大学）
ジム・ウィリアムズ（ジョージワシントン大学）
正楽　　藍（神戸大学）
中矢　礼美（広島大学）
丸山　英樹（上智大学）

本誌の編集方針・規格の審議、原稿の審査などは上記編集員会が行います。

なお、「研究論文」については査読を行い、その掲載の可否を決定しています。

編 集 後 記





発 　 行 　 者　　広島大学教育開発国際協力研究センター

　　　　　　　　〒739-8529 東広島市鏡山1丁目5番1号

　　　　　　　　TEL(082)424-6959 FAX(082)424-6958

　　　　　　　　URL http : //home.hiroshima-u.ac.jp/cice

　　　　　　　　本論集はWebページに公開しています。

印 　 刷 　 所　　三原プリント株式会社

令和２年10月31日　発行
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